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第三次循環型社会形成推進基本計画第３回点検「国の取組に係る進捗状況表」（案） 

１ 「質」にも着目した循環型社会の形成 

（第三次循環基本計画第５章

第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施

策（第 4 次環境基本計画第４回

点検に追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第 4 次環境基本計画第 4 回

点検（調査票含むに追記）） 

（１）２Ｒの取組がより進む社会経済システムの構築 

①社会経済システムとして２

R を推進すべく、国民・事業

者が行うべき具体的な２R の

取組を制度的に位置付けるこ

とを検討する。 

・生活系ご

み処理の有

料化実施地

方公共団体

率 

 

●環境省では平成 23 年度から

市町村、リユース事業者や NPO

等と連携し、使用済製品等のリ

ユースを進めるモデル事業を実

施しています。また、各種 2R（リ

デュース・リユース）に取り組

んでいる事業者の情報を収集し

事例集を作成しました。【環境

省】 

 

 

●リサイクルより優先順位の高

い、2R の取組がより進む社会経

済システムの構築を目指し、国

民・事業者が行うべき具体的な

2Rの取組を制度的に位置付ける

ため、平成 26 年度は NPO、事

業者等における 2R の取組状況、

各種統計が示す経済・社会情勢

の評価・分析を行いました。【環

境省】 

 

●一般廃棄物処理に関するコス

ト分析方法、標準的な分別収集

区分等を示す「一般廃棄物処理

有料化の手引き」、「一般廃棄物

会計基準」、「市町村における循

環型社会づくりに向けた一般廃

棄物処理システムの指針」に関

しては、これら 3 つのガイドラ

インの普及促進を目的として、

市町村担当者を対象に都道府県

等が主催する説明会等に講師を

派遣しました。【環境省】 

 

 

●リサイクルより優先順位の高

い、2R の取組がより進む社会経

済システムの構築を目指し、国

民・事業者が行うべき具体的な

2Rの取組を制度的に位置付ける

ため、平成 27 年度は 2R の取組

がより進む社会経済システム構

築の実例を作るため、イベント

ごみ削減に向けた条例制定や持

続可能なフードバンクシステム

構築を目指すモデル事業を実施

し、システム構築に向けた課題

の評価・分析を行いました。同

時に、我が国全体の 2R 取組状況

を把握するための指標について

検討を行いました。【環境省】 

 
●一般廃棄物処理に関するコス

ト分析方法、標準的な分別収集

区分等を示す「一般廃棄物処理

有料化の手引き」、「一般廃棄物

会計基準」、「市町村における循

環型社会づくりに向けた一般廃

棄物処理システムの指針」の三

つのガイドラインについて、引

き続き普及促進を行いました。

【環境省】 

 

●一般廃棄物処理に関するコス

ト分析方法、標準的な分別収集

区分等を示した一般廃棄物会計

基準等のガイドラインの周知等

を通じ、市町村等による廃棄物

の適正処理・３Ｒの推進に向け

た取組を支援しました。【環境

省】 

 

 

●リサイクルより優先順位の高

い、2R の取組がより進む社会経

済システムの構築を目指し、国

民・事業者が行うべき具体的な

2Rの取組を制度的に位置付ける

ため、これまでの 2R に関する施

策の成果を踏まえつつ、モデル

事業を実施し、将来の制度化に

向けた検討を行います。 

 

●一般廃棄物処理に関するコス

ト分析方法、標準的な分別収集

区分等を示す「一般廃棄物処理

有料化の手引き」、「一般廃棄物

会計基準」、「市町村における循

環型社会づくりに向けた一般廃

棄物処理システムの指針」とい

う、三つのガイドラインについ

て、更なる普及促進に努めます。 

 

●容器包装の 2R の推進を図る

ため、中央環境審議会及び産業

構造審議会の合同会合において

取りまとめられた容器包装リサ

イクル制度の施行状況の評価・

検討に関する報告書や、過年度

までの事業の成果等を踏まえ、

必要な措置を講じていきます。 

 

●引き続き、一般廃棄物の排出

抑制及び住民の意識改革を進め

るために経済的インセンティブ

を活用することとともに、今後、

他の手法も含めた２Ｒ推進のた

めのポリシーミックスを推進す

る必要があります。（環境基本計

画点検調査票） 
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●引き続き消費者や事業者の意

識改革を進めるために経済的イ

ンセンティブを活用するととも

に、今後、他の手法も含めたポ

リシーミックスを推進し、２Ｒ

が進む社会経済システムを整え

ていく必要があります。（環境基

本計画点検本文） 

②２Ｒの取組を進めるために

は、川下の消費者のライフス

タイルの変革に加えて、容器

包装の削減・軽量化、長期間

使用することのできる製品の

開発、リターナブル容器の利

用等の川上の事業者の積極的

取組を社会的費用にも配慮し

つつ推進することが必要とな

る。このため、これらの取組

を行っている事業者が社会的

に評価される仕組みづくり等

を進める。 

また、持続的に消費者の行動

を促すことができるよう、地

域における消費者、事業者、

NPO、地方公共団体等の各主

体間の連携等のあり方につい

て検討する。 

・ リ ユ ー

ス・シェア

リング市場

規模 

・びんのリ

ユース率の

推移 

・詰替・付

替製品の出

荷率 

・環境マネ

ジメント等

の実施 

 ●容器包装の 3R 推進に関して

は、産業構造審議会及び中央環

境審議会において、3R 推進団体

連絡会による「容器包装 3R のた

め の 第 二 次 自 主 行 動 計 画 」

（2011 年度～2015 年度（平成

23 年度～平成 27 年度））に基づ

いて実施されたリデュースに係

る取組の状況について、評価・

検討を行い、委員より取組の更

なる推進に向けた施策提言等が

なされました。【環境省・経済産

業省】 

 

●容器包装の 3R 推進に関して

は、産業構造審議会及び中央環

境審議会において、3R 推進団体

連絡会による「容器包装 3R のた

め の 第 二 次 自 主 行 動 計 画 」

（2011 年度～2015 年度（平成

23 年度～平成 27 年度））に基づ

いて実施されたリデュースに係

る取組の状況について、評価・

検討を行い、委員から取組の更

なる推進に向けた施策提言等が

なされました。【環境省・経済産

業省】 

 

●包装の環境配慮設計について

共通の考え方として、2015 年

（平成 27 年）に包装の環境配慮

設計に関する規格（JIS Z 0130

群）が制定され、事業者が包装

の設計・製造をする際の手順書

等として活用できる手引と消費

者が事業者の包装の環境配慮設

計の取組を理解し商品選択の際

に活用できる事例集を作成しま

した。【経済産業省】 

●容器包装のリデュースを図る

ため、内容物当たりの容器包装

使用重量が少ない商品の販売・

製造等の促進を図るとともに、

各主体間の積極的なコミュニケ

ーションを促し、商品の製造段

階における環境配慮設計を促進

しています。【環境省】 

 

●容器包装の環境配慮設計に関

する国際規格としてＩＳＯ１８

６０２（包装の最適化）及びこ

れに対応する国内規格としてＪ

ＩＳＺ０１３０が制定されてお

り、これらの普及啓発を図りま

した。【経済産業省】 

 

●３Ｒ推進団体連絡会による自

主行動計画のフォローアップを

定期的に中央環境審議会及び産

業構造審議会の合同会合の場で

実施します。 

 

●関係主体が連携したびんリユ

ースを促進するための実証事業

や関係者による協議会の運営等

について支援していく必要があ

ります。 

③リユースを主要な循環産業

の一つとして位置付け、リユ

ース品が広く活用されるとと

もに、リユースに係る健全な

ビジネス市場の形成につなが

るよう、盗品販売など事業者

の不適正行為防止のための法

令遵守体制（コンプライアン

ス）の徹底はもとより、リユ

ース品の性能保証など消費者

が安心してリユース品を利用

できるような環境整備を推進

する。 

また、経済活動に適合し、２

・循環型社

会ビジネス

市場規模 

・ リ ユ ー

ス・シェア

リング市場

規模 

・びんのリ

ユース率の

推移 

 

 ●2Rの中でも特にリユースを主

要な循環産業の 1 つとして位置

付け、リユース品が広く活用さ

れるとともに、リユースに係る

健全なビジネス市場の形成につ

なげるため、事業者、地方公共

団体等の関係者が連携し、地域

内でのびんリユースを促進する

ための実証事業を 5 件実施しま

した。当該実証事業の中では、

各関係者による協議会の設置等

についての支援も行いました。 

【環境省】 

 

●2Rの中でも特にリユースを主

要な循環産業の一つとして位置

付け、リユース品が広く活用さ

れるとともに、リユースに係る

健全なビジネス市場の形成につ

なげるため、事業者、地方公共

団体等の関係者が連携し、地域

内での瓶リユースを促進するた

めの実証事業を 2 件実施しまし

た。当該実証事業の中では、各

関係者による協議会の設置等に

ついての支援も行いました。【環

境省】 

 

●平成 27 年度の使用済製品等

のリユース促進事業研究会で議

論した、市民へのリユースの広

報を目的とした「リユース読本」

及び事業所におけるリユース品

としての排出・調達を促進する

ために各種情報をまとめた「オ

フィス等から発生する使用済製

品リユースのための手引き」を

本年 5 月に策定しました。【環境

省】 

 

●リユース業界の優良化やリユ

ースへの意識の向上を一層進

め、リユース品の活用やリユー

スに係るビジネスの市場拡大を

図っていくべきです。（環境基本

計画点検本文） 

 

●今後、リターナブル容器の利

用の推進を図る必要がありま

す。（環境基本計画点検調査票） 

 

●今後、事業者が排出抑制や再

利用に向かうインセンティブの

検討を進める必要があります。
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Ｒにビジネスベースで取り組

む象徴的な事例を創出・定着

させることを目的に、社会実

験として、事業者等による先

進的取組を支援する。 

●使用済製品等のリユース促進

事業研究会を設置し、市町村や

都道府県が、リユース事業者、

地域の NPO や市民団体と協力し

て、新たに使用済製品等のリユ

ースの促進に資するモデルプラ

ンを地域の特性に応じて立案し

てもらうモデル事業を、3 件実施

しました。【環境省】 

 

 

 

●使用済製品等のリユース促進

事業研究会を設置し、市町村や

都道府県が、リユース事業者、

地域の NPO や市民団体と協力し

て、新たに使用済製品等のリユ

ースの促進に資するモデルプラ

ンを地域の特性に応じて立案し

てもらうモデル事業を、2 件実施

しました。【環境省】 

 

 
 

（環境基本計画点検本文） 

 

●リユース容器の導入可能性や

規格統一化の可能性、消費者に

認知されるリユース容器につい

ての検討等を行います。 

 

●使用済製品等のリユース促進

事業研究会のモデル事業を引き

続き実施します。 

 

●特定家庭用機器再商品化法

（平成 10 年法律第 97 号。）に

定められた特定家庭用機器の引

取台数の多い大手量販店等に対

しては、引き続きリユースとリ

サイクルの仕分け基準の作成状

況について確認します。また、

同法に基づく小売店への立入検

査時には、リユース品を取り扱

う場合に、リユースとリサイク

ルの仕分け基準を作成するよう

求めていきます。一方で、消費

者に対しては、優良なリユース

を行っている業者に関する情報

発信を行っていきます。同時に

「使用済家電製品の廃棄物該当

性の判断について（通知）」とそ

の具体的な運用の事例集を更に

周知徹底するとともに、引き続

き、事例の収集を行います。こ

れにより、リユース品に適さな

いと判断される特定家庭用機器

等を違法に回収している事業者

への自治体の指導を強化し、適

正なリユースを促進します。 

④「3R 行動効果の見える化」

として、リサイクルも含めて、

個々の消費者・小売店をはじ

めとする事業者が実際に取り

組むことができる 3R 行動と

その効果を分かりやすくまと

め、きめ細やかに情報提供す

る。また、3R 行動効果の結果

を簡易に販売促進や環境報告

書への記載などに活用できる

ようにし、取組実施のインセ

  ●これまでに整理・開発してき

た 2R 取組事例集、3R 行動によ

る環境負荷削減効果を見える化

する「3R 行動見える化ツール」

等の活用による、物質循環の推

進に向けた異分野間・主体間連

携の在り方について、検討を行

いました。事業者等による 3R 行

動及び「3R行動見える化ツール」

の使用を促進するため、既に行

われている事業者等による 3R

●近年関心が高まっている、食

品廃棄物の 3R 行動に係る環境

負荷削減効果を見える化できる

ツールを作成し、第 10 回 3R 推

進全国大会、セミナー及び環境

省ウェブサイトにおいて情報発

信しました。【環境省】 

 

 

●官民連携によるフードチェー

ン全体での食品ロス削減国民運

動を展開しています。【環境省・

消費者庁・農林水産省】 

 

 

●『３Ｒ行動の見える化ツール』

を活用した２Ｒの推進について

は、今後、国民や企業による利

用拡大を図っていく必要があり

ます。（環境基本計画点検本文） 

 

●事業者等による 3R 行動の促

進及び 3R 行動による環境負荷

削減効果を見える化する「3R 行

動見える化ツール」の使用を引

き続き促進するため、新たなツ
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ンティブとする。 行動について、ツールを活用し

て環境負荷削減効果を見える化

し、それらの事例をセミナーや

環境省ウェブサイトにおいて情

報発信しました。また、国民等

がより容易に環境負荷削減効果

を見える化できるよう、簡易版

のツールを作成しました。【環境

省】 

ールの活用事例を構築し、それ

らの事例を情報発信します。 

 

⑤国民の「もったいない」と

いう文化、意識を活かし、消

費者、各事業者が連携して、

食品廃棄物、容器包装の削減

などフードチェーン全体の改

善に取り組む。 

・廃棄物の減

量化や循環

利用、グリー

ン購入の意

識 

・具体的な３

Ｒ行動の実

施率 

 

 ●フードチェーン全体の改善に

向けて、我が国は、平成 26 年 4

月から食品関連 75 業種のうち

26 業種について、食品リサイク

ル法に基づく食品関連事業者の

食品廃棄物等の発生抑制の目標

値を本格施行しました。また、

食品廃棄物等の発生抑制と二酸

化炭素の排出削減に同時に資す

る取組を実施した地域を対象に

した、草の根活動への支援を平

成 26 年 4 月から開始しました。

加えて、食品ロス削減につなが

る商慣習見直しを支援するとと

もに、規格外品等の食品を福祉

施設等に提供するフードバンク

活動の強化等に対する支援によ

り、食品ロス削減国民運動も展

開しました。【環境省・農林水産

省】 

 

●旅館・飲食・食肉営業者等の

生活衛生関係営業者に関して

は、それら主体による食品循環

資源の再生利用率向上を図るた

め、生活衛生関係営業の運営の

適正化及び振興に関する法律

（昭和 32 年法律第 164 号）に

基づき、厚生労働大臣が定める

「振興指針」について、平成 15

年度に策定された「食品リサイ

クル推進指針」の内容を踏まえ

て改訂を行うことにより、引き

続き支援を行いました。【厚生労

働省】 

 

●フードチェーンの一部である

容器包装に関しては、容器包装

●食品廃棄物については、フー

ドチェーン全体の改善に向け

て、平成 27 年 8 月から 5 業種

について食品リサイクル法に基

づく食品廃棄物等の発生抑制の

目標値を追加し、合わせて食品

関連 75 業種のうち 31 業種の目

標値を設定しました。また、国

全体の食品ロスの発生量につい

てより精緻な推計を実施し、平

成 24 年度における国全体の食

品ロス発生量の推計値（約 642

万トン）を平成 27 年 6 月に公表

しました。【環境省・農林水産省】 

 

●旅館・飲食・食肉営業者等の

生活衛生関係営業者に関して

は、それら主体による食品循環

資源の再生利用率向上を図るた

め、生活衛生関係営業の運営の

適正化及び振興に関する法律

（昭和 32 年法律第 164 号）に

基づき、厚生労働大臣が定める

「振興指針」について、平成 15

年度に策定された「食品リサイ

クル推進指針」の内容を踏まえ

て改訂を行うことにより、引き

続き支援を行いました。【厚生労

働省】 

 

●フードチェーンの一部である

容包装に関しては、リデュース

等を促進するための消費者啓発

について必要なマネジメントを

検討するための前提情報とし

て、消費者の環境配慮型容器包

装等に係る意識調査を実施しま

した。【環境省】 

●【再掲】官民連携によるフー

ドチェーン全体での食品ロス削

減国民運動を展開しています。

【環境省・消費者庁・農林水産

省】 

 

●【再掲】容器包装のリデュー

スを図るため、内容物当たりの

容器包装使用重量が少ない商品

の販売・製造等の促進を図ると

ともに、各主体間の積極的なコ

ミュニケーションを促し、商品

の製造段階における環境配慮設

計を促進しています。【環境省】 

 

 

 

●SDGs の目標も踏まえ、我が国

として食品ロス削減の取組を加

速化させるため、我が国の食品

ロス削減目標の設定など、目に

見える取組の強化が必要です。

（環境基本計画点検本文） 

 

●食品ロスについては、都道府

県・市町村における食品ロス削

減対策の優良事例の調査を実施

し、この事例を広く水平展開す

ることで、地域の食品ロス削減

対策の普及を図ります。 

 

●食品循環資源の再生利用等の

促進に関する法律（平成 12 年法

律第 116 号。）に基づき、食品廃

棄物等の発生抑制目標値が設定

されていない業種については、

目標値の設定、その他の発生抑

制の促進のための方策を引き続

き検討していきます。 

 

●旅館・飲食・食肉営業者等の

生活衛生関係営業者に関して

は、それら主体による食品循環

資源の再生利用率向上を図るた

め、生活衛生関係営業の運営の

適正化及び振興に関する法律

（昭和 32 年法律第 164 号）に

基づき、厚生労働大臣が定める

「振興指針」の見直しを行い、

食品リサイクルの実施率向上を

図る支援を行います。 

 

●【再掲】関係主体が連携した

びんリユースを促進するための

実証事業や関係者による協議会
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を用いた商品の販売を行う小売

事業者の店舗において、内容物

当たりの容器包装使用重量が少

ない商品を明確化し販売を行

い、消費者の消費動向や意識に

ついて調査しました。加えて、

製造段階におけるリデュース設

計の促進に係る課題点等につい

て調査しました。【環境省】 

 の運営等について支援していま

す。 

⑥ 長期にわたって使用可能

な質の高い住宅ストックを形

成するため、長期優良住宅認

定制度の運用、認定長期優良

住宅に対する税制上の特例措

置の活用を促進する。 

  ●長期にわたって使用可能な質

の高い住宅ストックを形成する

ため、長期優良住宅の普及の促

進に関する法律（平成 20 年法律

第 87 号）に基づき、長期優良住

宅の建築・維持保全に関する計

画を所管の行政庁が認定する制

度を運用しています。この認定

を受けた住宅については、税制

上の特例措置を実施していま

す。【国土交通省】 

●長期にわたって使用可能な質

の高い住宅ストックを形成する

ため、長期優良住宅の普及の促

進に関する法律（平成 20 年法律

第 87 号）に基づき、長期優良住

宅の建築・維持保全に関する計

画を所管の行政庁が認定する制

度を運用しています。この認定

を受けた住宅については、税制

上の特例措置を実施していま

す。【国土交通省】 

 ●長期にわたって使用可能な質

の高い住宅ストックを形成する

ため、長期優良住宅の普及の促

進に関する法律（平成 20 年法律

第 87 号）に基づき、長期優良住

宅の建築・維持保全に関する計

画を所管行政庁が認定する制度

を平成 28 年度も引き続き運用

します。なお、認定を受けた住

宅については、税制上の特例措

置を実施しています。 

（２）使用済製品からの有用金属の回収 

① 小型家電リサイクル法に

できるだけ多くの地域や事業

者が参加し、既存の取組とも

あいまって全国的な回収率が

上がり主要なリサイクル制度

として定着するよう、（ア）市

町村が主体となった回収体制

構築のための地方公共団体等

に対する支援、（イ）制度の意

義・効果等に関する普及啓発、

（ウ）各主体間の連携促進等

を行う。 

・小型家電

リサイクル

法に基づき

再資源化を

目的として

回収された

小型家電の

量 

・使用済小

型電子機器

等の回収地

方公共団体

数・実施割

合 

 

●小型家電リサイクル法が平成

25 年 4 月から施行されました。

【環境省・経済産業省】 

 

●環境省では平成 24 年度から

小形電子機器等のリサイクルシ

ステムの構築を目的とした実証

事業を行っており、平成 24 年度

は 43 市町村が、平成 25 年度は

161 市町村が実証事業に参加し

ました。【環境省】 

 

 

 

 

●小型家電リサイクル法に基づ

き、再資源化事業計画の認定を

進めるとともに、市町村におけ

る小型家電の回収量拡大を進め

るための支援事業や、説明会・

普及啓発等を展開しました。【環

境省・経済産業省】 

 

●平成 25 年 4 月 1 日から施行

された、使用済小型電子機器等

の再資源化の促進に関する法律

（平成 24 年法律第 57 号。）に

ついては、回収され再資源化を

実施する量の目標を、平成 27 年

度までに一年当たり 14 万トン

（人口一人当たり約 1kg）とし

ています。今後、回収量の達成

状況等を踏まえて、引き続き制

度を推進していきます。 

 

●小型家電のさらなる回収量の

増加、再資源化の質の向上を促

進していくため、地域に応じた

効率的・効果的な回収方法の検

討や認定事業者の回収・処理・

選別技術の高度化に向けた取組

を促し、制度の安定的運用を図

っていきます。（環境基本計画点

検調査票） 

 

●小型家電リサイクル・システ

ムの普及により、ベースメタル、

レアメタル等の回収がどの程度

進み、現在、行われているごみ
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処理（各種中間処理）からの有

用金属元素回収や、残渣の再生

利用・最終処分にどのような影

響と効果がもたらされているの

か、あるいは将来の可能性があ

るのかについての分析を進めま

す。（環境基本計画点検本文） 

② 次世代自動車や超硬工具

等のレアメタル等を含む主要

製品全般を横断的に対象とし

て、平成 24 年に「使用済製品

の有用金属の再生利用の在り

方について」として取りまと

められたレアメタル等のリサ

イクルに係る対応策を踏ま

え、回収量の確保やリサイク

ルの効率性の向上に向け、着

実に取組を進めていく。 

・家電リサ

イクル法に

基づく回収

率 

 ●低炭素型 3R 技術・システム実

証調査事業において、自動車の

解体・破砕工程を全体最適化し

た上で、自動車用コンピュータ

ー基板等を解体段階で回収し、

有用金属をリサイクルすること

等によりリサイクルを高付加価

値する実証的な取組を支援しま

した。【環境省】 

 

●資源循環実証事業により、平

成 26 年度はコバルトを含む次

世代自動車用リチウムイオンバ

ッテリーの実証事業 5 件に対し

て補助を実施しました。【経済産

業省】 

●低炭素型 3R 技術・システム実

証調査事業において、自動車用

コンピューター基板等を解体段

階で回収し、有用金属をリサイ

クルすることなどによりリサイ

クルを高付加価値化する実証的

な取組等を支援しました。【環境

省】 

 

●リサイクル優先レアメタル回

収技術開発・実証により、平成

27 年度はコバルトを含む次世代

自動車用リチウムイオンバッテ

リーのリサイクル技術開発・実

証事業 3 件に対して補助を実施

しました。【経済産業省】 

●使用済自動車に含まれる貴金

属等の効率的な回収・リサイク

ルや家電等の高効率破砕・選別

への支援やコバルトを含むリチ

ウムイオンバッテリー、タング

ステンを含む超硬工具のリサイ

クルを支援しました。【環境省・

経済産業省】 

●低炭素型 3R 技術・システム実

証事業を活用して、製品横断的

に、レアメタル等の有用金属の

回収、2R の取組、水平リサイク

ル等の高度なリサイクルの推進

等、低炭素社会の実現にも資す

る取組を支援していきます。 

 

●小型家電に限らず、家電四品

目やその他の使用済電気電子製

品の回収量を増大させ、都市鉱

山の利用を拡大する必要があり

ます。（環境基本計画点検調査

票） 

 

●次世代自動車や太陽光発電パ

ネルといった今後普及が進む製

品からのレアメタル等のリサイ

クルを進める必要があります。

（環境基本計画点検調査票） 

 

●温暖化対策を進めていくと、

太陽光パネルや蓄電池、ＣＦＲ

Ｐ（炭素繊維強化プラスチック）

など、より高度な製品や素材の

普及が進んでいくこととなる

が、こうした低炭素製品が３Ｒ

を阻害せず、むしろ３Ｒの推進

でこうした低炭素製品が普及す

るよう検討を進めるべきです。

（環境基本計画点検本文） 

③ 拡大生産者責任の理念に

基づき、素材別の分別・リサ

イクルが行いやすくなるよ

う、部品毎に原材料を分かり

やすく表示したり、部品をユ

ニット化したりする製品設計

段階の取組や、企業秘密に留

意しつつ製造事業者とリサイ

クル事業者間で有用金属の含

・製品アセ

スメントの

ガイドライ

ンの業界に

よる整備状

況 

・資源生産

性の向上等

に向けた目

 ●使用済み製品のより広域での

リサイクルを行うため、広域的

な実施によって、廃棄物の減量

化や適正処理の確保に資すると

して環境大臣の認定を受けた者

については、地方公共団体ごと

に要求される廃棄物処理業の許

可を不要とする制度（「広域認定

制度」という。）の適切な運用を

●使用済製品のより広域でのリ

サイクルを行うため、広域的な

実施によって、廃棄物の減量化

や適正処理の確保に資するとし

て環境大臣の認定を受けた者に

ついては、地方公共団体ごとに

要求される廃棄物処理業の許可

を不要とする制度（「広域認定制

度」という。）の適切な運用を図

●使用済製品について、廃棄物

処理法に基づく広域認定制度等

による製造事業者等の自主回収

及び再生利用を促進しました。

（平成 28 年９月末一般廃棄物

97 件、平成 28 年９月末産業廃

棄物 261 件）【環境省】（環境基

本計画第４回点検本文より認定

件数の更新） 

●広域認定制度の適切な運用を

今後も図り、情報処理機器や各

種電池等の製造事業者等が行

う、高度な再生処理によって、

有用金属の分別回収を推進して

いきます。（平成 28 年版白書「講

じよう」より一部編集） 

 

●引き続き、循環基本法に基づ
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有情報の共有化を行う取組等

を推進する。 

また、使用済製品については、

より広域でのリサイクルを念

頭に、製品の製造者等が回収

する廃棄物処理法の広域認定

制度等を適切に活用する。 

標を設定し

ている事業

者数 

図り、情報処理機器や各種電池

等の製造事業者等が行う高度な

再生処理によって、有用金属の

分別回収を推進しました。【環境

省】 

 

り、情報処理機器や各種電池等

の製造事業者等が行う高度な再

生処理によって、有用金属の分

別回収を推進しました。【環境

省】 

 

 

●各種リサイクル法の執行及び

その評価・見直しや取組状況の

点検を行い、排出者責任、拡大

生産者責任に基づく各種リサイ

クルや業界による環境配慮設計

の進捗を確認しています。【環境

省・経済産業省】 

 

きつつ、拡大生産者責任の徹底

を図る必要があります。（環境基

本計画点検本文） 

 

●各種リサイクル法の対象外の

製品についても、製品製造段階

からの環境配慮設計の状況を把

握し、取組を進めて行く必要が

あります。（環境基本計画点検調

査票） 

 

●環境配慮設計については、循

環基本法に位置づけられてお

り、各種リサイクル法でも努力

規定が設けられているが、基本

的には個別企業の取組に留まっ

ていることから、各種リサイク

ル法の対象外の製品を含め、製

品製造段階からの環境配慮設計

の状況を把握した上で、環境配

慮設計を進めるため、横断的な

検討をすべきです。（環境基本計

画点検本文） 

 

●製造事業者とリサイクル事業

者での情報の共有が行われてお

らず、取組を進める必要があり

ます。（環境基本計画点検調査

票） 

④ 使用済製品から有用金属

を回収し、リサイクルするた

めに必要となる新技術の研

究・開発を支援する。 

  ●環境研究総合推進費による研

究・開発支援として、行政が特

に提案を求める重点研究テーマ

として「使用済電子機器等から

の有用金属等の効果的な回収技

術及び残渣さ 処理システム等

の技術開発」を示し、テーマに

合致する研究として平成 26 年

度は 1 件を採択しました。また、

使用済製品からレアメタル等を

回収する技術に係る研究・開発

として 6 件を採択しました。【環

境省】 

●環境研究総合推進費による研

究・開発支援として、平成 27 年

度に、レアメタル等の回収・リ

サイクルシステムの構築に係る

研究・開発として 3 件を採択し

ました。【環境省】 

 

●環境研究総合推進費におい

て、「レアメタル等の有用金属資

源の効率的な再資源化のための

破砕・選別・分離技術に係る研

究・開発と効果的な回収のため

の社会システムの研究」として、

平成 28 年度は２件採択しまし

た。【環境省】 

 

●研究・開発支援として、平成

29 年度の環境研究総合推進費に

よる研究・開発支援では、レア

メタル等の有用金属資源の効率

的な再資源化のための破砕・選

別・分離技術に係る研究・開発

と効果的な回収のための社会シ

ステムの研究を採択の対象とし

ます。【環境省】 

 

（３）水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進 

① 循環資源を原材料として

用いた製品の需要拡大を目指

し、循環資源を供給する産業

と循環資源を活用する産業と

 ●環境省では、プラスチック製

容器包装については、材料リサ

イクル手法により製造されるプ

ラスチックの品質向上を図るた

●まず循環資源を原材料として

用いた製品の需要拡大を目指

し、循環資源を供給する産業と

循環資源を活用する産業との連

●まず循環資源を原材料として

用いた製品の需要拡大を目指

し、循環資源を供給する産業と

循環資源を活用する産業との連

●食品関連事業者、再生利用事

業者、農林漁業者及び地方自治

体のマッチングの強化や、地方

自治体の理解促進等による、食

●スーパーの店舗等の事業系ル

ートにおいて回収された、ペッ

トボトルの高度なリサイクルに

ついては、中央環境審議会及び
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の連携を促進するとともに、

消費者への普及啓発を推進す

る。 

めに、日用品等の試作品製造に

よる品質条件調査を実施しまし

た。【環境省】 

 

●ペットボトルのボトル to ボト

ルなど高度なリサイクルをより

推進するために、スーパーマー

ケット等の店頭回収による高品

質な廃ペットボトルの効率的な

回収を目的とした実証事業を実

施しました。【環境省】 

 

携を促進しています。【環境省】 

 

●ペットボトルに関しては、使

用済ペットボトルからペットボ

トルを再生するいわゆる「ボト

ル to ボトル（BtoB）」を推進す

るため、スーパーの店頭回収等

の事業系回収ルートにおいて、

より高品質な使用済ペットボト

ルをより効率的に回収する方法

を検討する実証事業を行い、各

回収ルートにおける使用済ペッ

トボトルの品質等の現状につい

て把握しました。【環境省】 

 

●食品リサイクルに関しては、

食品リサイクル法の再生利用事

業計画（食品関連事業者から排

出される食品廃棄物等を用いて

製造された肥料・飼料等を利用

して作られた農畜水産物を食品

関連事業者が利用する仕組み。

以下「食品リサイクルループ」

という。）認定事業の形成支援を

通じて、食品循環資源の廃棄物

等の発生抑制・再生利用の取組

を促進しました。【環境省・農林

水産省】 

 

●バイオマス活用推進基本計画

における食品廃棄物の利用率の

目標達成に向け、平成 24 年度に

提示した地域特性に応じた利活

用パターンや導入見込み等をロ

ードマップ等に基づき、市町村

等による食品廃棄物の利活用を

支援しました。【環境省】 

 

●食品関連事業者、再生利用事

業者、農林漁業者、地方自治体

のマッチングの強化や、地方自

治体の理解促進等による食品リ

サイクルループ形成の促進のた

め、平成 26 年 7 月に全国 3 か

所において、「食品リサイクルル

ープ形成支援セミナー」を試行

的に実施したほか、同月に全国 7

携を促進しています。【環境省】 

 

●ペットボトルに関しては、使

用済ペットボトルからペットボ

トルを再生するいわゆる「ボト

ル to ボトル（BtoB）」を推進す

るため、スーパー等における使

用済ペットボトルの店頭回収の

モデル事業を実施し、有効性の

検証、社会システム化に伴う環

境負荷低減効果、社会的費用の

削減効果の試算、事業実施地域

以外での普及方策等について検

討しました。【環境省】 

 

●食品リサイクルに関しては、

食品リサイクル法の再生利用事

業計画（食品関連事業者から排

出される食品廃棄物等を用いて

製造された肥料・飼料等を利用

して作られた農畜水産物を食品

関連事業者が利用する仕組み。

以下「食品リサイクルループ」

という。）認定事業の形成支援を

通じて、食品循環資源の廃棄物

等の発生抑制・再生利用の取組

を促進しました。【環境省・農林

水産省】 

 

●バイオマス活用推進基本計画

における食品廃棄物の利用率の

目標達成に向け、平成 24 年度に

提示した地域特性に応じた利活

用パターンや導入見込み、ロー

ドマップ等を踏まえ、市町村等

による廃棄物系バイオマスの利

活用の促進に係る取組を支援し

ました。【環境省】 

 

●食品関連事業者、再生利用事

業者、農林漁業者、地方自治体

のマッチングの強化や、地方自

治体の理解促進等による食品リ

サイクルループ形成の促進のた

め、仙台市、さいたま市、名古

屋市、宇部市の 4 か所において、

「食品リサイクル推進マッチン

品リサイクル・ループ形成の促

進のためのマッチング等を実施

しています。【環境省・農林水産

省】 

 

●市町村等による廃棄物系バイ

オマスの利活用を促進するため

に、マニュアル策定等に向けた

検討を実施しています。【環境

省】 

産業構造審議会の合同会合にお

いて取りまとめられた、容器包

装リサイクル制度の施行状況の

評価・検討に関する報告書や、

過年度までの事業の成果等を踏

まえながら、関係法令の運用の

整理等の必要な措置を講じてい

きます。 

 

●食品リサイクルに関しては、

食品リサイクル法に基づく、食

品廃棄物等の発生抑制・再生利

用が地域の実情に応じて推進さ

れるよう、市町村や民間事業者

の活用・育成による再生利用の

実施を含めて、市町村の定める

一般廃棄物処理計画において、

食品廃棄物等の発生抑制・再生

利用の促進を適切に位置付ける

ことを促します。また、同法に

定められた再生利用事業計画

（食品関連事業者から排出され

る食品廃棄物等を用いて製造さ

れた、肥料・飼料等を利用して

作られた農畜水産物を食品関連

事業者が利用する仕組み。以下

「食品リサイクルループ」とい

う。）に基づく取組により生産さ

れた農畜水産物の量等、認定を

受けた計画の実施状況の把握や

食品リサイクルループに関する

説明会を通じ、引き続き食品リ

サイクルループの形成支援を行

っていきます。 

 

●廃棄物系バイオマスの利活用

を促進するためのマニュアルを

とりまとめるとともに、その活

用に向けて市町村等に対して周

知徹底を図ります。 

 

●プラスチックなど、容器包装

のみならず、家電や自動車、製

品などの多種多様な製品に含ま

れている素材について、どのよ

うな製品にどれだけ素材が含ま

れているかを把握した上で、海
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か所において、地方自治体の廃

棄物部局担当者を対象とした、

各種リサイクル法に係る説明会

を開催し、食品リサイクル法に

基づく食品リサイクルループ認

定事業への積極的な後押しを促

しました。【環境省】 

 

●プラスチック製容器包装廃棄

物を原料とした材料リサイクル

による再生品については、更な

る品質の向上及び利用の拡大を

図るため、材料リサイクル事業

者と家電、文具、玩具等のメー

カー等のマッチング等を行いま

した。【環境省】 

 

グセミナー」を実施したほか、

全国 7 か所において、地方自治

体の廃棄物部局担当者を対象と

した、各種リサイクル法に係る

説明会を開催し、食品リサイク

ル法に基づく食品リサイクルル

ープ認定事業への積極的な後押

しを促しました。【環境省】 

 

●プラスチック製容器包装廃棄

物を原料とした材料リサイクル

による再生品については、消費

者に訴求力の高い商品を試作

し、その PR 効果を検討しつつ実

用化・商用化に向けたマッチン

グ等を行いました。【環境省】 

 

洋中のマイクロプラスチックな

どプラスチックが惹起する新た

な問題にも留意しつつ、個別リ

サイクル法の世界に留まらず、

循環資源全体でのリサイクルの

あり方の検討、分別意識の向上

や廃棄物の発生抑制、廃棄物の

適正な処分の確保を進めるべき

である。（環境基本計画点検本

文） 

 

●容器包装や製品プラスチック

のように日々大量に複数の購入

ルートがある製品についてリサ

イクルを進めるために、製品の

製造段階だけではなく、回収ル

ートの確立など物流段階での検

討を進めるべきである。（環境基

本計画点検本文） 

 

●平成 28 年１月に発覚した食

品廃棄物の不適正な転売事案を

踏まえ、転売等防止の対策の強

化と食品リサイクルの取組とを

同時に促進していくよう、排出

者である食品関連事業者に求め

ていくべきです。（環境基本計画

点検本文） 

 

●一部製品について、循環資源

を供給する産業と循環資源を活

用する産業の連携が見られるも

のの、限定的であり、循環資源

全体へ取組を広げていく必要が

あります。（環境基本計画点検調

査票） 

② リサイクルの高付加価値

化や分別・解体・選別などリ

サイクル費用の削減に向けた

新技術の研究・開発を支援す

る。 

 ●使用済自動車については、回

収される鉄スクラップを原料と

して再び自動車用高級鋼板を製

造する Car to Car の実現を目指

した実証事業を実施しました。

【環境省】 

●平成 26 年度の環境研究総合

推進費による研究・開発支援に

ついては、行政が特に提案を求

める重点研究テーマとして「ア

ップグレード及び水平リサイク

ルを意識した製品開発及び資源

循環技術システムの構築」を示

し、テーマに合致する研究とし

て 1 件を採択しました。また、

リサイクルの推進に資する研

究・開発として 6 件を採択しま

●平成 27 年度の環境研究総合

推進費による研究・開発支援に

ついては、行政が特に提案を求

める重点研究テーマとして「ア

ップグレード・水平リサイクル

及びリサイクル材活用に関する

研究・技術開発」を示し、テー

マに合致する研究として 3 件を

採択しました。また、リサイク

ルの推進に資する研究・開発と

して 6 件を採択しました。【環境

●自動車メーカー、整備業者、

コンパウンダーが連携して自動

車バンパーを再度バンパーに効

率的にリサイクルする連携事業

や、アルミ合金やペットボトル

の水平リサイクルを可能にする

選別設備・店頭回収機の導入支

援を実施しています。【環境省】 

 

●平成２８年度よりＮＥＤＯで

実施中のアジア省エネルギー型

●リサイクル費用の削減に向

け、環境研究総合推進費による

研究・開発支援において、行政

が特に提案を求める平成 28 年

度の重点研究テーマとして「リ

サイクル材利活用に関する研

究・技術開発」を示し、テーマ

に合致する課題を積極的に採択

することとしています。自動車

リサイクル分野においても、再

生材の利用の拡大を図るため、
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した。【環境省】 

 

●自動車リサイクルに関する事

項としては、鉄スクラップの利

用用途の拡大を図るため、鉄ス

クラップの高度利用に関する実

証事業を実施し、鉄スクラップ

を部品へ活用する実証的な取組

を支援しました。【環境省】 

 

省】 

 

●自動車リサイクルに関する事

項としては、解体業者や自動車

メーカーが連携して、プラスチ

ック製のバンパーの回収を行

い、自動車用素材としてリサイ

クルを行う実証事業を実施し、

リサイクルの高度化に資する取

組を支援しました。【環境省】 

 

資源循環制度導入実証事業の一

環で、高度な資源循環システム

に関する４テーマの研究実証事

業を採択しました。【経済産業

省】 

 

使用済自動車由来のプラスチッ

クを用いた、再生材供給の可能

性の検証や再生材を用いた自動

車のユーザー選択を促す方策の

検討等、水平リサイクル等の高

度なリサイクルを推進します。 

 

●高付加価値で効率的なリサイ

クルの実現に向け、技術開発・

普及を強化する必要がありま

す。（環境基本計画点検調査票） 

 

●プラスチック製容器包装につ

いて、プラスチック再生材料を

利用するメーカー等に対するヒ

アリングを行い、プラスチック

再生材料の物性やより高付加価

値な用途へ利用するために必要

な再生処理技術等について分

類・整理し、潜在需要及び処理

技術向上について検討します。 

③ 循環資源がどのように収

集され、どのように利用され

ているのか、消費者が容易に

把握することができるよう情

報発信を行い、消費者の３Ｒ

行動の改善を促す。 

  ●ペットボトルに関しては、店

頭回収に取り組む各主体の取組

状況やメリットとなる点の情報

を共有するとともに、店頭回収

を進める上での課題や対応方

針、主体間の効果的な連携の在

り方を検討することにより、店

頭回収に取り組むことに向けた

関係者の意欲や関心を高め、民

間事業者による自主的かつ経済

的な創意工夫あるリサイクルを

促進することを目的として、シ

ンポジウムを開催しました。【経

済産業省】 

 

●3R 推進月間（毎年 10 月）に

おいては、3R推進ポスター展示、

リサイクルプラント見学会や関

係機関の実施するイベント等の

PR を行うとともに、3R 活動推

進フォーラムと共同で「環境に

やさしい買い物キャンペーン」

を通じ、消費者向けの普及啓発

を行いました。【財務省・文部科

学省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省・環境

●3R 推進月間（毎年 10 月）に

おいては、3R推進ポスター展示、

リサイクルプラント見学会や関

係機関の実施するイベント等の

PR を行うとともに、3R 活動推

進フォーラムと共同で「環境に

やさしい買い物キャンペーン」

を通じ、消費者向けの普及啓発

を行いました。【財務省・文部科

学省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省・環境

省・消費者庁】 

●循環型社会形成に向けた我が

国の３Ｒ関連法制度や各種リサ

イクル法に関する統計資料等を

提供する「資源循環ハンドブッ

ク」の作成・配布等を行いまし

た。【経済産業省】 

●消費者が循環資源の収集方法

やその利用方法について容易に

把握することができるような発

信方法を検討し、発信を強化し

ていくべきです。（環境基本計画

点検本文） 
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省・消費者庁】 

（４）有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築 

① アスベスト、ＰＣＢ等の

有害物質を含むものについて

は、適正な管理・処理が確保

されるよう、その体制の充実

を図る。 

・ＰＣＢの

処理状況 

●平成 25 年 6 月に、1,4-ジオキ

サン等の特別管理産業廃棄物へ

の追加、特別な処理基準の設定

等を内容とした関係政省令・告

示が施行されました。【環境省】 

 

●石綿に関しては、その適正な

処理体制を確保するため、廃棄

物処理法に基づき、引き続き石

綿含有廃棄物の無害化処理認定

に係る相談、審査を行いました。

認定を受けている事業者に対し

て立入検査を実施し、適正な処

理が行われているか確認しまし

た。【環境省】 

 

●PCB を使用した高圧トラン

ス・コンデンサ等及び安定器

等・汚染物については、中間貯

蔵・環境安全事業株式会社を活

用し、拠点的広域処理施設にて

処理が進められています。また、

微量 PCB 汚染廃電気機器等につ

いては、廃棄物処理法に基づき、

無害化処理認定を受けている事

業者及び都道府県知事の許可を

受けている事業者により処理が

進められています。【環境省】 

 

●石綿に関しては、その適正な

処理体制を確保するため、廃棄

物処理法に基づき、引き続き石

綿含有廃棄物の無害化処理認定

に係る事業者からの相談等に対

応しました。【環境省】 

 

●高濃度 PCB 廃棄物について

は、JESCO 全国 5 か所の PCB

処理事業所にて処理が進められ

ています。また、微量 PCB 汚染

廃電気機器等については、廃棄

物処理法に基づき、無害化処理

認定を受けている事業者及び都

道府県知事の許可を受けている

事業者により処理が進められて

います。【環境省】 

●アスベストの適正処理につい

て、無害化処理認定の審査を適

切に実施しました。【環境省】 

 

●ＰＣＢ処理特措法の改正を行

い、政府一丸となって取り組む

ためにＰＣＢ廃棄物処理基本計

画を閣議決定により定めるよう

にしたこと、高濃度ＰＣＢ廃棄

物を計画的処理完了期限より前

の処分を義務付けたこと、ＰＣ

Ｂ特措法に基づく届出がなされ

ていない高濃度ＰＣＢ廃棄物等

について都道府県市による事業

者への報告徴収や立入検査権限

を強化したこと及び高濃度ＰＣ

Ｂ廃棄物の処分に係る都道府県

市による代執行を行うことが出

来るようにしたことを盛り込

み、一日でも早い処理完了に向

けた取組を強化しました。【環境

省】 

 

●石綿（アスベスト）の適正な

処理体制を確保するため、石綿

含有廃棄物の無害化処理認定に

係る相談、審査を引き続き行い

ます。既に認定を受けている事

業者に対しては、立入検査を実

施し、適正な処理が行われてい

るか確認します。 

 

●ポリ塩化ビフェニル（PCB）に

関しては、平成 28 年 2 月に PCB

廃棄物適正処理推進に関する検

討委員会において報告書「PCB

廃棄物の期限内処理の早期達成

に向けた追加的方策について～

確実な処理完了を見据えて～

（以下「PCB 報告書」という。）」

が取りまとめられました。この

PCB 報告書を踏まえ、環境省と

しては、安全かつ確実に一日で

も早く処理期限内に PCB 廃棄物

の処理の完了に向けた取組を推

進していくこととしています。 

 

●アスベストについて、引き続

き適正に無害化処理を行うこと

が必要です。（環境基本計画点検

本文） 

 

●高濃度ＰＣＢ廃棄物について

は、ＰＣＢ廃棄物処理基本計画

に基づき、計画的処理完了期限

の一日も早い達成に向けて確実

かつ適正な処理の推進のための

措置を講じる必要がある。また、

低濃度ＰＣＢ廃棄物について

は、正確な全体像を把握するた

めの方策及び低濃度ＰＣＢ使用

製品の廃棄又はポリ塩化ビフェ

ニルの除去のための方策につい

て検討し、処理体制の充実・多

様化を進める必要があります。

（環境基本計画点検本文） 
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② 非意図的に生成されるも

のも含め、化学物質を含有す

る廃棄物等の有害性の評価

や、適正処理に関する技術の

開発・普及を行う。 

  ●化学物質を含有する廃棄物等

の有害性の評価や、適正処理に

関する技術の開発・普及を目指

し、平成 26 年度の環境研究総合

推進費による研究・開発支援に

おいて、有害廃棄物対策と適正

処理に係る研究・開発を 1 件採

択しました。【環境省】 

 

●化学物質を含有する廃棄物等

の有害性の評価や、適正処理に

関する技術の開発・普及を目指

し、平成 27 年度の環境研究総合

推進費による研究・開発支援に

おいては、有害廃棄物対策と適

正処理に係る研究・開発を 1 件

採択しました。【環境省】 

 

●化学物質を含有する廃棄物等

の有害性の評価や、適正処理に

関する技術の開発・普及を目指

し、平成２8 年度の環境研究総合

推進費による研究・開発支援に

おいては、「アスベスト・水銀等

の有害廃棄物の適正管理・処理

に関する研究開発」として１件

採択しました。【環境省】 

●環境研究総合推進費による研

究・開発支援については、アス

ベスト・水銀等の有害廃棄物の

適正管理・処理に関する研究開

発を平成 29 年度における採択

の対象とします。 

 

③ リサイクル原料につい

て、国際的動向も踏まえ、有

害物質の混入状況に関する基

準の策定、効果的な管理方法

の構築等を行い、安全・安心

なリサイクルを推進する。 

    ●鉛の適正処理について、例え

ば、製造事業者による鉛蓄電池

のリサイクルシステムが構築さ

れています。【環境省・経済産業

省】 

 

●鉛蓄電池等の鉛を含む廃棄物

等について、引き続き適正処理

を推進していくとともに、国際

的動向を注視していく必要があ

ります。（環境基本計画点検本

文） 

 

●有害物質規制の強化などの国

際的動向も踏まえ、有害物質の

混入状況に関する基準の策定、

効果的な管理方法の構築等の対

策について、ライフサイクル全

体を通じたリスク削減も念頭に

検討する必要があります。（環境

基本計画点検本文） 

④ 市町村において処理する

ことが困難な一般廃棄物（適

正処理困難物）について、関

係者の適切な役割分担のもと

で処理体制が構築されるよ

う、検討を進める。 

  ●エアゾール缶やカセットボン

ベについて廃棄する際に穴開け

をしない方向が望ましい旨につ

いて全国主管課長会議にて周知

しました。【環境省】 

●エアゾール缶やカセットボン

ベについて、平成 27 年６月に事

務連絡を発出し、充填物の残っ

た状態で穴を開けると火災発生

のおそれがあることから、廃棄

する際に穴開けをしない方向が

望ましい旨について、周知徹底

を図りました。【環境省】 

●エアゾール缶やカセットボン

ベについて廃棄する際に穴開け

をしない方向が望ましい旨につ

いて全国主管課長会議にて、周

知しました。【環境省】 

●関係団体等とも連携し、自治

体の取組状況の把握を行うとと

もに、効果的な取組方策につい

て検討を進めます。 

⑤ 水銀に関する水俣条約の

国際交渉の進展を踏まえ、水

銀廃棄物の環境上適正な管

理、処分等のあり方について

検討を進める。 

  ●水銀廃棄物の環境上適正な管

理、処分に関しては、平成 26 年

3 月になされた中央環境審議会

への諮問のうち、「水銀に関する

水俣条約を踏まえた今後の水銀

廃棄物対策について」が循環型

社会部会に付議されたことを受

け、同年 6 月に同部会の下に水

銀廃棄物適正処理検討専門委員

会が設置されました。水銀廃棄

物に関して、水銀に関する水俣

条約の締結に必要となる措置に

ついて検討を行い、金属水銀及

び高濃度の水銀汚染物を廃棄物

として処分する際の環境上適正

●水銀廃棄物の環境上適正な管

理、処分に関しては、水銀に関

する水俣条約（以下「水俣条約」

という。）の実施に必要となる措

置について検討を行い、金属水

銀及び高濃度の水銀汚染物を廃

棄物として処分する際の環境上

適正な処理方法、平成 27 年 2 月

の中央環境審議会における、金

属水銀及び高濃度の水銀汚染物

を廃棄物として処分する際の環

境上適正な処理方法、並びに水

銀添加廃製品の環境上適正な管

理等の促進方策等に関しての答

申を踏まえ、廃金属水銀を特別

●水銀に関する水俣条約の発効

により水銀需要が減少すれば、

これまで有価物として扱われて

いた金属水銀が廃棄物となるこ

とが想定されることから、中央

環境審議会の答申を踏まえ、廃

金属水銀を特別管理廃棄物へ指

定すること等について、廃棄物

処理法の政令改正及び省令等改

正（平成２７年１２月）により

措置しました。このほか、平成

２７年８月の中央環境審議会の

答申を踏まえ、水銀による環境

の汚染の防止に関する法律（水

銀汚染防止法）（平成２７年６

●水銀廃棄物については、平成

27 年度の廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（昭和 45 年法律第 

137 号。以下「廃棄物処理法」

という。）施行令等の一部改正に

引き続き、技術的な検討を進め、

廃棄物処理法施行規則等の一部

を改正するとともに、廃水銀等

の長期的な管理の在り方につい

て検討を進めます。 

 

●廃金属水銀の長期管理を徹底

するための調査研究や検証を進

めつつ、国を含めた関係省の適

切な役割分担の下での処理体制
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な処理方法、水銀添加廃製品の

環境上適正な管理の促進方策等

について、平成 27 年 2 月に中央

環境審議会より答申されまし

た。【環境省】 

 

●家庭で退蔵されている水銀使

用製品については、関係事業者

等と協力し水銀体温計等の回収

促進事業を実施しました。【環境

省】 

管理廃棄物へ指定することなど

について、同年 11 月に廃棄物処

理法施行令改正、同年 12 月に施

行規則等改正により措置しまし

た。【環境省】 

 

●市町村を対象とした「家庭か

ら排出される水銀使用廃製品の

分別回収ガイドライン」を平成

27 年 12 月に策定及び公表しま

した。【環境省】 

 

●家庭で退蔵されている水銀使

用製品については、関係事業者

等と協力し水銀体温計等の回収

促進事業を実施するとともに、

事業者等で退蔵されている水銀

使用製品については、関係事業

者等と協力して、水銀血圧計等

の回収促進事業を実施しまし

た。【環境省】 

月）等において、「水銀含有再生

資源」（水銀等又はこれらを含有

する物であって、バーゼル条約

附属書ⅣB に掲げる処分作業（再

生利用等）がされ、又はその処

分作業が意図されているもの

（廃棄物処理法上の廃棄物及び

放射性物質等を除く）のうち有

用なもの）について、管理方法

等を規定しました（平成 27 年

11・12 月）。【環境省】 

 

●平成 27 年度に引き続き、家庭

で退蔵されている水銀使用製品

については、関係事業者等と協

力し水銀体温計等の回収促進事

業を実施するとともに、事業者

等で退蔵されている水銀使用製

品についても、引き続き関係事

業者等と協力して、水銀血圧計

等の回収促進事業を実施しまし

た。【環境省】 

及び長期間の監視体制を含め、

全体の仕組みを最適なものとす

るよう検討を深めるとともに、

退蔵された水銀血圧計等の回収

促進を図る必要があります。こ

のほか、水銀汚染防止法に基づ

き水銀含有再生資源の管理が適

切に行われるよう、必要な普及

啓発を行うとともに、法の適切

な運用を図る必要があります。

（環境基本計画点検本文） 

 

⑥ 埋設農薬について、残留

性有機汚染物質に関するスト

ックホルム条約（注 30）を踏

まえ、都道府県が行う処理計

画の策定や、周辺環境への悪

影響防止措置に対する支援を

実施する。 

  ●埋設農薬に関しては、農薬が

埋設された県において、平成 26

年度の埋設農薬処理計画の策定

や同計画の進行管理を行うた

め、県、市町村、関係者等で構

成された協議会等（4 回開催）に

対して交付金による支援を行い

ました。同様に、平成 26 年度の

埋設農薬処理計画の策定や埋設

農薬の処理が完了した地区等に

おける、安全性を確認するため、

処理事業の事前及び事後等にお

いて行う、周辺環境の水質調査

等（71 地区）に対して、交付金

による支援を行いました。【農林

水産省】 

●埋設農薬に関しては、計画的

かつ着実に処理するため、農薬

が埋設されている県における、

処理計画の策定等や環境調査に

対する支援を引き続き実施しま

した。【農林水産省】 

 

●埋設農薬処理計画の事業等の

ための支援や、処理完了後の安

全性を確認するため、周辺環境

の水質調査等に対する支援を実

施しました。【農林水産省】 

●埋設農薬に関しては、計画的

かつ着実に処理するため、農薬

が埋設されている県における、

処理計画の策定等や環境調査に

対する支援を引き続き実施しま

す。 

 

●周辺環境が汚染されないよう

管理している埋設農薬につい

て、引き続き適正な管理・処理

を推進していく必要がありま

す。（環境基本計画点検本文） 

 

⑦ 有害物質情報について、

国際的動向を含めて情報収集

を行うとともに、関係者間で

の情報共有・意思疎通が図ら

れるよう、リスク・コミュニ

ケーション（注 31）を的確に

実施する。 

  ●化学物質排出移動量届出制度

（PRTR 制度）対象物質のうち、

毒性等の情報を分かりやすく簡

潔にまとめた「化学物質ファク

トシート」を未作成の物質につ

いて、情報の収集・公開を進め

ました。【環境省】 

 

●市民、労働者、事業者、行政、

●化学物質排出移動量届出制度

（PRTR 制度）対象物質のうち、

毒性等の情報を分かりやすく簡

潔にまとめた「化学物質ファク

トシート」を未作成の物質につ

いて、情報の収集・公開を進め

ました。【環境省】 

 

●市民、労働者、事業者、行政、

 ●リスクコミュニケーションの

的確な実施に向けて、化学物質

排出移動量届出制度（PRTR 制

度）対象物質の毒性等の情報を

分かりやすく簡潔にまとめた

「化学物質ファクトシート」を

引き続き作成します。 

 

●市民、労働者、事業者、行政、
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学識経験者等の様々な主体が、

化学物質と環境に関して意見交

換を行い、政策提言を目指す場

である「化学物質と環境に関す

る政策対話」を開催し、化学物

質に関する国民の安全・安心の

確保に向けたリスクコミュニケ

ーションの取組を推進しまし

た。【環境省】 

 

●化学物質アドバイザー制度を

運営し、自治体や事業者が実施

する化学物質に係るリスクコミ

ュニケーションの活動を支援し

ました。【環境省】 

学識経験者等の様々な主体が、

化学物質と環境に関して意見交

換を行い、政策提言を目指す場

である「化学物質と環境に関す

る政策対話」を開催し、化学物

質に関する国民の安全・安心の

確保に向けたリスクコミュニケ

ーションの取組を推進しまし

た。【環境省】 

 

●化学物質アドバイザー制度を

運営し、自治体や事業者が実施

する化学物質に係るリスクコミ

ュニケーションの活動を支援し

ました。【環境省】 

学識経験者等の様々な主体が、

化学物質と環境に関して意見交

換を行い、政策提言を目指す場

である「化学物質と環境に関す

る政策対話」を引き続き開催し、

化学物質に関する国民の安全・

安心の確保に向けた、リスクコ

ミュニケーションの取組を推進

します。 

 

●化学物質アドバイザー制度を

運営し、自治体や事業者が実施

する化学物質に係るリスクコミ

ュニケーションの活動を支援し

ます。 

（５）災害時の廃棄物処理システムの強化 

① 東日本大震災における災

害廃棄物処理の対応につい

て、反省点を含め、しっかり

分析するとともに、それを踏

まえ、災害の被害規模の段階

（ステージ）や状況に応じた

対策をとれるよう、現行の震

災廃棄物対策指針を全面的に

見直し、新たな指針を策定す

る。 

 ●平成２６年に災害廃棄物対策

指針を策定しました。【環境省】 

 

●環境省では、平成 25 年 10 月

「巨大地震発生時における災害

廃棄物対策検討委員会」を開催

し、巨大災害発生に備えて、巨

大災害発生時の災害廃棄物の発

生量の推計、既存の廃棄物処理

施設における処理可能量の推計

を踏まえ、廃棄物処理システム

の強靱化に関する総合的な対策

の検討を進め、平成 26 年 3 月

31 日に、中間とりまとめ「巨大

災害発生時における災害廃棄物

対策のグランドデザインについ

て」を公表しました。【環境省】 

●平成 26 年度には、制度的な担

保が必要な対策を中心に検討を

進め、通常規模から大規模な災

害まで切れ目なく対応するため

の制度整備として、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律及び災

害対策基本法の一部を改正する

法律案（平成 27 年 3 月 24 日閣

議決定）を国会に提出しました。

【環境省】 

 

●あわせて、東日本大震災にお

ける災害廃棄物対策のアーカイ

ブ化や、災害廃棄物処理に関す

る技術・システムの検証等を行

い、自治体等が災害廃棄物への

備えを行うための情報を整理し

ました。【環境省】 

 

●平成２７年２月に「巨大地震

発生時の災害廃棄物処理に係る

対策スキーム」を策定しました。

【環境省】 

 

●これらの取組については、平

成 27 年 3 月に、宮城県仙台市で

開催された「第 3 回国連防災世

界会議」をはじめ、自治体向け

の説明会や講習会、環境省ウェ

ブサイト「災害廃棄物対策関連」

（ http://www.env.go.jp/recy

●平成２７年１１月に「大規模

災害発生時における災害廃棄物

対策行動指針」を策定【環境省】 

 

●平成 26 年度における制度的

な対応の検討結果及び同検討会

での提言も踏まえ、災害廃棄物

について適正かつ円滑・迅速な

処理を実現するべく、平時の備

えから、今後発生が予測されて

いる南海トラフ巨大地震や首都

直下地震等の大規模災害発生時

の対応に至るまで、災害廃棄物

対策の強化を図るため、廃棄物

処理法及び災害対策基本法（昭

和 36 年法律第 223 号）が改正

されました（平成 27 年 7 月 17

日公布。同年 8 月 6 日施行）。【環

境省】 

 

●廃棄物処理法の改正により、

災害廃棄物の処理に係る基本理

念を明確にするとともに、災害

廃棄物の処理に関する事務手続

の一部が簡素化されました。ま

た、災害対策基本法の改正によ

り、大規模災害発生時に、国が

災害廃棄物の基本的な処理指針

を定めることとし、一定の要件

を満たした市町村の要請を受け

た場合に国が代行処理を行える

●平成28年3月にとりまとめら

れた｢大規模災害発生時を見据

えた災害廃棄物対策の今後のあ

り方について｣を受けて、災害廃

棄物対策に関する諸事項に関す

る取組状況の確認・フォローア

ップ、諸課題に関する対応の方

向性に関する検討会の開催に向

けた準備を進めています。【環境

省】 

 

●熊本地震における初動対応を

検証し、廃棄物処理に関する実

績や取組事例、得られた教訓等

について整理し、関係者への情

報共有を行う準備を進めていま

す。【環境省】 

 

 

●平成 27 年 8 月に施行された、

廃棄物の処理及び清掃に関する

法律及び災害対策基本法の一部

を改正する法律（平成 27 年法律

第 58 号）の運用、実施を通じて、

東日本大震災のような大規模な

災害が発生した場合に生じる膨

大な量の災害廃棄物への対応を

含め、災害時における廃棄物の

処理を適正かつ円滑・迅速に実

施するため、平時から全国単位、

地域ブロック単位等各レベルで

重層的に廃棄物処理システムの

強靱じん化を進めます。 

 

●災害廃棄物対策指針の見直し

を行います。 
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cle/waste/disaster/）等で積極

的に情報発信しました。【環境

省】 

 

こととされました。【環境省】 

 

●平成28年1月に変更された廃

棄物処理法の基本方針に災害廃

棄物に関する項が盛り込まれ、

災害廃棄物に関する施策の基本

的考え方や各主体の役割、廃棄

物処理施設の整備・運用、技術

開発・情報発信について明記さ

れました。【環境省】 

 

●平成 28 年 3 月に｢大規模災害

発生時を見据えた災害廃棄物対

策の今後のあり方について｣を

とりまとめました。【環境省】 

② 大規模災害発生時に、災

害廃棄物を速やかに処理する

ことができるよう、広域的な

協力も含め、（ア）地方公共団

体間の連携、（イ）民間事業者

等との連携、（ウ）仮置場の確

保を促す。 

  実際に大規模災害が発生

した際には、地方公共団体等

の各主体と十分な連携を図り

つつ、各主体への支援を適切

かつ迅速に実施する。 

また、復旧・復興事業の実施

に当たっては、災害廃棄物由

来の再生資材や建設副産物を

積極的に活用するよう努め

る。 

  ●地域ブロックごとに、国（地

方環境事務所等）、地方公共団

体、民間事業者等が、地域の特

徴を踏まえた災害廃棄物対策に

ついて協議する場として、全国 8

か所で地域ブロック協議会を開

催しました（全国 8 か所）。【環

境省】 

●自治体等における災害廃棄物

対策への支援を充実させるた

め、平成 27 年 9 月に災害廃棄物

処理支援ネットワーク（以下

「D.Waste-Net」という。）を発

足させ、平成 27 年 9 月関東・東

北豪雨災害において茨城県や栃

木県、宮城県等の被災自治体の

支援を実施しました。【環境省】 

 

●広域連携を促進するため、地

方環境事務所が中心となり全国

8 か所で開催している地域ブロ

ック協議会等において、都道府

県や主要な市町村、地域の民間

事業者や有識者等の参加の下、

都道府県の枠を越えた地域ブロ

ック内における実効性ある災害

廃棄物処理の枠組みの構築を進

めました。協議会等では、大規

模災害も想定した平時からの備

えとして、災害廃棄物の発生量

の想定や地域ブロックにおける

災害廃棄物処理に係る計画や対

策等の検討を行っており、平成

27 年 11 月に策定した「大規模

災害発生時における災害廃棄物

対策行動指針」を活用し、地域

ブロックごとに行動計画を策定

することとしています。【環境

省】 

 

●全国８か所の地域ブロック協

議会等において、自治体向けの

災害廃棄物対策のセミナーや訓

練等を実施しました。【環境省】 

 

●平成28年4月に発生した熊本

地震及び台風 10 号により被災

し た 北 海 道 及 び 岩 手 県 に

D.Waste-Net の専門家を派遣

し、各地の自治体や関係団体、

民間事業者等の協力のもと、被

災自治体の仮置場の確保や運

営、徹底した分別、災害廃棄物

量の推計、実行計画の策定など

の支援を行いました。【環境省】 

 

●平成 27 年度の調査において、

浄化槽の耐久性向上や基準確立

に関する調査検討を行った上、

災害に強い浄化槽の設置を推進

しました。【環境省】 

 

●循環型社会形成推進交付金等を

効果的に活用し、大規模災害時に

おける災害対応拠点となり得る廃

棄物処理施設の整備を支援しま

す。 

 

●引き続き、浄化槽の耐久性向

上や基準確立の調査検討、災害

に強い浄化槽の設置の推進等の

取組を進める必要があります。

（環境基本計画点検調査票） 

 

●風水害等については、温暖化

対策における適応策との統合を

含めて検討する必要がありま

す。（環境基本計画点検本文） 

 

●平時から災害時における生活

ごみ、し尿、災害廃棄物の収集、

処理を適正かつ迅速に実施する

ため全国単位・地域ブロック別

単位等各レベルで重層的に廃棄

物処理システムの強靭化（仮置

場の確保、災害廃棄物処理計画

の策定、廃棄物処理施設の耐震

化、広域連携体制の構築など）

を進めるべきです。（環境基本計

画点検本文） 
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●中部ブロックにおいて、広域

連携計画（第一版）を平成 28 年

3 月に策定しました【環境省】 
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２ 低炭素社会、自然共生社会づくりと統合的取組 
（第三次循環基本計画第５章第

２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」

に追記） 

平成28年度上半期に講じた施策 

（環境基本計画第４回点検に追

記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び平成28年度環境基本計画第

4 回点検（調査票含む）に追記） 

① 低炭素社会の取組への貢献

を図る観点からも３Ｒの取組を

進め、なお残る廃棄物等につい

ては、廃棄物発電の導入等によ

る熱回収を徹底し、 廃棄物部門

由来の温室効果ガス排出量のよ

り一層の削減とエネルギー供給

の拡充を図る。このため、４の

（２）に規定する廃棄物発電設

備など熱回収施設整備の推進を

行う。 

・廃棄物部門

由来の温室効

果ガス排出量

の推移 

・廃棄物とし

て排出された

ものを原燃料

への再資源化

や廃棄物発電

等に活用した

ことによる他

部門での温室

効果ガス削減

量 

●廃棄物等の発生抑制・再使

用・再生利用の推進によって廃

棄物焼却量や直接埋立量の抑

制を図ります。【環境省】 

●低炭素社会づくりと循環型

社会づくりを統合的に図る観

点から、化石系資源の使用量を

抑制するため、廃棄物エネルギ

ー導入・低炭素化促進事業によ

り、2 件の高効率の廃棄物熱回

収施設の整備を支援しました。

【環境省】 

 

●市町村等が行う、一般廃棄物

処理施設の整備等を支援する

循環型社会形成推進交付金に

おいては、高効率エネルギー回

収（発電、地域冷暖房等への熱

供給等）及び災害廃棄物処理体

制の強化の両方に資する、包括

的な取組を行う施設に対する

重点化を図るため、新たな交付

対象事業を創設しました。ま

た、施設の長寿命化と地球温暖

化対策の推進を目的とした、廃

棄物処理施設の基幹的設備改

良事業を引き続き同交付金の

交付対象事業としました。【環

境省】 

●低炭素社会づくりと循環型

社会づくりを統合的に図る観

点から、化石系資源の使用量を

抑制するため、廃棄物エネルギ

ー導入・低炭素化促進事業を実

施しています。【環境省】 

 

●大幅な CO2 排出削減が期待

できる 3R 技術・システムの普

及拡大に向けて有効性を検証

する「低炭素型 3R 技術・シス

テム実証調査事業」や、高度な

リサイクルを行いながらリサ

イクルプロセスの省 CO2 化を

図る設備の導入支援を行う「省

CO2 型リサイクル高度化設備

導入促進事業」を実施しまし

た。 

 

●循環型社会形成推進交付金

等において、災害時における廃

棄物処理システムの強靱化、地

球温暖化対策の強化という観

点から、市町村等が行う一般廃

棄物処理施設の整備等に対す

る支援の充実を図りました。

【環境省】 

 

●循環型社会形成推進交付金

において、高効率エネルギー回

収（発電、地域冷暖房等への熱

供給等）及び災害廃棄物処理体

制への強化の両方に資する包

括的な取組を行う施設に対す

る重点化や、エネルギー回収型

廃棄物処理施設整備に関する

マニュアルの改訂を行い、自治

体へ周知しました。【環境省】 

 

 

●主に民間の廃棄物処理事業者

が行う地球温暖化対策推進のた

め、高効率の廃棄物熱回収施設

や廃棄物燃料製造施設の整備、

エコタウンの低炭素化等を支援

しました。【環境省】 

 

●廃棄物焼却施設から恒常的に

排出される余熱等を地域の需要

施設に供給することにより、地

域の低炭素化を図るモデル事業

を実施しました。【環境省】 

 

●民間の廃棄物処理事業者によ

る地球温暖化対策を支援しまし

た。【環境省】 

 

●化石系資源の使用量の抑制を

図るため、高効率な廃棄物エネ

ルギー利用施設等の整備を補助

する低炭素型廃棄物処理支援事

業により、廃棄物処理に伴う廃

熱を有効利用する施設や廃棄物

由来燃料製造施設の整備及び廃

棄物由来エネルギー等の利用先

を含めた計画策定に対する支援

を行うなど、燃やさざるを得な

い廃棄物から得られるエネルギ

ーの有効活用や、廃棄物処理施

設の省エネ化及び廃棄物収集運

搬車の低燃費化を推進します。

また、同事業において地域資源

循環の高度化及び低炭素化に資

する自治体の FS 調査、民間団体 

（自治体と連携し、廃棄物の 3R

を検討する者）の事業計画策定

を支援します。 

 

●廃棄物以外の有価物を含めた

循環資源全体での温室効果ガス

削減効果も検討すべきです。（環

境基本計画点検本文） 

 

●引き続き、低炭素なリサイク

ルの高度化、高効率の廃棄物熱

回収施設や廃棄物燃料製造施設

の整備、地域の低炭素化等を進

めるべきです。（環境基本計画点

検本文） 

 

●排出抑制や処理の効率化等に

より、廃棄物部門における温室

効果ガス排出量のより一層の低

減を図る必要があります。（環境

基本計画点検調査票） 

 

●引き続き、プラスチックなど

の化石系資源や鉱物資源のリサ

イクルを推進する必要がありま

す。（環境基本計画点検調査票） 
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② バイオマス系循環資源等の

原燃料への再資源化や、廃棄物

発電等の熱回収への活用を進

め、化石燃料由来の温室効果ガ

スの排出を削減する。 

・廃棄物部門

由来の温室効

果ガス排出量

の推移 

・廃棄物とし

て排出された

ものを原燃料

への再資源化

や廃棄物発電

等に活用した

ことによる他

部門での温室

効果ガス削減

量 

●化石燃料の使用量の抑制を

図るため、廃棄物発電施設や、

有機性廃棄物からのメタン回

収を高い効率で行う施設に対

し補助するなど、廃棄物の焼却

に伴って生じる排熱を有効に

活用する廃棄物発電・熱利用や

バイオマスエネルギーの活用

を推進していきます。【環境省】 

 

●木くずなど有機性廃棄物の

最終処分場への直接埋立につ

いては、温暖化効果の高いメタ

ンを発生することから、原則と

して行わないこととし、地域の

特性に応じて、適切に再生利用

等を行っていく必要がありま

す。【環境省】 

 

●【再掲】市町村等が行う、一

般廃棄物処理施設の整備等を

支援する循環型社会形成推進

交付金においては、高効率エネ

ルギー回収（発電、地域冷暖房

等への熱供給等）及び災害廃棄

物処理体制の強化の両方に資

する、包括的な取組を行う施設

に対する重点化を図るため、新

たな交付対象事業を創設しま

した。また、施設の長寿命化と

地球温暖化対策の推進を目的

とした、廃棄物処理施設の基幹

的設備改良事業を引き続き同

交付金の交付対象事業としま

した。【環境省】 

●【再掲】循環型社会形成推進

交付金等において、災害時にお

ける廃棄物処理システムの強

靱化、地球温暖化対策の強化と

いう観点から、市町村等が行う

一般廃棄物処理施設の整備等

に対する支援の充実を図りま

した。【環境省】 

 

●【再掲】循環型社会形成推進

交付金において、高効率エネル

ギー回収（発電、地域冷暖房等

への熱供給等）及び災害廃棄物

処理体制への強化の両方に資

する包括的な取組を行う施設

に対する重点化や、エネルギー

回収型廃棄物処理施設整備に

関するマニュアルの改訂を行

い、自治体へ周知しました。【環

境省】 

●バイオマス資源を活用したバ

イオガス発電の導入促進ととも

に、その残さ物によって地下水

汚染が生じないようモデル事業

を実施しました。【環境省・農林

水産省】 

 

●【再掲】廃棄物焼却施設から

恒常的に排出される余熱等を地

域の需要施設に供給することに

より、地域の低炭素化を図るモ

デル事業を実施しています。【環

境省】 

●バイオマスプラスチックなど

の再生可能資源の使用拡大につ

いて、温室効果ガス削減、海洋

ごみ対策、リサイクルシステム

への影響など、多様な観点から

評価しつつ、積極的な活用と必

要な対応を図るべきです。（環境

基本計画点検本文） 

 

●バイオマス系資源や廃棄物発

電に留まらず、３Ｒ全体の推進

によって、他部門や化石燃料由

来の温室効果ガス排出削減を進

める必要があります。（環境基本

計画点検調査票） 

 

●【再掲】引き続き、低炭素な

リサイクルの高度化、高効率の

廃棄物熱回収施設や廃棄物燃料

製造施設の整備、地域の低炭素

化等を進めるべきです。（環境基

本計画点検本文） 

 

●【再掲】排出抑制や処理の効

率化等により、廃棄物部門にお

ける温室効果ガス排出量のより

一層の低減を図る必要がありま

す。（環境基本計画点検調査票） 

③ 自然界での再生可能な資源

の持続可能な利用を推進するた

め、バイオマス活用推進基本計

画（平成 22 年 12 月 17 日閣議

決定）に基づくバイオマス資源

の利活用を促進する。 

また、森林・林業基本計画（平

成 23 年 7 月 26 日閣議決定）に

基づいて、森林施業の集約化や

路網整備の加速化、人材育成な

ど森林・林業の再生を図り、森

林の適切な整備・保全や木材利

用の推進に取り組む。 

・天然資源等

投入量の資源

種別の推移 

・バイオマス

系の廃棄物等

のリサイクル

率の推移 

・バイオマス

系資源投入量 

●循環型社会の形成等の観点

を踏まえ、加工時のエネルギー

消費量が少なく、再生産可能な

資源としての特性を有する木

材の利用を推進していきます。

【農林水産省】 

 

●【農林漁業バイオ燃料法】農

林漁業に由来するバイオマス

のバイオ燃料向け利用の促進

を図り、国産バイオ燃料の生産

拡大を推進するため、農林漁業

有機物資源のバイオ燃料の原

材料としての利用の促進に関

する法律（平成 20 年法律第 45

号）が平成 20 年 10 月に施行

されました。【農林水産省】 

 

●【バイオマス活用推進基本

●農山漁村のバイオマスを活

用した産業創出を軸とした地

域づくりについて、その構想策

定と具体化に向けた施設整備

等の取組を支援しました。【農

林水産省】 

 

●「森林・林業基本計画」に基

づいて、林業の成長産業化の実

現等に向け、CLT（直交集成板）

等の新たな製品・技術の開発及

び普及に向けた環境整備、公共

建築物等の木造化等による新

たな木材需要の創出、需用者ニ

ーズに対応した国産材の安定

供給体制の構築、適切な森林の

整備及び保全を通じた森林の

多面的機能の維持・向上等に取

り組んでいます。【農林水産省】 

●農山漁村のバイオマスを活

用した産業創出を軸とした地

域づくりに向けた取組につい

て推進すると同時に、「森林・

林業基本計画」等に基づき、森

林の適切な整備・保全や木材利

用の推進に取り組みました。

【農林水産省】 

●農山漁村のバイオマスを活用

した産業創出を軸とした地域

（バイオマス産業都市）づくり

について、構想策定と具体化に

向けた取組を支援しました。【農

林水産省】 

 

●【再掲】バイオマス資源を活

用したバイオガス発電の導入促

進とともに、その残さ物によっ

て地下水汚染が生じないようモ

デル事業を実施しました。【環境

省・農林水産省】 

 

●木質バイオマスの利用拡大に

資する技術開発、供給・利用推

進のための施設整備を実施し、

効率的・安定的な木質バイオマ

ス利用の取組を推進しました。

●農山漁村のバイオマスを活用

した産業創出を軸とした地域づ

くりに向けた取組については、

今後とも推進していくと同時

に、「森林・林業基本計画」等に

基づき、森林の適切な整備・保

全や木材利用の推進に取り組み

ます。 

 

●引き続き、モデル事業の横展

開やバイオマス産業都市の取組

の推進など、草木質資源等の未

利用資源の利用拡大を図る必要

があります。（環境基本計画点検

調査票） 
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法】市町村バイオマス活用推進

計画等の策定を推進するため、

「市町村バイオマス活用推進

計画作成の手引き」を 24 年 9

月に作成しました。さらに、同

月には、技術とバイオマスの選

択と集中による事業化を重点

的に推進するため、「バイオマ

ス事業化戦略」を策定しまし

た。【農林水産省】 

 【農林水産省】 

 

●木質バイオマスエネルギーを

活用したモデル事業を実施し、

効率的・安定的な木質バイオマ

ス利用の取組を推進【環境省・

農林水産省】 

 

●木質バイオマス資源の持続的

活用による再生可能エネルギー

導入計画策定に対する支援をし

ました。【環境省】 

④ 資源採取時において生物多

様性や自然環境への影響を低減

する観点からも、資源の効率的

使用や長期的利用を進めること

により新たな天然資源の消費の

抑制を図る。また、資源の生産・

採取時や再生可能エネルギーの

利用における施設の運転・立地

等において、生物多様性や自然

環境の保全に配慮する。 

  ● 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略

2012-2020」及び「農林水産

省生物多様性戦略」に基づき、

田園地域・里地里山の整備・保

全（環境保全型農業直接支払に

よる生物多様性保全に効果の

高い営農活動に対する支援

等）、森林の整備・保全（適切

な間伐等）、里海・海洋の保全

（生態系全体の生産力の底上

げを目指した漁場の整備等）

等、農林水産分野における生物

多様性の保全や持続可能な利

用を推進しました。【農林水産

省】 

 

●企業等による生物多様性保

全活動への支援等について取

りまとめた、農林漁業者及び企

業等向け手引き等を活用し、農

林水産分野における生物多様

性保全活動を推進しました。

【農林水産省】 

 

●海洋環境等への負荷を低減

させるため、水産廃棄物等の再

資源化施設、処理施設の整備に

ついて、平成 26 年度は 2 地区

で事業を実施しました。【農林

水産省】 

● 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略

2012-2020」及び「農林水産

省生物多様性戦略」に基づき、

田園地域・里地里山の整備・保

全（環境保全型農業直接支払に

よる生物多様性保全に効果の

高い営農活動に対する支 援

等）、森林の整備・保全（適切

な間伐等）、里海・海洋の保全

（生態系全体の生産力の底上

げを目指した漁場の整備等）等

により、農林水産分野における

生物多様性の保全や持続可能

な利用を引き続き推進しまし

た。【農林水産省】 

 

●企業等による生物多様性保

全活動への支援等について取

りまとめた、農林漁業者及び企

業等向け手引及びパンフレッ

トを活用し、農林水産分野にお

ける生物多様性保全活動を推

進しました。【農林水産省】 

 

●海洋環境等については、その

負荷を低減させるため、今後も

循環型社会を支えるための水

産廃棄物等処理施設の整備を

推進しました。【農林水産省】 

 

 ● 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略

2012-2020」及び「農林水産省

生物多様性戦略」に基づき、田

園地域・里地里山の整備・保全

（環境保全型農業直接支払によ

る生物多様性保全に効果の高い

営農活動に対する支援等）、森林

の整備・保全（適切な間伐等）、

里海・海洋の保全（生態系全体

の生産力の底上げを目指した漁

場の整備等）等により、農林水

産分野における生物多様性の保

全や持続可能な利用を引き続き

推進します。 

 

●企業等による生物多様性保全

活動への支援等について取りま

とめた、農林漁業者及び企業等

向け手引及びパンフレット等を

活用し、農林水産分野における

生物多様性保全活動を推進しま

す。 

 

●海洋環境等については、その

負荷を低減させるため、今後も

循環型社会を支えるための水産

廃棄物等処理施設の整備を推進

する必要があります。 

 

⑤ 農林水産業は自然に働きか

け、上手に利用し、循環を促進

することによってその恵みを享

受する生産活動であることを踏

まえ、化学肥料や化学合成農薬

 ●化学肥料・化学合成農薬の使

用低減や地球温暖化防止・生物

多様性の保全に効果の高い農

業生産活動に対して支援する

環境保全型農業直接支払にお

●化学肥料・化学合成農薬の使

用低減や地球温暖化防止・生物

多様性の保全に効果の高い農

業生産活動に対して支援する

環境保全型農業直接支払にお

●平成 26 年 6 月に制定した

「農業の有する多面的機能の

発揮の促進に関する法律」（平

成 26 年法律第 78 号）に基づ

き、化学肥料・化学合成農薬の

●環境保全型農業直接支払によ

る支援を引き続き実施するとと

もに、「有機農業の推進に関する

基本的な方針」を策定し、有機

農業を推進しました。【農林水産

●「農業の有する多面的機能の

発揮の促進に関する法律」に基

づき、環境保全型農業直接支払

を実施し、農業者の連携による

地域でまとまりを持った取組を
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の使用低減等による環境保全型

農業や漁場環境の改善に資する

養殖業等の環境保全を重視した

持続的な農林水産業を推進す

る。 

 また、農山村における稲わら、

里地里山等の利用・管理によっ

て生じる草木質資源等の未利用

資源の利用を促進する。 

いて平成25年度は約5.1万ha

の取組を支援しました。【農林

水産省】 

いて平成26年度は約5.8万ha

の取組を支援するとともに、

「有機農業の推進に関する基

本的な方針」を平成 26 年 4 月

に新たに策定し、これに基づき

有機農業の取組を推進してい

ます。【農林水産省】 

使用低減や地球温暖化防止・生

物多様性の保全に効果の高い

農業生産活動に対して支援す

る環境保全型農業直接支払に

おいて平成 27 年度は約 7.4 万

ha の取組を支援しました。【農

林水産省】 

省】 

 

推進する等、有機農業を含めた

環境保全型農業を引き続き推進

します。 

⑥ 今後、大量に導入されるこ

とが予想される太陽光パネルや

風力発電などの再生可能エネル

ギーに関連する製品・設備につ

いて、使用済みになった後のリ

ユース・リサイクルや適正処分

を円滑に進めるための検討を行

う。 

  ●使用済再生可能エネルギー

設備（太陽光発電設備、太陽熱

利用システム及び風力発電設

備）のリユース・リサイクル・

適正処分に関しては、その実態

を把握するための調査を行っ

たほか、撤去、運搬、リサイク

ル及び処分までの一連の工程

に関するモデル事業等を通じ

て、設備が使用済みになった後

のリユース・リサイクルや適正

な処理方法・体制についての検

討を行い、将来の社会システム

の構築に向けた検討を行いま

した。【環境省】 

 

●使用済再生可能エネルギー

設備（太陽光発電設備、太陽熱

利用システム及び風力発電設

備）のリユース・リサイクル・

適正処分に関しては、平成 26

年度に有識者検討会において

リサイクルを含む適正処理の

推進に向けたロードマップを

策定しています。平成 27 年度

は本ロードマップに基づき、太

陽光発電設備が使用済みにな

った後のリユース・リサイクル

や適正処理に関する留意事項

の整理やリユース・リサイクル

の推進に向けて実証事業を実

施しました。【環境省】 

●安全な廃棄や処分のための法

令の内容や留意事項等をまとめ

た「太陽光発電設備のリサイク

ル等の推進に向けたガイドライ

ン」を策定し、関係者に対して

の周知を行いました。【環境省】 

●再生可能エネルギーに関連す

る製品・設備については、将来

的な排出量の増加や、それに伴

う処理への影響について留意が

必要であるため、使用済再生可

能エネルギー設備を廃棄する時

に環境へ悪影響が及ばないよ

う、廃棄物処理の不安解消に取

り組み、再生可能エネルギー設

備の導入を促進します。 

 

⑦ リユースや長期使用は一般

的には望ましいが、家電製品等

については近年エネルギー消費

効率が大きく高まっており、場

合によってはリユースや長期使

用がエネルギー消費の拡大につ

ながることを踏まえ、リユース

や長期使用による各種環境負荷

の低減がバランスを取って効果

的に実現されるよう、その参考

となる指針の策定を検討する。 

      

⑧ 航路等の整備により発生す

る土砂等を有効活用し、干潟・

藻場などの再生や深掘跡（注

33）の埋め戻しを行うことによ

り、水質改善や生物多様性の確

保など、良好な海域環境の保

全・再生・創出を推進する。 

  ●航路等の整備により発生し

た浚渫土砂を活用し、東京湾、

大阪湾において深掘跡の埋め

戻しを実施し、水質改善や生物

多様性の確保等、良好な海域環

境の保全・再生・創出を推進し

ています。【国土交通省】 

●航路等の整備により発生し

た浚渫土砂を活用し、東京湾、

大阪湾において深掘跡の埋戻

しを実施し、水質改善や生物多

様性の確保等、良好な海域環境

の保全・再生・創出を推進して

います。【国土交通省】 

 ●引き続き航路等の整備により

発生する浚渫土砂を有効活用

し、干潟・藻場等の再生や深掘

跡の埋戻しを行うことにより、

水質改善や生物多様性の確保

等、良好な海域環境の保全・再

生・創出を推進します。 
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３ 地域循環圏の高度化 
（第三次循環基本計画第５章第

２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」

に追記） 

平成28年度上半期に講じた施策 

（環境基本計画第４回点検に追

記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第４次環境基本計画第 4 回

点検（調査票含む）に追記） 

① 各地域における低炭素社会

や自然共生社会形成の取組、各

地域における廃棄物処理計画、

エコタウン事業、地球温暖化対

策の推進に関する法律（平成 10

年法律第 117 号）に基づく地方

公共団体実行計画（注 33）、バ

イオマス事業化戦略（平成 24 年

９月６日バイオマス活用推進会

議決定）に基づく取組、緑の分

権改革、東日本大震災からの復

興に向けた取組などと連携する

ことにより、既存の地域づくり

の取組の一環として地域循環圏

づくりの視点を盛り込む。 

また、地方公共団体や地域の事

業者、NPO、市民等と連携・協

働して、各地において地域循環

圏づくりの具体化と高度化を図

る。 

・地方公共団

体による循環

基本計画の策

定数 

・地域循環圏

形成のための

取組数 

●地域における資源循環型経

済社会の構築を目的に、環境省

及び経済産業省が連携して実

施している「エコタウン事業」

に対して、既存施設や基盤を最

大限活用することで、エコタウ

ンの環境保全効果や地域活性

化効果を増大させる方策を検

討するとともに、事業運営に資

する情報提供や、情報交換の場

の設定などの支援を行いまし

た。また、平成 24 年度に策定

したガイドラインを活用した

モデル事業を実施し 2 月に成

果報告会を行いました。【環境

省・経済産業省】 

 

●地方の実情や循環資源の性

質に応じた複層的な望ましい

循環の構築に向けて、地域循環

圏形成モデル事業の点検・評価

や、既存の地域循環圏を対象と

するフォローアップを通じて、

地域循環圏を実際に進めるた

めの課題やその改善方策を検

討するとともに、地域循環圏に

よる様々な有益な効果を可能

な限り具体的かつ定量的に示

すこと等を通じて、「地域循環

圏」の考え方の浸透や行政への

反映を図りました。【環境省】 

 

●エコタウンに関しては、エコ

タウン等と循環資源（廃棄物）

の排出者である動脈産業との

最適な連携等により、エコタウ

ン等の能力を最大限活用する

手法を実証することを目的と

した「既存静脈施設集積地域の

高効率活用モデル事業」を実施

しました。【環境省】 

 

 

●循環資源の循環的利用と低

炭素化の両方でゼロ・エミッシ

ョンを実現する先進的なモデ

ル地域を形成するため、エコタ

ウン等を有する自治体及びエ

コタウン等において循環産業

に取り組んでいる事業者を対

象に、先進的なモデル地域を形

成するための事業性評価調査

又は計画策定に対する補助金

事業を行っています。【環境省】 

 

●エコタウン事業関係者（エコ

タウン承認自治体、エコタウン

内事業者等）が集う、全国エコ

タウン会議を開催しました。同

会議は、これまで各地域が培っ

●地方の実情や循環資源の性

質に応じた複層的な望ましい

循環の構築に向けて、地域循環

圏の高度化を図るモデル事業

を実施し、その成果も踏まえた

地域循環圏形成推進ガイドラ

インの改善を行いました。【環

境省】 

 

●エコタウンに関しては、エコ

タウン等と循環資源（廃棄物）

の排出者である動脈産業との

最適な連携等により、エコタウ

ン等の能力を最大限活用する

手法を実証することを目的と

した「地域循環拠点（エコタウ

ン等）高度化モデル事業」を実

施しました。【環境省】 

 

●循環資源の循環的利用と低

炭素化の両方でゼロ・エミッシ

ョンを実現する先進的なモデ

ル地域を形成するため、エコタ

ウン等を有する自治体及びエ

コタウン等において循環産業

に取り組んでいる事業者を対

象に、先進的なモデル地域を形

成するための事業性評価調査

又は計画策定に対する補助金

事業を行っています。【環境省】 

 

●エコタウン事業関係者（エコ

タウン承認自治体、エコタウン

内事業者等）が集う、全国エコ

タウン会議を開催しました。同

会議は、これまで各地域が培っ

てきた環境まちづくりに向け

た取組による経験・ノウハウ・

課題を共有化し、課題解決に向

け連携、意見交換するとともに

情報発信を行う場を設けるこ

とを目的としています。【環境

省・経済産業省】 

●エコタウン等におけるモデル

的な資源循環事業や低炭素な資

源循環事業への取組を支援して

います。【環境省】 

 

●エコタウンにおける動静脈連

携等を推進するための支援を行

っています。【環境省・経済産業

省】 

 

●【再掲】農山漁村のバイオマ

スを活用した産業創出を軸とし

た地域（バイオマス産業都市）

づくりについて、構想策定と具

体化に向けた取組を支援しまし

た。【農林水産省】 

 

●【再掲】廃棄物焼却施設から

恒常的に排出される余熱等を地

域の需要施設に供給することに

より、地域の低炭素化を図るモ

デル事業を実施しています。【環

境省】 

 

●廃棄物の再生利用で一定の基

準に適合しているとして、環境

大臣の認定を受けた者について

廃棄物処理業や廃棄物処理施設

の設置許可を不要とする制度と

広域認定制度に関して、適切な

運用を図りました。【環境省】 

●地方の実情や循環資源の性質

に応じた複層的な望ましい循環

の構築に向けて、地域循環圏形

成推進ガイドラインの普及等を

通じて、引き続き「地域循環圏」

の考え方の浸透や行政への反映

を図ります。 

 

●地方公共団体が作成し、経済

産業省と環境省が共同承認し

た、エコタウンプラン等に基づ

き実施される事業については、

地方公共団体及び民間団体に対

して、総合的・多面的な支援を

引き続き行っていきます。 

 

●今後、行政、事業者、ＮＧＯ・

ＮＰＯ等の各主体が連携して、

循環型社会の形成のみならず、

地域振興、地域経済の活性化等

を図ることができる地域循環圏

の拡大に向けて、概念整理や計

画策定に加え、実態把握や金融

手法の活用を含む実際の取組を

強化すべきです。（環境基本計画

点検本文） 

 

●地域循環圏の形成に係るシス

テム・計画の立案に当たっては、

今後の人口減少や高齢化により

地域の力が衰えていくことや、

地域循環圏を支えるまち・ひ

と・しごとが求められているこ

とを踏まえて、検討を進めるべ

きです。（環境基本計画点検本

文） 

 

●地域循環圏については、物質

循環の観点だけではなく、循環、

低炭素、自然共生の統合的アプ

ローチに基づき、バイオマスの

利用や、森・里・川・海が生み

出す生態系サービスの需給によ
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てきた環境まちづくりに向け

た取組による経験・ノウハウ・

課題を共有化し、課題解決に向

け連携、意見交換する場を設け

ることを目的としています。

【環境省・経済産業省】 

 

●【再掲】市町村等が行う、一

般廃棄物処理施設の整備等を

支援する循環型社会形成推進

交付金においては、高効率エネ

ルギー回収（発電、地域冷暖房

等への熱供給等）及び災害廃棄

物処理体制の強化の両方に資

する、包括的な取組を行う施設

に対する重点化を図るため、新

たな交付対象事業を創設しま

した。また、施設の長寿命化と

地球温暖化対策の推進を目的

とした、廃棄物処理施設の基幹

的設備改良事業を引き続き同

交付金の交付対象事業としま

した。【環境省】 

 

●廃棄物の再生利用で一定の

基準に適合しているとして環

境大臣の認定を受けた者につ

いて廃棄物処理業や廃棄物処

理施設の設置許可を不要とす

る制度（「再生利用認定制度」

という。）と、広域認定制度に

関して、適切な運用を図りまし

た。【環境省】 

 

●【再掲】循環型社会形成推進

交付金等において、災害時にお

ける廃棄物処理システムの強

靱化、地球温暖化対策の強化と

いう観点から、市町村等が行う

一般廃棄物処理施設の整備等

に対する支援の充実を図りま

した。【環境省】 

 

●【再掲】循環型社会形成推進

交付金において、高効率エネル

ギー回収（発電、地域冷暖房等

への熱供給等）及び災害廃棄物

処理体制への強化の両方に資

する包括的な取組を行う施設

に対する重点化や、エネルギー

回収型廃棄物処理施設整備に

関するマニュアルの改訂を行

い、自治体へ周知しました。【環

境省】 

 

●廃棄物の再生利用で一定の

基準に適合しているとして、環

境大臣の認定を受けた者につ

いて廃棄物処理業や廃棄物処

理施設の設置許可を不要とす

る制度（「再生利用認定制度」

という。）と広域認定制度に関

して、適切な運用を図りまし

た。【環境省】 

 

る自然的なつながりや、資金循

環や人口交流等による経済的な

つながり深めていく「地域循環

共生圏」構築の実現化に向けた

施策を進めていく必要がありま

す。（環境基本計画点検本文） 

 

●今後、循環型社会の形成のみ

ならず、地域振興、地域経済の

活性化等を図ることができる地

域循環圏の拡大に向け、概念整

理や計画策定のみならず、実態

把握・実際の循環圏形成に向け

た取組を強化する必要がありま

す。（環境基本計画点検調査票） 

 

●【再掲】引き続き、低炭素な

リサイクルの高度化、高効率の

廃棄物熱回収施設や廃棄物燃料

製造施設の整備、地域の低炭素

化等を進めるべきです。（環境基

本計画点検本文） 

 

●【再掲】排出抑制や処理の効

率化等により、廃棄物部門にお

ける温室効果ガス排出量のより

一層の低減を図る必要がありま

す。（環境基本計画点検調査票） 

 

●再生利用認定制度と広域認定

制度に関して、適切な運用を図

ってまいります。【環境省】 

 

② 地域における地球温暖化対

策との連携については、既に地

球温暖化対策推進法において、

地方公共団体の取り組むべき温

暖化対策として、循環型社会の

形成が明記されており、地域循

環圏形成との連携が図られてい

る。 

それに基づき、地域循環圏の類

型ごとにその特性に応じた低炭

素な地域づくりを進める。例え

ば、農山漁村地域では農林水産

業に由来するバイオマス系循環

資源を活用した自立・分散型エ

・地方公共団

体による循環

基本計画の策

定数 

・地域循環圏

形成のための

取組数 

●浄化槽については、単独処理

浄化槽の撤去費用に対して助

成を行うことで、引き続き単独

処理浄化槽から合併処理浄化

槽への転換を推進しました。ま

た、温室効果ガスの削減目標達

成のための浄化槽分野におけ

る CO2 削減対策の促進を図る

ため、低炭素社会対応型浄化槽

の整備を推進しました。 

●特に地球温暖化の観点から

は、地球温暖化対策の推進に関

する法律（平成 10 年法律第

117 号）に基づく、地方公共団

体実行計画に計上された事業

の実現に必要な設備導入等を

補助することで、地域の創意工

夫をいかした体系的な施策に

よる地域への普及を後押しし、

豊かな低炭素地域づくりを推

進する「グリーンプラン・パー

トナーシップ事業」を平成 26

年度から実施しています。ま

た、平成 25 年度に引き続き、

●特に地球温暖化の観点から

は、地球温暖化対策の推進に関

する法律（平成 10 年法律第

117 号）に基づく地方公共団体

実行計画に位置付けられた施

策の実現に必要な設備導入等

を補助することで、地域の創意

工夫をいかした体系的な施策

による地域への普及を後押し

し、豊かな低炭素地域づくりを

推進する「グリーンプラン・パ

ートナーシップ事業」を平成

26 年度から実施しています。

また、平成 26 年度に引き続き、

●【再掲】バイオマス資源を活

用したバイオガス発電の導入促

進とともに、その残さ物によっ

て地下水汚染が生じないようモ

デル事業を実施しました。【環境

省・農林水産省】 

 

●【再掲】木質バイオマス資源

の持続的活用による再生可能エ

ネルギー導入計画策定に対する

支援をしました。【環境省】 

 

●地球温暖化の観点からは、地

方自治体職員を対象とした研修

会の開催や、再生可能エネルギ

ー電気・熱自立的普及促進事業

等の設備への導入支援を通じ

て、ソフト・ハード両面におけ

る自治体の地球温暖化対策の取

組を支援します。同時に、地方

公共団体が実施する地球温暖化

防止対策、自然と共生可能な地

域づくりの取組を支援するた

め、引き続き地方財政措置を講

じます。 
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ネルギーの導入などを、都市・

近郊地域では徹底した資源の循

環利用や焼却施設等における熱

回収などを支援する。このよう

な取組を通じて、自立・分散型

エネルギーの導入やエネルギー

の面的利用を促進し、裾野の広

い関係者の連携による地域の活

性化や自立性を高め、地域資源

を活用した適正で効率的な資源

循環を実現する。 

自治体職員を対象とし、地方公

共団体実行計画策定から事業

実施までの基礎的・実務的知識

を習得するための研修会（全 5

回※初回は全国 9 ブロック、2

回目以降は東京 1 か所のみ）を

開催しています。【環境省】 

 

●浄化槽に関する取組として

は、浄化槽の設置を行う者に対

して、市町村が設置費用を助成

する浄化槽設置整備事業、市町

村が設置主体になって浄化槽

の整備を行うのに必要な費用

を国が助成する浄化槽市町村

整備推進事業に加え、一定の要

件を満たす省エネルギー型浄

化槽の整備について助成率を

かさ上げする低炭素社会対応

型浄化槽整備推進事業を実施

しました。また、浄化槽の整備

事業の推進に向け、PFI 等の民

間活用手法に関する調査検討

を行ったほか、浄化槽システム

全体での更なる低炭素化に向

けた調査検討を行いました。

【環境省】 

自治体職員を対象とし、地方公

共団体実行計画策定から事業

実施までの基礎的・実務的知識

を習得するための研修会（全 5

回※初回は全国 9 か所、2 回目

以降は東京 1 か所のみ）を開催

しました。【環境省】 

 

●浄化槽に関する取組として

は、浄化槽の設置を行う者に対

して、市町村が設置費用を助成

する浄化槽設置整備事業、市町

村が設置主体になって浄化槽

の整備を行うのに必要な費用

を国が助成する浄化槽市町村

整備推進事業に加え、一定の要

件を満たす省エネルギー型浄

化槽の整備について助成率を

かさ上げする低炭素社会対応

型浄化槽整備推進事業を実施

しました。また、浄化槽の整備

事業の推進に向け、PFI 等の民

間活用手法に関する調査検討

を行ったほか、浄化槽システム

全体での更なる低炭素化に向

けた調査検討を行いました。

【環境省】 

●浄化槽に関する取組として

は、生活排水処理施設の未普及

人口約 1,300 万人（平成 26 年

度末時点）の解消に向け、人口

減少等の社会情勢の変化を踏ま

え、浄化槽の効率的な整備推進

に向けた取組を実施します。 

③ バイオマス系循環資源につ

いては、バイオマス事業化戦略

に基づき、地域のバイオマスを

活用したグリーン産業の創出と

地域循環型エネルギーシステム

の構築により、環境にやさしく

災害に強いバイオマス産業都市

の構築を推進するなど、地域に

おける各主体を含む関係者の連

携の下、肥飼料化や再生可能エ

ネルギー等として地域内で循環

利用する取組を支援する。   

 さらに、食品廃棄物由来の肥

飼料を使用して作った農産物に

ついて、地域資源を活用した新

たな付加価値を生み出す６次産

業化の取組の一環としてブラン

ド化して販売することなどによ

り食品廃棄物由来の肥飼料のニ

ーズを高めるとともに、食品リ

・バイオマス

系の廃棄物等

のリサイクル

率の推移 

 

 ●下水道の分野では、平成 26

年度の下水道革新的技術実証

事業においては、下水汚泥のエ

ネルギー利用技術として水素

改質技術を 1 件採択し実証を

行いました。【国土交通省】 

 

●バイオマスエネルギーにつ

いては、木質バイオマスエネル

ギーを活用したモデル地域づ

くり推進事業において、伐採さ

れながら森林内に放置されて

いる未利用間伐材等をエネル

ギーとして有効活用する先導

的な技術やシステムの実証に、

地域が一体となって取り組ん

でいます。【環境省】 

 

●バイオマスエネルギーの地

域自立システム化実証事業に

●下水道の分野では、下水道革

新的技術実証事業において、平

成 26 年度に採択された水素改

質技術の継続実証、及び平成

27 年度に採択されたバイオガ

スの活用技術 2 件、再生水利用

技術 1 件の実証を行いました。

【国土交通省】 

 

●バイオマスエネルギーにつ

いては、木質バイオマスエネル

ギーを活用したモデル地域づ

くり推進事業において、伐採さ

れながら森林内に放置されて

いる未利用間伐材等をエネル

ギーとして有効活用する先導

的な技術やシステムの実証に、

地域が一体となって取り組ん

でいます。【環境省】 

 

●【再掲】食品関連事業者、再

生利用事業者、農林漁業者地方

自治体のマッチングの強化や、

地方自治体の理解促進等によ

る、食品リサイクルループ形成

の促進のためのマッチング等を

実施しています。【環境省・農林

水産省】 

 

●下水道の分野では、下水道革

新的技術実証事業において、平

成27年度に採択された水素改質

技術の継続実証、及び平成 27 年

度に採択されたバイオガスの活

用技術 2 件、再生水利用技術 1

件の実証を行いました。また、

平成28年度に中小規模処理場に

おける下水汚泥の有効利用技術

２件を採択しました。【国土交通

省】 

●下水道の分野では、下水汚泥

再生利用・エネルギー利用に係

る技術の促進・普及啓発のため、

平成28年度に下水道革新的技術

実証事業において、中小規模処

理場における下水汚泥有効利用

技術の実証を行います。また、

下水汚泥と他のバイオマスの混

合利用の推進のため、下水処理

場における総合バイオマス利活

用検討を行います。 

 

●バイオマスエネルギーについ

ては、木質バイオマスエネルギ

ーを活用したモデル地域づくり

推進事業において、伐採されな

がら森林内に放置されている未

利用間伐材等をエネルギーとし

て有効活用する、先導的な技術

やシステムの実証に、地域が一
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サイクル法に基づく食品リサイ

クル・ループの認定を適切に行

う。 

おいては、バイオマスエネルギ

ー導入に係る技術指針・導入要

件の調査を実施し、木質系、湿

潤系、都市型系、それぞれのバ

イオマス産業が地域でビジネ

スとして健全に自立するため

の技術指針・導入要件を策定し

ました。あわせて、地域自立シ

ステム化実証に向けた事業性

評価を行い、策定された技術指

針・導入要件について、木質系、

湿潤系、都市型系、それぞれの

地域実証へ向けて事業性を検

討しました。【経済産業省】 

 

●バイオマスエネルギーの地

域自立システム化実証事業に

おいては、バイオマスエネルギ

ー導入に係る技術指針・導入要

件の調査を引き続き実施し、技

術指針・導入要件のブラッシュ

アップを行いました。あわせ

て、地域自立システム化実証に

向けた事業性評価を行うとと

もに事業性評価結果について

第１回目の多段階競争選抜方

式（ステージゲート）審査を行

い、実証事業を選定しました。

【経済産業省】 

 

 

●バイオマスエネルギーの地域

自立システム化実証事業におい

て、実証事業を開始しました。

あわせて、地域自立システム化

実証に向けた事業性評価を行う

とともに、バイオマスエネルギ

ー導入に係る技術指針・導入要

件の調査を引き続き実施ししま

した。【経済産業省】 

体となって取り組んでいます。

平成 28 年度は、実証事業を継続

して行い、木質地域づくりの優

良事例の形成を図るとともに、

これらの取組を通じて得られ

た、メリット、課題、その克服

方法等の成果を取りまとめて公

表することで、全国に木質バイ

オマスを利用した「木質モデル

地域」の普及を図ります。 

 

●今後とも、農山漁村のバイオ

マスを活用した産業創出を軸と

した地域づくりに向けた取組を

推進します。 

 

●バイオマスエネルギーの地域

自立システム化実証事業におい

ては、策定されたバイオマスエ

ネルギー導入に係る技術指針・

導入要件に基づき、選定された

事業について、木質系、湿潤系、

都市型系といった、それぞれの

地域自立システム化実証へ向け

た事業性評価を行います。あわ

せて、事業性評価結果について

多段階競争選抜方式（ステージ

ゲート）審査を行い、通過した

事業については、地域自立シス

テム化実証事業を行い、その成

果を反映させたバイオマスエネ

ルギー導入に係る技術指針・導

入要件を公表することで、更な

る導入促進に貢献します。 

⑤ 東日本大震災による住民意

識の変化や経験等を踏まえ、東

北地方において、地域の循環資

源を最大限に利活用した復興の

取組を支援し、全国的なモデル

となる地域循環圏づくりを促進

する。 

      

⑥ 上記を含む地域循環圏づく

りを横断的に支援する観点か

ら、地域循環圏形成推進ガイド

ラインの普及と拡充を図るとと

もに、地域循環圏づくりに活用

できる地域資源の賦存量・循環

    ●地域循環圏の高度化のための

ガイドラインの改善・普及やモ

デル事業を実施しました。【環境

省】 
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資源のフローの把握支援、地域

循環圏形成に係る先進事例の収

集や提供、地域循環圏づくりに

係る助言体制の整備等を推進す

る。 
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４ 循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用 

（第三次循環基本計画第５章

第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施策 

（環境基本計画第４回点検に追

記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第４次環境基本計画第 4

回点検（調査票含む）に追記） 

① 廃棄物発電等の熱回収の

高度化を図るため、（ア）地方

公共団体による高効率廃棄物

発電施設の早期整備、（イ）廃

棄物発電の高効率化に向けた

方策の検討、（ウ）民間事業者

が行う高効率の廃棄物発電等

を行う施設の整備の促進、

（エ）廃棄物熱回収施設設置

者認定制度の普及、（オ）マニ

ュアルの作成など廃棄物発電

における固定価格買取制度の

活用可能性を高めるための環

境整備を行う。 

・廃棄物焼却施設

における発電・熱

利用の状況 

●廃棄物熱回収施設設置者認

定制度を活用するとともに、廃

棄物エネルギー導入・低炭素化

促進事業により、高効率の廃棄

物熱回収施設や廃棄物燃料製

造施設の整備を支援しました。

【環境省】 

●主に民間の廃棄物処理事業

者が行う地球温暖化対策を推

し進めるため、平成 22 年度の

廃棄物処理法の改正により創

設された、廃棄物熱回収施設設

置者認定制度の普及を図ると

ともに、廃棄物エネルギー導

入・低炭素化促進事業により、

2 件の高効率な廃棄物熱回収施

設の整備を支援しました。【環

境省】 

 

●【再掲】市町村等が行う、一

般廃棄物処理施設の整備等を

支援する循環型社会形成推進

交付金においては、高効率エネ

ルギー回収（発電、地域冷暖房

等への熱供給等）及び災害廃棄

物処理体制の強化の両方に資

する、包括的な取組を行う施設

に対する重点化を図るため、新

たな交付対象事業を創設しま

した。また、施設の長寿命化と

地球温暖化対策の推進を目的

とした、廃棄物処理施設の基幹

的設備改良事業を引き続き同

交付金の交付対象事業としま

した。【環境省】 

●主に民間の廃棄物処理事業

者が行う地球温暖化対策を推

し進めるため、平成 22 年度の 

廃棄物処理法の改正により創

設された、廃棄物熱回収施設設

置者認定制度の普及を図ると

ともに、廃棄物エネルギー導

入・低炭素化促進事業を実施し

ています。【環境省】 

 

●【再掲】循環型社会形成推進

交付金等において、災害時にお

ける廃棄物処理システムの強

靱化、地球温暖化対策の強化と

いう観点から、市町村等が行う

一般廃棄物処理施設の整備等

に対する支援の充実を図りま

した。【環境省】 

 

●【再掲】循環型社会形成推進

交付金において、高効率エネル

ギー回収（発電、地域冷暖房等

への熱供給等）及び災害廃棄物

処理体制への強化の両方に資

する包括的な取組を行う施設

に対する重点化や、エネルギー

回収型廃棄物処理施設整備に

関するマニュアルの改訂を行

い、自治体へ周知しました。【環

境省】 

 

●【再掲】主に民間の廃棄物処理

事業者が行う地球温暖化対策推進

のため、高効率の廃棄物熱回収施

設や廃棄物燃料製造施設の整備、

エコタウンの低炭素化等を支援し

ました。【環境省】 

 

 

●廃棄物焼却施設から恒常的に排

出される余熱等を地域の需要施設

に供給することにより、地域の低

炭素化を図るモデル事業を実施し

ています。【環境省】 

 

●循環型社会形成推進基本法

（平成 12 年法律第 110 号）

に基づくごみの循環的利用、

及び処分の基本原則に基づい

て処理を行った上で、焼却せ

ざるを得ない廃棄物について

は、最近の熱回収技術の進展

を踏まえ、一定以上の熱回収

率を確保した熱交換器等で熱

回収を行い、地域の実情に応

じた廃棄物処理システムの省

エネルギー・創エネルギー化

を推進します。 

 

●【再掲】引き続き、低炭素

なリサイクルの高度化、高効

率の廃棄物熱回収施設や廃棄

物燃料製造施設の整備、地域

の低炭素化等を進めるべきで

す。（環境基本計画点検本文） 

 

●【再掲】排出抑制や処理の

効率化等により、廃棄物部門

における温室効果ガス排出量

のより一層の低減を図る必要

があります。（環境基本計画点

検調査票） 

 

 

●廃棄物熱回収施設設置者認

定制度を活用するとともに、

低炭素型廃棄物処理支援事業

により、廃棄物処理に伴う廃

熱を有効利用する施設や廃棄

物由来燃料製造施設の整備を

支援していきます。 

② 焼却施設や産業工程から

発生する中低温熱について、

地域冷暖房に活用するなどの

有効利用を進める。 

  ●【再掲】市町村等が行う、一

般廃棄物処理施設の整備等を

支援する循環型社会形成推進

交付金においては、高効率エネ

ルギー回収（発電、地域冷暖房

等への熱供給等）及び災害廃棄

物処理体制の強化の両方に資

●【再掲】循環型社会形成推進

交付金等において、災害時にお

ける廃棄物処理システムの強

靱化、地球温暖化対策の強化と

いう観点から、市町村等が行う

一般廃棄物処理施設の整備等

に対する支援の充実を図りま

●廃棄物焼却施設から恒常的に排

出される余熱等を地域の需要施設

に供給することにより、地域の低

炭素化を図るモデル事業を実施し

ています。【環境省】 

●【再掲】引き続き、低炭素

なリサイクルの高度化、高効

率の廃棄物熱回収施設や廃棄

物燃料製造施設の整備、地域

の低炭素化等を進めるべきで

す。（環境基本計画点検本文） 
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する、包括的な取組を行う施設

に対する重点化を図るため、新

たな交付対象事業を創設しま

した。また、施設の長寿命化と

地球温暖化対策の推進を目的

とした、廃棄物処理施設の基幹

的設備改良事業を引き続き同

交付金の交付対象事業としま

した。【環境省】 

した。【環境省】 

 

●【再掲】循環型社会形成推進

交付金において、高効率エネル

ギー回収（発電、地域冷暖房等

への熱供給等）及び災害廃棄物

処理体制への強化の両方に資

する包括的な取組を行う施設

に対する重点化や、エネルギー

回収型廃棄物処理施設整備に

関するマニュアルの改訂を行

い、自治体へ周知しました。【環

境省】 

●【再掲】排出抑制や処理の

効率化等により、廃棄物部門

における温室効果ガス排出量

のより一層の低減を図る必要

があります。（環境基本計画点

検調査票） 

③ バイオ燃料の生産拡大

や、生ごみ等からのメタン回

収を高効率に行うバイオガス

化、回収された廃食油等から

のバイオディーゼル燃料の生

成、間伐材等の木質ペレット

化、有機性汚泥等の固形燃料

化などを推進する。また、こ

れらの取組に資する技術の研

究開発を進める。 

 ●バイオマスの活用の推進に

関する施策についての基本的

な方針、国が達成すべき目標等

を定めた「バイオマス活用推進

基本計画」（平成 22 年 12 月閣

議決定）に基づき、以下の取組

を実施しました。【農林水産省】 

 

●国産バイオ燃料の本格的な

生産に向け、原料供給から製

造、流通まで一体となった取組

のほか、食料・飼料供給と両立

できる稲わら等のソフトセル

ロース系原料の収集・運搬から

バイオ燃料の製造・利用までの

技術を確立する取組を実施し

ました。【農林水産省】 

 

●地産地消によるバイオ燃料

等の生産を進め、農山漁村にお

ける新産業の創出に向け、草

本、木質、微細藻類からバイオ

燃料等を製造する技術開発等

を推進しました。【農林水産省】 

 

●なお、平成 24 年 2 月には、

バイオマス利用技術の到達レ

ベルの横断的な評価と事業化

に向けた戦略の検討を行うた

め、バイオマス関係 7 府省合同

の「バイオマス事業化戦略検討

チーム」を設置しました。【内

閣府、総務省、文部科学省、経

済産業省、国土交通省、環境省、

●バイオエタノールに関して

は、バイオエタノールを 3％混

合したレギュラーガソリ ン

「E3」の普及と併せて、バイオ

エタノールを 10％混合した、

より二酸化炭素排出削減効果

の高いレギュラーガソリ ン

「E10」の導入拡大を展開し、

取扱いガソリンスタンドを 6

店舗から 30 店舗に拡大しまし

た。【環境省】 

 

●農山漁村においては、食品廃

棄物や家畜排泄物由来のバイ

オガスを製造し、広く地域で利

用する供給技術等につき、二酸

化炭素削減効果や事業性等に

ついての実証を行う、地域循環

型バイオガスシステム構築モ

デル事業において、平成 25 年

度から継続して実施している 2

団体に加え、26 年度には新た

に 3 団体の事業を実施しまし

た。また、そのうち 1 団体は、

地下水汚染対策に資する実証

を盛り込み、資源利用と環境に

配慮したモデルの実証を行い

ました。【環境省・農林水産省】 

 

●未利用間伐材等の木質バイ

オマスの供給・利用を推進する

ため、ペレット製造設備や木質

ペレットボイラー等の整備を

支援しました。 

●バイオ燃料に関しては、バイ

オエタノールを 3％混合したレ

ギュラーガソリン「E3」の普及

と併せて、バイオエタノールを

10％混合した、より二酸化炭素

排出削減効果の高いレギュラ

ーガソリン「E10」の普及促進

及び供給体制の整備拡大を行

いました。【環境省】 

 

●農山漁村において豊富なポ

テンシャルを有する食品廃棄

物や家畜排せつ物等に由来す

るバイオガスを活用し、自家使

用だけでなく広く地域で利用

する資源循環利用モデルを構

築していくため、バイオガス製

造・供給技術等につき、二酸化

炭素削減効果や事業性等につ

いての実証を行う「地域循環型

バイオガスシステム構築モデ

ル事業」を実施しました。平成

25 年度採択案件事業について

は、実証の最終年度となること

から、二酸化炭素削減効果を始

め、成果（地域資源から効率的

にメタンを回収するための適

正な原料組成割合に係る知見、

副産物の量の把握と活用の方

法・事業性等）の取りまとめを

実施しました。平成 26 年度採

択案件事業については、実証に

向けたシステム構築及びモデ

ル実証を進めました。【環境

●平成 26 年度採択案件事業につ

いては、実証の最終年度となるこ

とから、二酸化炭素削減効果を始

め、成果（地域資源から効率的に

メタンを回収するための適正な原

料組成割合に関する知見、副産物

の量の把握と活用の方法・事業性

等）の取りまとめを実施すべく、

モデル実証を引き続き実施しまし

た。 

【環境省・農林水産省】 

 

 

●農山漁村において豊富なポ

テンシャルを有する食品廃棄

物や家畜排せつ物等に由来す

るバイオガスを活用し、自家

使用だけでなく広く地域で利

用する資源循環利用モデルを

構築していくため、バイオガ

ス製造・供給技術等につき、

二酸化炭素削減効果や事業性

等についての実証を行う「地

域循環型バイオガスシステム

構築モデル事業」を更に推し

進めます。また、平成 25 年

度の採択事業の事業成果（二

酸化炭素削減効果を始め、地

域資源から効率的にメタンを

回収するための適正な原料組

成割合に係る知見、副産物の

量の把握と活用の方法・事業

性等）を取りまとめ、発信す

ることにより、地域における

バイオガス活用のモデルの横

展開を図ります。 

 

●未利用間伐材等の木質バイ

オマスの供給・利用を推進す

るため、木質燃料製造施設、

木質バイオマスボイラー等の

整備を引き続き推進します。 

 

●木質バイオマスを利用した

小規模発電や熱利用等の推進

のために必要な調査を行うと

ともに、全国各地の木質バイ
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農林水産省】 

 

●水産系副産物である貝殻の

再資源化により資源の循環的

利用を推進しました。【農林水

産省】 

 

 

 

 

●未利用木質バイオマスを利

用した発電、熱供給又は熱電併

給の推進のために必要な調査

を行うとともに、全国各地の木

質バイオマス関連施設の円滑

な導入に向けた相談窓口・サポ

ート体制の確立に向けた支援

を実施したほか、発熱量を高め

たペレット製造技術の開発・実

証等、木質バイオマスの利用拡

大に資する技術開発等への支

援を 8 件実施しました。【農林

水産省】 

 

●農山漁村で豊富に得られる

草本を利用したバイオエタノ

ールの低コスト・安定供給技術

の開発、林地残材を原料とする

バイオ燃料等の製造技術の開

発、微細藻類を利用した石油代

替燃料等の製造技術の開発を

実施したほか、農山漁村のバイ

オマスを活用した産業創出を

軸とした地域づくりについて、

施設整備等の取組を支援しま

した。【農林水産省】 

 

●ビジネスとして成立するバ

イオマスエネルギー利用技術

の開発を行う、戦略的次世代バ

イオマス利用技術開発事業（実

用化技術開発）においては、バ

イオガス化（メタン発酵）に係

る事業（平成 23 年度採択：1

件）について、馬鈴薯でん粉製

造工程における廃水とでん粉

かすを用いたコンパクトメタ

ン発酵システムの開発を進め

ました。草本系固形燃料（ペレ

ット化）（平成 25 年度採択：1

件）については、多原料混合で

の効率的なペレット化技術の

開発を進めました。【経済産業

省】 

 

●廃食油等から作成されたバ

省・農林水産省】 

 

●未利用間伐材等の木質バイ

オマスの供給・利用を推進する

ため、ペレット製造設備や木質

ペレットボイラー等の整備を

支援しました。【農林水産省】 

 

●未利用木質バイオマスを利

用した発電、熱供給又は熱電併

給の推進のために必要な調査

を行うとともに、全国各地の木

質バイオマス関連施設の円滑

な導入に向けた相談窓口・サポ

ート体制の確立に向けた支援

を実施したほか、発熱量を高め

たペレット製造技術の開発・実

証等、木質バイオマスの利用拡

大に資する技術開発等への支

援を 8 件実施しました。【農林

水産省】 

 

●農山漁村で豊富に得られる

草本を利用したバイオエタノ

ールの低コスト・安定供給技術

の開発、林地残材を原料とする

バイオ燃料等の製造技術の開

発、微細藻類を利用した石油代

替燃料等の製造技術の開発を

実施したほか、農山漁村のバイ

オマスを活用した産業創出を

軸とした、地域づくりに向けた

取組を支援しました。【農林水

産省】 

 

●ビジネスとして成立するバ

イオマスエネルギー利用技術

の開発を行う、戦略的次世代バ

イオマス利用技術開発事業（実

用化技術開発）においては、草

本系固形燃料（ペレット化）（平

成 25 年度採択：1 件）につい

て、多原料混合での効率的なペ

レット化技術の開発を進めま

した。【経済産業省】 

 

●廃食油等から作成されたバ

オマス関連施設の円滑な導入

に向けた、相談窓口の設置、

小規模発電の取組への助言等

のサポートを行う体制の確

立、燃料の安定供給体制の強

化に向けた支援を実施しま

す。 

 

●木質バイオマスの高付加価

値製品、発電効率の高い新た

な木質バイオマス発電システ

ム等の開発及び改良等に対す

る支援も引き続き実施しま

す。 

 

●農山漁村で豊富に得られる

林地残材や農作物の非可食部

等の未利用資源を利用した高

付加価値マテリアル等の製造

技術の開発を引き続き実施

し、今後とも、農山漁村のバ

イオマスを活用した産業創出

を軸とした、地域づくりに向

けた取組を推進します。 

 

●ビジネスとして成立するバ

イオマスエネルギー利用技術

の開発を行う、戦略的次世代

バイオマス利用技術開発事業

（実用化技術開発）において、

草本系固形燃料（ペレット化）

（平成 25 年度採択は 1 件）

について、28 年度末まで開発

を継続し、多原料混合による

安定的かつ安価なバイオマス

ペレット燃料製造技術を確立

させます。 

 

●セルロース系バイオマスか

らのエタノールについては、

その製造技術開発に取り組

む、セルロース系エタノール

生産システム総合開発実証事

業において、セルロース系エ

タノール一貫生産システムの

構築のためパイロットプラン

トを建設し、前処理・糖化と
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イオディーゼル燃料の一 体

的・先進的な流通システムや、

技術課題に取り組む地域の主

体を支援する「地域バイオディ

ーゼル流通システム実証事業

費補助金」において、平成 25

年度までの取組である、流通イ

ンフラの整備による流通経路

の確保、自治体等との連携によ

るバイオディーゼル燃料利用

拡大等を継続し、その規模を拡

大していきました。【経済産業

省】 

 

●セルロース系バイオマスか

らのエタノール製造技術開発

に取り組む、セルロース系エタ

ノール生産システム総合開発

実証事業において、セルロース

系エタノール一貫生産システ

ムの構築のためのパイロット

プラントの建設に向けて、前処

理・糖化と発酵プロセスの最適

な組合せを検証しました。【経

済産業省】 

 

●エタノール生産技術の開発

を行う、バイオ燃料製造の有用

要素技術開発事業においては、

燃料用バイオマス高生産植物

の評価・改良技術、土壌選別等

の植栽技術等を用いた収量ア

ップ等の基盤技術研究、高収率

エタノール生産技術開発のた

めの有用微生物の改良及びパ

イロット詳細設計のためのデ

ータ取り、パイロット設備の設

計・建設、安価かつ高活性な酵

素生産技術開発のための高活

性酵素生産菌の改良及びパイ

ロット詳細設計のためのデー

タ取り、パイロット設備の設

計・建設を行いました。【経済

産業省】 

イオディーゼル燃料の一体

的・先進的な流通システムや、

技術課題に取り組む地域の主

体を支援する「地域バイオディ

ーゼル流通システム実証事業

費補助金」において、バイオデ

ィーゼル燃料利用拡大等を継

続し、その規模を拡大していき

ました。【経済産業省】 

 

●セルロース系バイオマスか

らのエタノール製造技術開発

に取り組む、セルロース系エタ

ノール生産システム総合開発

実証事業において、セルロース

系エタノール一貫生産システ

ムの構築のためのパイロット

プラントの建設に向けて、前処

理・糖化と発酵プロセスの最適

な組合せを検証しました。【経

済産業省】 

 

●エタノール生産技術の開発

を行う、バイオ燃料製造の有用

要素技術開発事業においては、

燃料用バイオマス高生産植物

の評価・改良技術、土壌選別等

の植栽技術等を用いた収量ア

ップ等の基盤技術研究、高収率

エタノール生産技術開発のた

めの有用微生物の改良及びパ

イロット詳細設計のためのデ

ータ取り、パイロット設備の設

計・建設、安価かつ高活性な酵

素生産技術開発のための高活

性酵素生産菌の改良及びパイ

ロット詳細設計のためのデー

タ取り、パイロット設備の設

計・建設を行いました。【経済

産業省】 

発酵プロセスの最適組合せを

検証します。 

 

●エタノール生産における要

素技術の開発を行う、バイオ

燃料製造の有用要素技術開発

事業においては、燃料用バイ

オマス高生産植物の改良技

術、土壌選別等の植栽技術等

の検証試験、有用微生物を用

いた高収率エタノール生産技

術開発、酵素生産菌を用いた

安価かつ高活性な酵素の生産

技術開発を行います。 

 

④ 下水処理場を地域のバイ

オマス活用の拠点としてエネ

ルギー回収を行う取組や下水

 ●下水汚泥資源化施設の整備

の支援、下水道資源の循環利用

に係る計画策定の推進、下水汚

●下水汚泥・し尿汚泥からの固

形燃料開発（平成 25 年度採

択：1 件）については、省エネ

●下水処理場を地域のバイオ

マス活用の拠点としてエネル

ギー回収を行う取組として、下

●下水汚泥資源化施設の整備の支

援、下水道資源の循環利用に係る

計画策定を推進するとともに、バ

●下水汚泥資源化施設の整備

の支援、下水道資源の循環利

用に係る計画策定の推進（社
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汚泥と食品廃棄物など他のバ

イオマスの混合消化・利用に

よるエネルギー回収効率の向

上を推進する。 

泥再生利用・エネルギー利用に

係る技術開発の促進・普及啓発

などに取り組んでいきます。

【国土交通省】 

 

●農業集落排水事業において

は、処理過程で発生する汚泥に

ついて、コンポスト化や建設資

材利用等によるリサイクルを

推進するとともに、地域の実情

に応じて余剰汚泥の減容化を

進めました。【農林水産省】 

 

ルギー乾燥技術、燃焼性能の向

上を目指した研究開発を進め

ています。【経済産業省】 

 

●下水処理場を地域のバイオ

マス活用の拠点としてエネル

ギー回収を行う取組として、下

水汚泥資源化施設の整備の支

援、下水道資源の循環利用に係

る計画策定の推進（社会資本整

備総合交付金）、下水汚泥再生

利用・エネルギー利用に係る技

術実証（下水道革新的技術実証

事業における水素改質技術の

実証）、燃料の標準化（下水汚

泥固形燃料の JIS 化）を実施し

ました。【国土交通省】 

水汚泥資源化施設の整備の支

援、下水道資源の循環利用に係

る計画策定の推進（社会資本整

備総合交付金）、下水道資源の

再生利用・エネルギー利用に係

る技術実証（下水道革新的技術

実証事業における水素改質技

術 1 件、バイオガスの活用技術

2 件、再生水利用技術 1 件の実

証）を実施しました。【国土交

通省】 

 

 

イオガス利用に係る事業を支援し

ました。【国土交通省】 

 

●【再掲】下水道の分野では、下

水道革新的技術実証事業におい

て、平成 27 年度に採択された水

素改質技術の継続実証、及び平成

27 年度に採択されたバイオガス

の活用技術 2 件、再生水利用技術

1 件の実証を行いました。また、

平成 28 年度に中小規模処理場に

おける下水汚泥の有効利用技術２

件を採択しました。【国土交通省】 

 

会資本整備総合交付金）、下水

汚泥再生利用・エネルギー利

用に係る技術実証（下水道革

新的技術実証事業における中

小規模処理場における下水汚

泥有効利用技術の実証）、下水

汚泥と他のバイオマスの混合

利用の推進（下水処理場にお

ける総合バイオマス利活用の

検討）を実施していきます。 
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５ 循環産業の育成 
（第三次循環基本計画第５

章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施策 

（環境基本計画第４回点検に追

記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第４次環境基本計画第 4 回

点検（調査票含む）に追記） 

（１）廃棄物等の有効活用を図る優良事業者の育成 

① 産業廃棄物処理につい

て、優良事業者が社会的に

評価され、不法投棄や不適

正処理を行う事業者が淘汰

される環境を充実させるた

め、優良産廃処理業者認定

制度・熱回収施設設置者認

定制度の普及や、優良事例

の情報発信を強化する。 

・電子マニ

フェストの

普及率 

・優良認定

された産業

廃棄物処理

業者数 

●優良な産業廃棄物処理業者の

育成を図り、「悪貨が良貨を駆逐

しない」環境整備に取り組んでい

ます。平成 25 年 2 月 5 日からは、

産業廃棄物の処理に係る契約が、

国等における温室効果ガス等の

排出の削減に配慮した契約の推

進に関する法律（平成 19 年法律

第 56 号）の対象契約となり、国

などの公的機関は、優良産廃処理

業者認定制度の認定業者を積極

的に評価し、価格だけでなく環境

負荷も考慮した契約を推進して

います。また、優良な産業廃棄物

処理業者の積極的な情報発信等

の支援策の充実を図っています。

【環境省】 

 

 

 

●優良事業者が社会的に評価さ

れ、不法投棄や不適正処理を行う

事業者が淘汰される環境をつく

るために、優良処理業者に優遇措

置を付与する優良産廃処理業者

認定制度の適切な運用を図りま

した。【環境省】 

 

●産業廃棄物の排出事業者と優

良処理業者の参加するシンポジ

ウムを東京、名古屋、福岡の 3 か

所で開催し、これらの事業者間の

連携・協働に向けたビジネス・マ

ッチングを行うとともに、優良処

理業者の情報発信サイト「優良さ

ん ぱ い ナ ビ 」

（ http://www3.sanpainet.or.j

p/）の利便性向上のためのシステ

ム改良を引き続き実施しました。

【環境省】 

 

●平成 25 年に国等における温室

効果ガス等の排出の削減に配慮

した契約の推進に関する法律（平

成 19 年法律第 56 号。）に類型追

加された「産業廃棄物の処理に係

る契約」では、優良処理業者が産

廃処理委託契約で有利になる仕

組みとなっており、環境配慮契約

を推進するため、全自治体宛てに

パンフレットを送付しました。

【環境省】 

 

●優良事業者が社会的に評価さ

れ、不法投棄や不適正処理を行う

事業者が淘汰される環境をつく

るために、優良処理業者に優遇措

置を付与する優良産廃処理業者

認定制度の適切な運用を図りま

した。【環境省】 

 

 

●産業廃棄物の排出事業者と優

良処理業者の参加するフォーラ

ムを東京、名古屋、広島の 3 か所

で開催し、これらの事業者間の連

携・協働に向けたきっかけの場を

創設するとともに、優良処理業者

の情報発信サイト「優良さんぱい

ナ ビ 」

（ http://www3.sanpainet.or.j

p/）の利便性向上のためのシステ

ム改良を引き続き実施しました。

【環境省】 

 

●平成 25 年に国等における温室

効果ガス等の排出の削減に配慮

した契約の推進に関する法律（平

成 19 年法律第 56 号。）に類型追

加された「産業廃棄物の処 

理に係る契約」では、優良処理業

者が産廃処理委託契約で有利に

なる仕組みとなっています。環境

配慮契約の実施割合は、平成 25

年度が 11.7％、平成 26 年度が

31.7％と増加しています。それに

伴い、優良認定業者数も 20％増

加するなどの効果が見られまし

た（平成 25 年度末で 713 社、平

成26年度末で859社）。【環境省】 

●優良産廃処理業者認定制度を

運用し、平成２５年には環境配慮

契約法において優良処理業者が

産廃処理委託契約で有利になる

環境を整備し、さらに、これらの

制度の浸透を図るため、コンソー

シアム事業や優良処理業者の情

報発信サイトの機能強化を実施

し、認定者を増大しました（優良

産廃事業者認定数：平成 27 年度

6,979 件、997 者）。【環境省】 

 

●産業廃棄物の適正処理を推進

する電子マニフェストの普及拡

大を図るためのシステム改良や

キャンペーン等を実施しました

（電子マニフェストの普及率：平

成２６年度３９％、平成２７年度

４２％）。【環境省】 

 

●優良事業者の育成を目指し、産

業廃棄物処理業者が、廃棄物の適

正処理等を行うだけでなく、地域

経済の活性化・雇用の創出に貢献

することとなるよう、産業廃棄物

処理業を我が国の有望な成長産

業の一つとして位置付け、その振

興を図るための施策を展開しま

す。 

 

●産業廃棄物の優良処理業者が

社会的に評価され、優位に立てる

環境づくりを継続して進めるこ

ととしており、優良処理業者の育

成につながる電子マニフェスト

については、平成 25 年 10 月に

策定した「電子マニフェスト普及

拡大に向けたロードマップ」に基

づき、平成 28 年度に普及率 50％

の目標を達成すべく普及啓発に

努めます。 

 

●優良産廃処理業者の育成や適

正な廃棄物処理に繋がる電子マ

ニフェストのシステム改善・普及

を進めるべきです。（環境基本計

画点検本文） 

 

●平成 25 年に国等における温室

効果ガス等の排出の削減に配慮

した契約の推進に関する法律（平

成 19 年法律第 56 号。）に類型追

加された「産業廃棄物の処理に係

る契約」では、優良処理業者が産

廃処理委託契約で有利になる仕

組みとなっているため、環境配慮

契約を推進するために、各行政機

関や地方公共団体等に向けて、引

き続き制度を周知していきます。 

 

●優良産廃処理業者のさらなる

質の向上や業界全体の育成のた
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めに、規制合理化とセットでのイ

ンセンティブ施策を充実させて

いく必要があります。（環境基本

計画点検本文） 

 

●優良産廃処理業者の増加によ

る不法投棄・不適正処理の減少の

効果について把握する必要があ

ります。（環境基本計画点検本文） 

② 環境配慮設計や資源生

産性の向上等を促進すると

ともに、再生原材料の利用

拡大など製造業者等とリサ

イクル事業者等が一体とな

った取組の拡大を促す。 

・製品アセ

スメントの

ガイドライ

ンの業界に

よる整備状

況 

・資源生産

性の向上等

に向けた目

標を設定し

ている事業

者数 

   ●【再掲】各種リサイクル法の執

行及びその評価・見直しや取組状

況の点検を行い、排出者責任、拡

大生産者責任に基づく各種リサ

イクルや業界による環境配慮設

計の進捗を確認しました。【環境

省・経済産業省・農林水産省・国

土交通省】 

●【再掲】各種リサイクル法の対

象外の製品についても、製品製造

段階からの環境配慮設計の状況

を把握し、取組を進めて行く必要

があります。（環境基本計画点検

調査票） 

③ リユース市場の拡大に

向けて、優良なリユース事

業者の育成とリユース品の

品質の確保に向けた取組を

促進する。 

・ リ ユ ー

ス・シェア

リング市場

規模 

 

 ●リユース市場の拡大に向けて

は、使用済製品等のリユース促進

事業研究会の事業として、リユー

ス業界団体との意見交換会を開

催し、リユース業に関する環境関

連法パンフレットの効果や活用

状況について検証するとともに、

必要に応じてパンフレットの改

訂を行うこととしました。【環境

省】 

 

●リユース市場の拡大に向けて

は、使用済製品等のリユース促進

事業研究会の事業として、リユー

ス業界団体との意見交換会を開

催しました。【環境省】 

 

 ●リユース市場の拡大に向けて

は、使用済製品等のリユース促進

事業研究会の事業として、リユー

ス業界団体との意見交換会を引

き続き開催し、リユース業界の優

良化について検討します。 

 

●【再掲】リユース業界の優良化

やリユースへの意識の向上を一

層進め、リユース品の活用やリユ

ースに係るビジネスの市場拡大

を図っていくべきです。（環境基

本計画点検本文） 

④ 循環資源を用いた再生

品等の品質や安全性を高め

ていくとともに、そのブラ

ンド化等により競争力強化

を図る。 

また、リユース製品やリサ

イクル製品等の品質・安全

性・環境負荷低減効果につ

いてわかりやすく提供・表

示する、エコマーク等の環

境ラベリング等の取組を促

進する。 

・循環型社

会ビジネス

市場規模 

 

    ●リユース製品やリサイクル製

品等の品質・安全性・環境負荷低

減効果についての分かりやすい

表示のため、環境ラベルに関する

情報を提供する「環境ラベル等デ

ー タ ベ ー ス 」

（ http://www.env.go.jp/polic

y/hozen/green/ecolabel/）の掲

載情報を随時更新します。 

 

●環境負荷の低減に配慮した製

品・サービス（エコプロダクツ）

の開発普及を促進するために、平
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成 27 年度以降も引き続き、主催

者であるエコプロダクツ大賞推

進協議会及び関係各省と連携し、

「エコプロダクツ大賞」の表彰制

度を通じて、エコプロダクツの開

発普及に対する意識啓発に努め

ていく予定です。 

 

●環境配慮を通じた成長の達成

やグリーン・イノベーションに繋

がる取組を一層進める必要があ

ります。（環境基本計画点検調査

票） 

⑤ 国自らが率先して、グ

リーン購入・グリーン契約

に取り組み、リデュース・

リユース製品にも重点を置

いて３Ｒ製品等を調達する

とともに、環境に配慮した

サービスや再生可能エネル

ギー等を積極的に利用す

る。 

・グリーン

購入の意識 

 

●国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律（平成 12

年法律第 100 号）に基づく環境

物品等の調達の促進を進めてい

ます。同法に基づく「環境物品等

の調達の推進に関する基本方針」

に定められる特定調達品目（重点

的に調達を推進する調達物品等

の種類）及びその判断の基準等に

ついては、適宜見直しを行ってい

くこととしており、平成 25 年度

には、新たに、会議運営の品目を

役務に追加するとともに、「紙

類」、「照明」等に関する判断の基

準の拡充を図るなど、1 品目の追

加、35 品目の基準等の見直しを

行いました。【環境省】 

 

●地方公共団体のグリーン購入

の取組を促進するため策定した

グリーン購入取組ガイドライン

について普及を行っています。

【環境省】 

 

●国自らが率先して、3R 製品等

を調達することも重要であり、環

境ラベルに関する情報を提供す

る「環境ラベル等データベース」

（  http://www.env.go.jp/poli

cy/hozen/green/ecolabel/）に

関しては、その掲載情報を随時更

新しました。【環境省】 

 

●グリーン購入法及び環境配慮

契約法に基づく基本方針につい

て、必要な見直し等を行うため、

平成 26 年度においても、有識者

等による検討会を開催しました。

【環境省】 

 

●各省庁等は、グリーン購入法及

び環境配慮契約法に基づき、環境

物品等の調達の推進を図るため

の方針の策定や契約締結実績の

概要公表を実施しており、国等に

おいては、ほぼ 100％のグリーン

購入が実施される等、率先したグ

リーン購入及び環境配慮契約の

推進がなされています。この中

で、国土交通省が実施する公共工

事においても、グリーン購入法に

基づく、環境物品等の調達の推進

に関する基本方針による環境物

品等の調達により、環境への負荷

低減を推進しました。【各省庁、

国土交通省】 

●国自らが率先して、3R 製品等

を調達することも重要であり、環

境ラベルに関する情報を提供す

る「環境ラベル等データベース」

（ http://www.env.go.jp/polic

y/hozen/green/ecolabel/）に関

しては、その掲載情報を随時更新

しました。【環境省】 

 

●グリーン購入法及び環境配慮

契約法に基づく基本方針につい

て、必要な見直し等を行うため、

有識者等による検討会を開催し

ました。【環境省】 

 

●各省庁等は、グリーン購入法及

び環境配慮契約法に基づき、環境

物品等の調達の推進を図るため

の方針の策定や契約締結実績の

概要公表を実施しており、国等に

おいては、ほぼ 100％のグリーン

購入が実施されるなど、率先した

グリーン購入及び環境配慮契約

の推進がなされています。【各省

庁】 

●グリーン購入の推進に資する

ため、環境ラベルやデータ集など

の製品の環境情報を提供する各

種の制度をインターネット上で

紹介する「環境ラベル等データベ

ース」を継続して運用し、掲載情

報を随時更新しました。【環境省】 

 

●グリーン購入法及び環境配慮

契約法に基づく基本方針につい

て、必要な見直しを適宜実施しま

した。【環境省】 

 

●グリーン購入法及び「環境物品

等の調達の推進に関する基本方

針」に基づき、環境への負荷の低

減に資する資材の調達を推進す

るとともに、公共工事において調

達する資材、建設機械、工法及び

目的物について、特定調達品目の

追加、見直し等の検討を実施しま

した。【国土交通省】 

 

●国等においては、ほぼ１００％

のグリーン購入が実施されるな

ど、率先したグリーン購入及び環

境配慮契約を実施しました。【各

省庁】 

●グリーン購入法及び環境配慮

契約法に基づく基本方針につい

ては、有識者等による検討会を開

催し、基本方針の改定検討を実施

します。各省庁等は、グリーン購

入法及び環境配慮契約法に基づ

き、調達方針の策定や契約締結実

績の概要公表を実施するととも

に、率先したグリーン購入及び環

境配慮契約を推進する予定です。 

 

●ライフサイクル全般にわたっ

て環境負荷の低減が図れるよう、

国、地方公共団体及び事業者が持

続可能な調達に取り組む必要が

あります。（環境基本計画点検本

文） 

 

●環境物品等の購入の更なる促

進等を通じて、高度なリサイクル

が社会的に評価されるような仕

組みを構築する必要があります。

（環境基本計画点検本文） 

 

⑥ 地方公共団体における

廃棄物処理の透明化を図る

 ●一般廃棄物処理事業に係るコ

スト分析及び評価を行い、その効

●一般廃棄物処理事業に係るコ

スト分析及び評価を行い、その効

●一般廃棄物処理事業に係るコ

スト分析及び評価を行い、その効

●一般廃棄物処理事業に係るコ

スト分析及び評価を行い、その効

●引き続き、「一般廃棄物会計基

準」のガイドラインの周知等を通
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ため、一般廃棄物会計基準

の普及を進める。 

率的な運営に努めるよう、一般廃

棄物会計基準に基づく書類作成

支援ツールを更新し、市町村等に

よる一般廃棄物会計基準の導入

を支援しました。【環境省】 

率的な運営に努めるよう、説明会

を実施する等、市町村等による一

般廃棄物会計基準の導入を支援

しました。【環境省】 

率的な運営に努めるよう、一般廃

棄物会計基準に基づく書類作成

支援ツールを更新し、市町村等に

よる一般廃棄物会計基準の導入

を支援しました。【環境省】 

率的な運営に努めるよう、「一般

廃棄物会計基準」のガイドライン

の周知を通じ、市町村等による一

般廃棄物会計基準の導入を支援

しました。【環境省】 

じた、市町村等による一般廃棄物

会計基準の導入促進に勤めます。 

⑦ 各事業者における、環

境マネジメントシステムの

導入、環境報告書や環境会

計の作成・公表等の取組を

促進する。 

・環境マネ

ジメント等

の実施 

 ●各事業者における、環境マネジ

メントシステムの導入、環境報告

書や環境会計の作成・公表等の取

組の促進のため、より多くの中小

企業が環境マネジメントに着手

できるよう、中小企業向け環境マ

ネジメントシステムである「エコ

アクション 21」の簡易版マネジ

メントシステムを策定し、実証事

業を行いました。【環境省】 

 

●環境報告書の更なる利用促進

を図るため、環境情報開示基盤の

整備事業に着手し、統合報告書等

の新しい概念の報告書を作成・公

表する事業者を表彰する制度を

新設したほか、自然資本会計を踏

まえつつ「環境会計ガイドライン

2005 年版」改訂の検討に着手し

ました。【環境省】 

●各事業者における、環境マネジ

メントシステムの導入、環境報告

書や環境会計の作成・公表等の取

組の促進のため、ISO14001 の改

定等を踏まえ、中小企業向け環境

マネジメントシステムである「エ

コアクション 21」のガイドライ

ン改訂に着手しました。【環境省】 

 

●環境マネジメントシステムに

取り組む中小企業の裾野を拡大

するため、「エコアクション 21

の簡易版環境マネジメントシス

テム」の実証事業を行いました。

【環境省】 

 

●環境報告書の更なる利用促進

を図るため、環境情報開示基盤の

整備事業を推進するとともに、情

報開示の世界的潮流や企業を取

り巻くガバナンスの在り方の変

容を踏まえ、「環境報告ガイドラ

イン 2012 年版」や「環境会計ガ

イドライン 2005 年版」改訂の検

討に向けた調査を行いました。

【環境省】 

 ●各事業者における、環境マネジ

メントシステムの導入、環境報告

書や環境会計の作成・公表等の取 

組の促進のため、引き続き中小企

業向け環境マネジメントシステ

ムである「エコアクション 21」

のガイドライン改訂検討を実施

するとともに、エコアクション

21 の普及促進を行います。 

 

●環境報告書の更なる利用促進

を図るため、環境情報開示基盤の

整備事業を推進するとともに、情

報開示の世界的潮流や企業を取

り巻くガバナンスの在り方の変

容を踏まえ、「環境報告ガイドラ

イン 2012 年版」や「環境会計ガ

イドライン 2005 年版」の改訂に

向けた検討を行います。これによ

り、事業者と利害関係者間の環境

コミュニケーション促進を図り

ます。 

 

⑧ 税制上の優遇措置等を

活用し、適切な廃棄物処理

施設の整備が進められるよ

うにする。 

 ●平成 25 年度税制改正におい

て、廃棄物処理業用設備に係る法

定耐用年数の短縮の措置を講じ

ました。【環境省】 

 

●特定廃棄物最終処分場におけ

る特定災害防止準備金の損金又

は必要経費算入の特例や廃棄物

処理施設に係る課税標準の特例

といった税制措置を活用するこ

とにより、廃棄物処理施設の整備

及び維持管理を推進しました。

【環境省】 

●特定廃棄物最終処分場におけ

る特定災害防止準備金の損金又

は必要経費算入の特例や廃棄物

処理施設に係る課税標準の特例

といった税制措置を活用するこ

とにより、廃棄物処理施設の整備

及び維持管理を推進しました。

【環境省】 

●特定廃棄物最終処分場におけ

る特定災害防止準備金の損金又

は必要経費算入の特例や廃棄物

処理施設に係る課税標準の特例

といった税制措置を活用するこ

とにより、廃棄物処理施設の整備

及び維持管理を推進しました。 

【環境省】 

●特定廃棄物最終処分場におけ

る特定災害防止準備金の損金又

は必要経費算入の特例や廃棄物

処理施設に係る課税標準の特例

といった税制措置を活用するこ

とにより、廃棄物処理施設の整備

及び維持管理を引き続き推進し

ます。 

（２）静脈物流システムの構築 

① 静脈物流の拠点となる

港湾をリサイクルポートに

指定し、広域的なリサイク

ル関連施設の臨海部への立

地を推進するとともに、官

民連携の推進、港湾施設の

整備など総合的な支援を講

 ●広域的なリサイクル施設の立

地に対応した静脈物流の拠点と

なる港湾を「総合静脈物流拠点港

（リサイクルポート）」（全国 22

港）に指定し、官民連携の推進、

港湾施設の整備など総合的な支

援策を講じています。【国土交通

●これまでに 22 の港湾を静脈物

流の拠点となる「リサイクルポー

ト」に指定し、広域的なリサイク

ル関連施設の臨海部への立地の

推進等を行いました。【国土交通

省】 

 

●これまでに 22 の港湾を静脈物

流の拠点となる「リサイクルポー

ト」に指定し、広域的なリサイク

ル関連施設の臨海部への立地の

推 進 等 を 行 う と と も に 、

D.Waste-Net の参画メンバーと

して、リサイクルポート推進協議

 ●静脈物流の拠点となる港湾を

リサイクルポートに指定し、広域

的なリサイクル関連施設の臨海

部への立地を引き続き推進しま

す。あわせて、官民連携の推進、

港湾施設の整備等の総合的な支

援を講じることにより、国内外の
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じることにより国内外の資

源循環を促進する。 

省】 

 

 会が日本内航海運組合総連合会

と共に環境大臣により任命され

ました。【環境省・国土交通省】 

資源循環を促進します。 

 

② 静脈物流の輸送手段を

道路輸送から相対的に環境

負荷が小さい鉄道・船舶へ

と転換するモーダルシフト

を促進する。 

  ●静脈物流に係る更なる環境負

荷低減と輸送コスト削減を目指

し、モーダルシフト及び輸送効率

化を推進する「モーダルシフト・

輸送効率化による低炭素型静脈

物流促進事業」により、海上輸送

による低炭素型静脈物流システ

ムの構築に必要な経費を 2 件の

事業に関して補助しました。【環

境省・国土交通省】 

●静脈物流に係る更なる環境負

荷低減と輸送コスト削減を目指

し、モーダルシフト・輸送効率化

による低炭素型静脈物流促進事

業を実施しています。【環境省・

国土交通省】 

●静脈物流のモーダルシフトや

輸送効率化を図る事業への支援

を実施しました。【環境省・国土

交通省】 

●静脈物流については、輸送手段

を道路輸送から相対的に環境負

荷が小さい船舶へと転換するモ

ーダルシフト及び輸送効率化を

推進するため、モーダルシフト・

輸送効率化による低炭素型静脈

物流促進事業により、海上輸送に

よる低炭素型静脈物流システム

を構築する事業を引き続き支援

していきます。 

③ 首都圏の建設発生土を

全国の港湾の用地造成等に

用いる港湾建設資源の広域

利用促進システム（スーパ

ーフェニックス）を推進す

る。 

  ●、首都圏の建設発生土を全国の

港湾の用地造成等に用いる港湾

建設資源の広域利用促進システ

ム（スーパーフェニックス）を推

進しており、小名浜港等において

建設発生土の受入れを実施しま

した。【国土交通省】 

●首都圏の建設発生土を全国の

港湾の用地造成等に用いる港湾

建設資源の広域利用促進システ

ム（スーパーフェニックス）を推

進しており、小名浜港等において

建設発生土の受入れを実施しま

した。【国土交通省】 

 ●首都圏の建設発生土を全国の

港湾の用地造成等に用いる、港湾

建設資源の広域利用促進システ

ム（スーパーフェニックス）につ

いても引き続き推進します。 

 

④ 廃棄物処理法の適正な

運用を図りつつ、静脈物流

コストの削減を図るための

取組の検討を進める。 

     ●静脈物流コストは削減の余地

があり、引き続き効率化を進める

必要があります。（環境基本計画

点検調査票） 
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６ 廃棄物の適正な処理 
（第三次循環基本計画第５章

第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施策 

（環境基本計画第４回点検に追

記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第４次環境基本計画第 4

回点検（調査票含む）に追記） 

（１）不法投棄・不適正処理対策 

① 廃棄物処理法を適切に施

行しつつ、平成 22 年に行っ

た同法改正の効果を検証し、

その結果を踏まえ、同法の改

正を検討する。 

    ●中央環境審議会循環型社会部会

に設置された廃棄物・処理制度専

門委員会において、平成 28 年５

月から、平成 22 年に改正された

廃棄物処理法の施行状況の点検を

含め、廃棄物の排出抑制や適正処

理の推進等に関する総合的な検討

を行っているところです。【環境

省】 

 

② 産業廃棄物の不法投棄・

不適正処理に関する情報を国

民から直接受け付ける不法投

棄ホットラインの運用や、産

業廃棄物の専門家の不法投棄

現場等への派遣を行い、地方

公共団体による行為者等の責

任追及の支援を行う。 

 ●不法投棄等に関する情報を

国民から直接受け付ける不法

投棄ホットラインの運用をす

るとともに、産業廃棄物の実務

や関係法令等に精通した専門

家を不法投棄等の現場へ派遣

し、不法投棄等に関与した者の

究明や責任追及方法、支障除去

の手法の検討等の助言等を行

い、都道府県等の取組を支援し

ました。【環境省】 

 

●不法投棄等の未然防止・拡大

防止対策としては、不法投棄等

に関する情報を国民から直接

受け付ける不法投棄ホットラ

インを運用するとともに、産業

廃棄物の実務や関係法令等に

精通した専門家を現場へ派遣

し、不法投棄等に関与した者の

究明や責任追及方法、支障除去

の手法の検討等の助言等を行

うことにより、都道府県等の取

組を支援しました。【環境省】 

 

●不法投棄等の未然防止・拡大

防止対策としては、不法投棄等

に関する情報を国民から直接

受け付ける不法投棄ホットラ

インを運用するとともに、産業

廃棄物の実務や関係法令等に

精通した専門家を不法投棄等

の現場へ派遣し、不法投棄等に

関与した者の究明や責任追及

方法、支障除去の手法の検討等

の助言等を行うことにより、都

道府県等の取組を支援しまし

た。【環境省】 

 ●不法投棄等の未然防止・拡

大防止対策としては、不法投

棄等に関する情報を国民から

直接受け付ける、不法投棄ホ

ットラインを運用するととも

に、産業廃棄物の実務や関係

法令等に精通した専門家を不

法投棄等の現場へ派遣し、不

法投棄等に関与した者の究明

や責任追及方法、支障除去の

手法の検討等について助言等

を行うことにより、都道府県

等の取組を支援します。 

③ 地方公共団体と連携し

て、毎年５月 30 日（ごみゼ

ロの日）から６月５日（環境

の日）までの全国ごみ不法投

棄監視ウィーク等を通じた普

及啓発活動や監視活動等を行

う。 

 ●廃棄物処理法の厳格な適用

を図るとともに、平成 19 年度

から毎年度 5 月 30 日から 6 月

5 日までを「全国ごみ不法投棄

監視ウィーク」として設定し、

国と都道府県等とが連携して、

不法投棄等の撲滅に向けた普

及啓発活動等の取組を一斉に

実施しました。【環境省・経済

産業省・国土交通省】 

●毎年 5 月 30 日（ごみゼロの

日）から 6 月 5 日（環境の日）

までを「全国ごみ不法投棄監視

ウィーク」として設定するとと

もに、国と都道府県等とが連携

して、不法投棄等の撲滅に向け

た普及啓発活動、新規及び継続

の不法投棄等の監視、海洋環境

保全等の取組を一斉に実施し

ています。【環境省・経済産業

省・国土交通省】 

●毎年 5 月 30 日（ごみゼロの

日）から 6 月 5 日（環境の日）

までを「全国ごみ不法投棄監視

ウィーク」として設定するとと

もに、国と都道府県等とが連携

して、不法投棄等の撲滅に向け

た普及啓発活動、新規及び継続

の不法投棄等の監視、海洋環境

保全等の取組を一斉に実施し

ています。【環境省・経済産業

省・国土交通省】 

 ●今後も引き続き 5 月 30 日

から 6 月 5 日までを全国ごみ

不法投棄監視ウィークとして

設定し、国と都道府県等が連

携して、不法投棄等の撲滅に

向けた普及啓発活動等の取組

を一斉に実施し、不法投棄等

の未然防止・拡大防止を推進

していきます。 

 

④ 個別の産業廃棄物の不法

投棄・不適正処理の事案に対

しては、廃棄物処理法に基づ

く基金により適切な支援を行

う。 

平成９年の廃棄物処理法改正

法の施行前に開始された産業

廃棄物の不法投棄・不適正処

理の残存事案対策は、引き続

 ●【産廃特措法】平成 9 年の改

正廃棄物処理法の施行以前の

不法投棄等が原因で生活環境

に支障等が出ている事案につ

いて、都道府県等が産廃特措法

に基づき実施する特定支障除

去等事業が着実に進むよう支

援しています。【環境省・総務

省】 

●不法投棄等の残存事案対策

として、平成 9 年の廃棄物の処

理及び清掃に関する法律の一

部を改正する法律（平成 9 年法

律第 85 号。以下「廃棄物処理

法改正法」という。）の施行（平

成 10 年 6 月 17 日）前の産業

廃棄物の不法投棄等について

は、特定産業廃棄物に起因する

●不法投棄等の残存事案対策

として、平成 9 年の廃棄物の処

理及び清掃に関する法律の一

部を改正する法律（平成 9 年法

律第 85 号。以下「廃棄物処理

法改正法」という。）の施行（平

成 10 年 6 月 17 日）前の産業

廃棄物の不法投棄等について

は、特定産業廃棄物に起因する

 ●不法投棄等の残存事案対策

としては、平成 9 年の廃棄物

の処理及び清掃に関する法律

の一部を改正する法律（平成

9 年法律第 85 号。以下「廃

棄物処理法改正法」という。）

の施行（平成 10 年 6 月 17

日）以降の産業廃棄物の不法

投棄等について、平成 27 年 9
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き、特定産業廃棄物に起因す

る支障の除去等に関する特別

措置法（平成 15 年法律第 98

号）に基づく財政支援を行う。

これらにより、産業廃棄物の

不法投棄・不適正処理事案に

ついて、円滑に対策が実施さ

れるよう、地方公共団体に対

して指導・支援を行う。 

 

 

支障の除去等に関する特別措

置法（平成 15 年法律第 98 号。

以下「産廃特措法」という。）

に基づき、平成 26 年度は 12

事案の支障除去等事業に対す

る財政支援を行いました。【環

境省】 

 

●平成 9 年の廃棄物処理法改

正法の施行以降の産業廃棄物

の不法投棄等については、廃棄

物処理法に基づく基金からの

財政支援が実施されており、平

成 26 年度は 3 事案について、

支障除去等事業に対する財政

支援を行いました。【環境省】 

 

●【産廃特措法】平成 26 年度

については、産廃特措法の規定

により環境大臣が同意した計

画に基づき実施される特定支

障除去等事業として 12 事案に

対して、同法に基づく財政支援

を行いました。【環境省・総務

省】 

 

 

支障の除去等に関する特別措

置法（平成 15 年法律第 98 号。

以下「産廃特措法」という。）

に基づき、平成 27 年度は 12

事案の支障除去等事業に対す

る財政支援を行いました。【環

境省】 

 

●平成 9 年の廃棄物処理法改

正法の施行以降の産業廃棄物

の不法投棄等については、廃棄

物処理法に基づく基金からの

財政支援が実施されており、平

成 27 年度は 4 事案について支

障除去等事業に対する財政支

援を行ったほか、平成 27 年 4

月～平成 27 年 9 月に開催され

た「支障除去等に対する支援に

関する検討会」において、平成

28 年度以降の財政支援の在り

方が取りまとめられました。

【環境省】 

 

●【産廃特措法】平成 27 年度

については、産廃特措法の規定

により環境大臣が同意した計

画に基づき実施される特定支

障除去等事業として、香川県豊

島事案等 12 事案について、同

法に基づく財政支援を行いま

した。【環境省・総務省】 

月に取りまとめられた「支障

除去等に対する支援に関する

検討会報告書」を踏まえ、同

法に基づく基金からの財政支

援を行い、不法投棄等による

支障の除去等を推進していき

ます。 

 

●【産廃特措法】平成 9 年の

廃棄物処理法改正法の施行

（平成 10 年 6 月 17 日）前

の不法投棄等が原因で生活環

境に支障等が生じている事案

について、都道府県等が実施

する特定支障除去等事業を支

援することにより、特定産業

廃棄物に起因する支障の除去

等に関する特別措置法（平成

15 年法律第 98 号）の有効期

限である平成 35 年 3 月 31

日までに支障等の除去が完了

するよう、引き続き事業の計

画的かつ着実な推進を図って

いきます。 

 

⑤ 産業廃棄物が適正に運搬

され、処理されたことを確認

するための管理票システムで

あるマニフェスト制度の電子

化の拡大に向けて、ＩＴ技術

を活用したシステム改良によ

る利便性の向上や普及啓発を

行う。 

・電子マニフェス

トの普及率 

 ●産業廃棄物が適正に運搬さ

れ、処理されたことを確認する

ための管理票システムである

電子マニフェストの普及 率

50％を目標とした、「電子マニ

フェスト普及拡大に向けたロ

ードマップ」に基づき、研修会、

操作講習会を開催したほか、ス

マートフォンやタブレットに

対応させるためのシステム改

修に着手しました。また、建設

業界での利用促進を図るため、

関係発表会、展示会等で普及啓

発を行いました。【環境省】 

 

●産業廃棄物が適正に運搬さ

れ、処理されたことを確認する

ための管理票システムである

電子マニフェストの普及率

50％を目標とした、「電子マニ

フェスト普及拡大に向けたロ

ードマップ」に基づき、研修会、

操作講習会を開催したほか、ス

マートフォンやタブレットに

対応させるためのシステム改

修を実施しました。 

【環境省】 

●【再掲】産業廃棄物の適正処理

を推進する電子マニフェストの普

及拡大を図るためのシステム改良

やキャンペーン等を実施しまし

た。【環境省】 

 

●電子マニフェストに関して

は、その普及率 50％を目標と

した、「電子マニフェスト普及

拡大に向けたロードマップ」

に基づき、電子マニフェスト

をスマートフォンやタブレッ

トにより、現場で登録できる

システムの開発を実施すると

ともに、排出事業者、行政機

関への利用促進等を図り、平

成 28 年度に普及率 50％の目

標を達成すべく普及啓発に努

めます。 

 

●今後一層、電子マニフェス

トのシステム改善・普及啓発
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に努める必要があります。（環

境基本計画点検調査票） 

⑥ 家庭等の不用品を無許可

で回収し、不適正処理・輸出

等を行う不用品回収業者、輸

出業者等の対策について、廃

棄物処理法の厳格な適用、国

民への制度周知等により、強

化する。 

  ●家庭等の不用品を無許可で

回収し、不適正処理・輸出等を

行う不用品回収業者、輸出業者

等の対策として、市区町村の許

可又は委託を受けない、無許可

の廃棄物回収は違法であると

啓発するため、各自治体の指導

事例等の情報を収集し、優良事

例を自治体間で共有し継 続

的・組織的な対応を実施するた

めに研修会を実施しました。あ

わせて、チラシ・ポスター等の

啓発ツールの活用方法等を含

め、効果的な情報発信方法につ

いて再検討する機会を設けま

した。【環境省】 

 

●違法な廃棄物回収について

のポスター・パンフレット等を

活用した注意喚起や、イベン

ト・説明会等の機会を利用した

意識啓発を行いました。【環境

省】 

 

●家庭等の不用品を無許可で

回収し、不適正処理・輸出等を

行う不用品回収業者、輸出業者

等の対策として、自治体職員の

キャパシティビルディングの

ため、「自治体職員向け違法な

廃棄物回収業者対策セミナー」

を全国 8 か所で開催しました。

【環境省】 

 

●適正な排出方法を利用する

ように呼び掛けるモデル的な

普及啓発事業を地方自治体と

連携して実施しました。【環境

省】 

 

●一般廃棄物の適正処理につ

いては、当該処理業が専ら自由

競争に委ねられるべき性格の

ものではなく、継続性と安定性

の確保が考慮されるべきとの

最高裁判所判決（平成 26 年 1

月）や、市町村が処理委託した

一般廃棄物に関する不適正処

理事案の状況を踏まえ、平成

26 年 10 月に通知を発出し、市

町村の統括的責任の所在、市町

村が策定する一般廃棄物処理

計画を踏まえた廃棄物処理法

の適正な運用について、周知徹

底を図りました。【環境省】 

●市区町村の許可又は委託を受け

ない、無許可の廃棄物回収業者対

策の事例集を作成し、自治体に共

有しました。【環境省】 

 

●全国廃棄物・リサイクル行政主

管課長会議等において平成 26 年

10 月の通知等を改めて周知し、市

町村の統括的責任の所在、市町村

が策定する一般廃棄物処理計画を

踏まえた廃棄物処理法の適正な運

用についての周知徹底を図りまし

た。【環境省】 

●家庭等の不用品を無許可で

回収し、不適正処理・輸出等

を行う不用品回収業者、輸出

業者等の対策として、引き続

き、自治体職員に対する知見

向上を図るためのセミナーを

開催します。。 

 

●違法な廃棄物回収業者やヤ

ード業者対策に取り組む自治

体によるモデル事業を実施

し、違法な廃棄物回収業者対

策を推進します。 

 

●違法な不用品回収業者につ

いては、自治体等による指

導・取締りが困難な状況であ

ることから、今後、住民の利

便性の向上や指導・取締りが

しやすい仕組みづくりを進め

る必要があります。（環境基本

計画点検本文） 

 

●全国廃棄物・リサイクル行

政主管課長会議等において平

成26年10月の通知等を改め

て周知し、市町村の統括的責

任の所在、市町村が策定する

一般廃棄物処理計画を踏まえ

た廃棄物処理法の適正な運用

についての周知徹底を図りま

す。 

⑦ 美しく豊かな自然を保護

するための海岸における良好

な景観及び環境の保全に係る

海岸漂着物等の処理等の推進

に関わる法律（平成 21 年法

律第 82 号）に基づき発生抑

制対策等の海岸漂着物対策を

行う。また、船舶の航行に支

障を来さないよう、閉鎖性海

域において、海面に浮遊する

漂流ごみ等の回収を行う。 

船舶等から流出した油や有害

液体物質については、海洋汚

  ●美しく豊かな自然を保護す

るための海岸における良好な

景観及び環境の保全に係る海

岸漂着物等の処理等の推進に

関わる法律（平成 21 年法律第

82 号）に基づく、海岸漂着物

対策として、32 の都道府県に

おいて、地域環境保全対策費補

助金（海岸漂着物地域対策推進

事業。平成 25・26 年で総額約

100 億円）を活用し、地域計画

の策定、海岸漂着物等の回収・

処理、発生抑制対策等に取り組

●美しく豊かな自然を保護す

るための海岸における良好な

景観及び環境の保全に係る海

岸漂着物等の処理等の推進に

関する法律（平成 21 年法律第

82 号）に基づき、全国の地方

自治体が実施する海洋ごみの

回収・処理、発生抑制対策事業

への補助金による支援を実施

しました。【環境省】 

 

●海岸や沿岸、沖合海域におけ

る海洋ごみの組成や分布密度

●美しく豊かな自然を保護するた

めの海岸における良好な景観及び

環境の保全に係る海岸漂着物等の

処理等の推進に関する法律（平成

21 年法律第 82 号）に基づき、全

国の地方自治体が実施する海洋ご

みの回収・処理、発生抑制対策事

業への補助金による支援を実施し

ました。【環境省】 

 

●海岸や沿岸、沖合海域における

海洋ごみの組成や分布密度等を定

量的に把握するため、モニタリン

●海洋ごみ（漂流・漂着・海

底ごみ）問題に対しては、美

しく豊かな自然を保護するた

めの海岸における良好な景観

及び環境の保全に係る海岸漂

着物等の処理等の推進に関す

る法律（平成 21 年法律第 82

号）に基づき、全国の地方自

治体が実施する海洋ごみの回

収・処理、発生抑制対策事業

への補助金による支援を実施

します。 
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染等及び海上災害の防止に関

する法律（昭和 45 年法律第

136 号）等に基づき、防除措

置等の適切な実施を図る。 

みました。【環境省】 

 

●海岸漂着物等の組成や量、生

態系への影響等実態を把握す

るための現地調査を実施する

とともに、原因究明、発生源対

策のための調査を実施しまし

た。さらに、国際的な協議の場

等を通じ、関係国と海岸漂着物

の削減に向けた取組を実施し

ています。【環境省】 

 

●海岸漂着ごみについては、洪

水、台風、海外からの漂着等に

より広範囲にわたり堆積し、海

岸保全施設の機能を阻害する

こととなる海岸漂着ごみや流

木等を処理する場合に、「災害

関連緊急大規模漂着流木等処

理対策事業」による支援を行う

こととしています。【環境省】 

 

●船舶の航行に支障を来たさ

ないよう、東京湾、伊勢湾、瀬

戸内海、有明・八代海の閉鎖性

海域での漂流ゴミの回収を行

うとともに、海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律（平

成 45 年法律第 136 号。以下「海

洋汚染防止法」という。）等に

のっとり、船舶の事故等により

発生した浮遊油について、油回

収装置及び航走拡散等により

油の防除を行っています。【国

土交通省】 

 

●油及び有害液体物質の流出

への対処能力強化を推進する

ため、資機材の整備、現場職員

の訓練及び研修を実施したほ

か、関係機関との合同訓練を実

施する等、連携強化を図り、迅

速かつ的確な対処に努めてい

ます。【国土交通省】 

 

等を定量的に把握するため、モ

ニタリングを実施しました。近

年、生態系を含めた海洋環境へ

与える影響が懸念されている

マイクロプラスチックについ

ても、日本近海において環境省

が調査を実施すると共に、「環

境研究総合推進費」による調査

研究として、日本から南極まで

の海洋中において分布状況等

の調査を進めました。さらに、

国際的な協議の場等を通じ、関

係国と海岸漂着物の削減に向

けた取組について情報共有を

実施しました。【環境省】 

 

●海岸漂着ごみについては、洪

水、台風、海外からの漂着等に

より広範囲にわたり堆積し、海

岸保全施設の機能を阻害する

こととなる海岸漂着ごみや流

木等を処理する場合に、災害関

連緊急大規模漂着流木等処理

対策事業による支援を行うこ

ととしています。【環境省】 

 

●船舶の航行に支障を来さな

いよう、東京湾、伊勢湾、瀬戸

内海、有明・八代海の閉鎖性海

域での漂流ごみの回収を行う

とともに、海洋汚染等及び海上

災害の防止に関する法律（平成

45 年法律第 136 号。以下「海

洋汚染等防止法」という。）等

にのっとり、船舶の事故等によ

り発生した浮流油について、油

回収装置及び航走拡散等によ

り油の防除を行っています。

【国土交通省】 

 

●油及び有害液体物質の流出

への対処能力強化を推進する

ため、資機材の整備、現場職員

の訓練及び研修を実施したほ

か、関係機関との合同訓練を実

施するなど、連携強化を図り、

迅速かつ的確な対処に努めて

グを実施しました。近年、生態系

を含めた海洋環境へ与える影響が

懸念されているマイクロプラスチ

ックについても、日本近海におい

て環境省が調査を実施すると共

に、「環境研究総合推進費」による

調査研究として、日本から南極ま

での海洋中において分布状況等の

調査を進めました。さらに、国際

的な協議の場等を通じ、関係国と

海岸漂着物の削減に向けた取組に

ついて情報共有を実施しました。

【環境省】 

●海岸や沿岸、沖合海域にお

ける海洋ごみの組成や分布密

度等を定量的に把握するため

に、モニタリングを実施しま

す。近年、生態系を含めた海

洋環境へ与える影響が懸念さ

れているマイクロプラスチッ

クについても、日本海周辺や

日本から南極までの海洋中に

おける分布状況の調査や、マ

イクロプラスチックに吸着し

ている PCB 等の有害化学物

質の量を把握するための調査

を進めます。 

 

●海洋ごみ対策を総合的かつ

効果的に推進するため、法に

基づく海岸漂着物対策推進会

議や、２国間及び多国間の枠

組みなど国際的な協議の場等

を通じて、引き続き、関係者

間での連携強化に努めます。 

 

●関係省庁や地方公共団体、

各種ボランティア団体が連携

協力し、「全国ごみ不法投棄監

視ウィーク」等を通じた不法

投棄等の監視や啓発活動、海

洋環境保全指導を推進しま

す。洪水、台風、海外からの

漂着等により、広範囲にわた

り堆積し、海岸保全施設の機

能を阻害することとなる海岸

漂着ごみや流木等について

は、それらを処理するため、

引き続き災害関連緊急大規模

漂着流木等処理対策事業によ

る支援を行います。 

 

●船舶との関係では、その航

行に支障を来さないよう、閉

鎖性海域において、海面に浮

遊する漂流ごみ等の回収を行

うとともに、船舶等から流出

した油や有害液体物質につい

ては、海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律（昭和
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います。【国土交通省】 45 年法律第 136 号）等に基

づき、防除措置等の適切な実

施を図ります。 

 

●油及び有害液体物質の流出

への対処能力強化を推進する

ため、資機材の整備、現場職

員の訓練及び研修を実施し、

さらには関係機関との合同訓

練を実施するなど、連携強化

を図り、迅速かつ的確な対処

に努めていきます。 

⑧ 環境に配慮した先進的な

シップリサイクルシステムを

構築し、国内における執行体

制整備を図る。また、使用済

ＦＲＰ船について、リサイク

ルの必要性や、事業者団体が

運営するリサイクルシステム

の周知・啓発を行う。 

 ●FRP（繊維強化プラスチッ

ク）船については、平成 17 年

11 月から国土交通省が確立し

たリサイクル技術を踏まえ、社

団法人日本舟艇工業会（現 一

般社団法人日本マリン事業協

会）が廃棄物処理法に基づく広

域認定制度を活用して「FRP 船

リサイクルシステム」の段階的

な構築及び運用に取り組んで

いるため、同システムの普及啓

発及び事業評価などによる支

援及び協力を実施しました。

【国土交通省】 

 

●2009 年の船舶の安全かつ環

境上適正な再生利用のための

香港国際条約（仮称）（シップ

リサイクル条約）が要求する労

働安全衛生に係る要件につき、

我が国法令の対応状況と船舶

解撤事業者の対応状況につい

て調査を行いました。【国土交

通省】 

 

●廃棄物処理法に基づく広域

認定制度を活用した「FRP（繊

維強化プラスチック）船リサイ

クルシステム」を適正に運用し

ています。また、全国ブロック

ごとに地方運輸局、地方整備

局、都道府県等で組織する地方

廃船処理協議会を開催し、不法

投棄された廃 FRP 船対策や

FRP 船リサイクルの促進を図

るために、情報提供及び意見交

換等を実施しました。【国土交

通省】 

●2009 年の船舶の安全かつ環

境上適正な再生利用のための

香港国際条約（仮称）（シップ

リサイクル条約）の早期発効に

向けて、主要解体国であるイン

ドへ条約の締結を促す取組、日

本の条約締結に向けた国内法

制化の検討等を行いました。

【国土交通省】 

 

●廃棄物処理法に基づく広域

認定制度を活用した「FRP（繊

維強化プラスチック）船リサイ

クルシステム」を適正に運用し

ています。また、全国ブロック

ごとに地方運輸局、地方整備

局、都道府県等で組織する地方

廃船処理協議会を開催し、不法

投棄された廃 FRP 船対策や

FRP 船リサイクルの促進を図

るために、情報提供及び意見交

換等を実施しました。【国土交

通省】 

 ●2009 年の船舶の安全かつ

環境上適正な再生利用のため

の香港国際条約（仮称）（シッ

プリサイクル条約）の発効に

向け、国内法制化の検討を進

めます。条約の発効には主要

解体国の締結が必要であるた

め、世界最大の船舶解体国で

あるインドが条約を締結でき

るようリサイクル施設改善に

向けた支援等の取組も引き続

き進めていきます。 

 

●全国ブロックごとに地方運

輸局、地方整備局、都道府県

等で組織する地方廃船処理協

議会を開催し、不法投棄され

た廃繊維強化プラスチック

（FRP）船対策や FRP 船リサ

イクルの促進を図るために情

報提供及び意見交換等を実施

します。 

 

（２）最終処分場の確保等 

① 一般廃棄物の最終処分場

については、残余容量の予測

を行いつつ、引き続き必要と

なる最終処分場を継続的に確

保する。 

  また、最終処分場に埋め

立てた廃棄物を有効活用・減

量化するための取組を支援す

る。 

・最終処分場残余

容量 

 

●近畿圏においては、広域臨海

環境整備センター法（昭和 56

年法律第 76 号）に基づき大阪

湾フェニックス計画が推進さ

れており、尼崎沖処分場、泉大

津沖処分場、神戸沖処分場、平

成 21 年 10 月からは大阪沖処

分場において近畿2府4県内の

168 市町村（平成 26 年 4 月 1

日現在）から排出される廃棄物

を受け入れています。【環境

●廃棄物処理施設整備計画（平

成 25 年５月閣議決定）におい

て、一般廃棄物最終処分場の残

余年数を 20 年分（平成 29 年

度）とする重点目標を定め、さ

らに、最終処分場の設置又は改

造、既埋立物の減容化等による

一般廃棄物の最終処分場の整

備を、引き続き循環型社会形成

推進交付金の交付対象事業と

しました。【環境省】 

●一般廃棄物の最終処分に関

しては、ごみのリサイクルや減

量化を推進した上でなお残る

廃棄物を適切に処分するため、

最終処分場の設置又は改造、既

埋立物の減容化等による一般

廃棄物の最終処分場の整備を、

引き続き循環型社会形成推進

交付金の交付対象事業としま

した。【環境省】 

 

●一般廃棄物の最終処分に関して

は、ごみのリサイクルや減量化を

推進した上でなお残る廃棄物を適

切に処分するため、最終処分場の

設置又は改造、既埋立物の減容化

等による一般廃棄物の最終処分場

の整備について、引き続き循環型

社会形成推進交付金の対象事業と

しました。【環境省】 

 

●一般廃棄物の最終処分場に

関しては、ごみのリサイクル

や減量化を推進した上でなお

残る廃棄物を適切に処分する

ため、最終処分場の設置又は

改造、既埋立物の減容化等に

よる一般廃棄物の最終処分場

の整備を循環型社会形成推進

交付金等の交付対象事業に引

き続きするとともに、必要に

応じて、交付対象事業の見直
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省・国土交通省】 

 

 し等を検討します。 

 

●廃棄物処理施設や最終処分

場の設置等は、循環型社会形

成や巨大災害対応に必要不可

欠な施設であり、今後一層、

循環型社会形成推進交付金等

や廃棄物処理センター指定、

産業廃棄物の処理に係る特定

施設の整備の促進に関する法

律に基づく特定施設の認定等

で支援を行う必要がありま

す。（環境基本計画点検調査

票） 

② 産業廃棄物の最終処分場

については、民間事業者によ

る整備を基本としつつ、産業

廃棄物の適正処理を確保する

ために必要がある場合には、

廃棄物処理センター等の公共

関与による施設整備を促進す

る。 

  ●産業廃棄物の最終処分に関

しても、産業廃棄物処理施設の

モデル的整備事業の補助制度

により、廃棄物処理センターが

管理型最終処分場を整備する 3

事業に対して補助することで、

公共関与型産業廃棄物処理施

設の整備を促進し、産業廃棄物

の適正な処理の確保を図りま

した。【環境省】 

 

●産業廃棄物の最終処分に関

しても、産業廃棄物処理施設の

モデル的整備事業の補助制度

により、平成 27 年度は、廃棄

物処理センターが管理型最終

処分場を整備する 2 事業に対

して支援することで、公共関与

型産業廃棄物処理施設の整備

を促進し、産業廃棄物の適正な

処理の確保を図りました。【環

境省】 

 

●産業廃棄物処理施設のモデル的

整備を実施し、公共が関与して行

う産業廃棄物処理施設の一層の整

備を促進しました（モデル事業実

施数：平成 26 年度 3 事業、平成

27 年度 2 事業）。【環境省】 

 

●産業廃棄物の最終処分場等

に関しても、施設整備のため、

引き続き申請に応じて廃棄物

処理法に基づく廃棄物処理セ

ンターの指定を行います。あ

わせて、民間を含め優良な処

理施設の整備を更に支援する

ため、産業廃棄物の処理に係

る特定施設の整備の促進に関

する法律（平成 4 年法律第 62

号）に基づく特定施設の認定

を行います。 

 

●産業廃棄物の適正処理を確

保するために必要がある場合

には、廃棄物処理センター等

が行う、公共関与型産業廃棄

物処理施設の整備を対象とし

た補助事業である、産業廃棄

物処理施設のモデル的整備事

業により、公共が関与して行

う産業廃棄物処理施設につい

て、整備促進を図ります。 

③ 港湾の整備に伴う浚渫土

砂や循環利用できない廃棄物

を最終的に処分する海面処分

場について、港湾の秩序ある

整備と整合を取りつつ、計画

的に整備する。 

 ●港湾における廃棄物処理対

策として、平成 25 年度は、18

港において廃棄物埋立護岸の

整備に対する補助を実施しま

した。【国土交通省】 

 

●建設資源のリサイクルを促

進するため、首都圏の建設発生

土を全国の港湾建設資源とし

て広域的に有効活用するプロ

●海面処分場に関しては、港湾

整備により発生する浚渫土砂

や内陸部での最終処分場の確

保が困難な廃棄物を受け入れ

るために、事業の優先順位を踏

まえ、東京港等で海面処分場を

計画的に整備しました。海面処

分場の廃止に関する情報につ

いては、廃棄物処理法並びに一

般廃棄物の最終処分情報及び

●同時に海面処分場に関して

は、港湾整備により発生する浚

渫土砂や内陸部での最終処分

場の確保が困難な廃棄物を受

け入れるために、事業の優先順

位を踏まえ、東京港等で海面処

分場を計画的に整備しました。

海面処分場の廃止に関する情

報については、廃棄物処理法並

びに一般廃棄物の最終処分情

●港湾整備に伴う浚渫土砂や内陸

部での最終処分場の確保が困難な

廃棄物を受け入れるために、事業

の優先順位を踏まえ、東京湾等で

海面処分場を計画的に整備しまし

た。【国土交通省】 

●港湾の整備に伴う浚渫土砂

や循環利用できない廃棄物を

最終的に処分する海面処分場

についても、港湾の秩序ある

整備と整合を取りつつ、引き

続き計画的に整備します。 

 

●港湾の秩序ある整備と整合

を取りつつ、引き続き計画的

に整備する必要があります。
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ジェクト（いわゆるスーパーフ

ェニックス計画）を平成 6 年度

に開始し、平成 25 年度は小名

浜港及び相馬港において建設

発生土の受入れを実施しまし

た。【国土交通省】 

 

産業廃棄物の最終処分場に係

る技術上の基準を定める省令

等、現行法に基づいて整理した

上で、海面処分場の廃止の考え

方としてまとめました。また、

海面処分場の廃止に関する技

術的な情報を広く周知するこ

とは有用であると考えられる

ため、技術情報集として、これ

を取りまとめました。【環境

省・国土交通省】 

報及び産業廃棄物の最終処分

場に係る技術上の基準を定め

る省令等、現行法に基づいて整

理した上で、海面処分場の廃止

等の基本的な考え方としてま

とめました。また、海面処分場

の廃止に関する技術的な情報

を広く周知することは有用で

あると考えられるため、技術情

報集として、これを取りまとめ

ました。【環境省・国土交通省】 

（環境基本計画点検調査票） 

 

④ 陸上で発生する廃棄物及

び船舶等から発生する廃油に

ついては、海洋投入処分が原

則禁止されていることを踏ま

え、海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律に基づく

廃棄物の海洋投入処分に係る

許可制度を適切に運用し、海

洋投入処分量の削減を図ると

ともに適切に廃油を受け入れ

る施設を確保する。 

  ●廃棄物の海洋投棄処分を原

則禁止した、「1972 年の廃棄物

その他の物の投棄による海洋

汚染の防止に関する条約 の

1996 年の議定書」にのっとり

改正された、海洋汚染防止法に

基づき、平成 19 年度 4 月から

導入された廃棄物の海洋投入

処分に係る許可制度の適切な

運用により、海洋投入処分量の

より一層の削減に取り組みま

した。【環境省】 

 

●船舶等から発生する廃油に

ついても同様に海洋投入処分

が原則禁止されていることを

踏まえ、廃油処理事業を行おう

とする者に対し、事業計画及び

当該事業者の事業遂行能力等

について、引き続き適正な審査

を実施しました。【国土交通省】 

●「1972 年の廃棄物その他の

物の投棄による海洋汚染の防

止に関する条約の1996年の議

定書」を担保する海洋汚染等防

止法において、廃棄物の海洋投

入処分を原則禁止とし、平成

19 年 4 月から廃棄物の海洋投

入処分に係る許可制度を導入

しました。当該許可制度の適切

な運用による海洋投入処分量

のより一層の削減に取り組み

ました。【環境省】 

 

●船舶等から発生する廃油に

ついても同様に海洋投入処分

が原則禁止されていることを

踏まえ、廃油処理事業を行おう

とする者に対し、事業計画及び

当該事業者の事業遂行能力等

について、引き続き適正な審査

を実施しました。【国土交通省】 

 ●海洋投入処分量のより一層

の削減に向けた方策の検討を

行います。また、船舶等から

発生する廃油についても、海

洋投入処分が原則禁止されて

いることを踏まえ、適切に廃

油を受け入れる施設を引き続

き確保します。 
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７ 各個別法の対応 
（第三次循環基本計画第５章

第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施策 

（環境基本計画第４回点検に追

記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第４次環境基本計画第 4

回点検（調査票含む）に追記） 

（１）廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

平成 22 年の廃棄物処理法改

正を踏まえ、その適切かつ着

実な施行に努める。 

当該改正は、廃棄物処理法令

における規制の在り方につい

て、平成 20 年以降、１年以

上にわたり、中央環境審議会

において関係者との議論を行

った結果に基づくものであ

り、産業廃棄物収集運搬業許

可の合理化、廃棄物を輸入で

きる者の拡充、熱回収認定制

度の創出、欠格要件の見直し、

罰則の強化等の事項が措置さ

れた。 

改正法の施行状況を踏まえつ

つ、今後とも、適正処理の確

保のために必要な対策を講ず

る。 

・目標達成状況 ●平成 12 年度に創設された産

業廃棄物処理施設のモデル的

整備事業に対する補助制度に

より、公共が関与して行う産業

廃棄物処理施設の一層の整備

促進を図りました。【環境省】 

 

●最終処分場の確保が特に困

難となっている大都市圏のう

ち、近畿圏においては、大阪湾

広域臨海環境整備センターが

行う広域処理場整備の促進及

び埋立ての円滑な実施を図り

ました。【環境省】 

 

●廃棄物処理法により、国内処

理の原則の下、廃棄物の輸出の

場合の環境大臣の確認、廃棄物

の輸入の場合の環境大臣の許

可等、廃棄物の輸出入について

も必要な規制が行われていま

す。【環境省】 

 

●排出事業者が優良な処理業

者を選択できる条件を整備し、

産業廃棄物処理業の優良化を

推進するための事業を行って

います。【環境省】 

 

●電子マニフェストについて

は、事務処理の効率化、コンプ

ライアンスの向上、偽造の防止

などの多くのメリットがある

ことから、平成 25 年 10 月に

「電子マニフェスト普及拡大

に向けたロードマップ」を策定

し、その普及・促進に向けて計

画的・総合的に取り組んでいま

す（平成 25 年度末の普及率

32％）。【環境省】 

 

●産業廃棄物処理業の優良化

の推進を目的とした優良産廃

処理業者認定制度の適切な運

用を図りました。また、排出事

業者による適正な処理を確保

するため、建設工事に伴い生ず

る廃棄物については、元請業者

に処理責任を一元化する等の

施策を講じました。【環境省】 

 

●平成 27 年 3 月に、災害廃棄

物の適正処理を円滑かつ迅速

に行うため、平時からの備えを

基本方針や廃棄物処理計画に

記載することなどを内容とす

る、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律及び災害対策基本法

の一部を改正する法律案を国

会に提出しました。【環境省】 

 

●廃棄物処理法第5条の2に規

定されている「廃棄物の減量そ

の他その適正な処理に関する

施策の総合的かつ計画的な推

進を図るための基本的な方針」

において、平成 27 年度を目標

年度とし、一般廃棄物について

は排出量を約 4,800 万トン、

再生利用量を約 1,200 万トン、

最終処分量を約 500 万トン、

産業廃棄物については、排出量

を約 4 億 2,400 万トン、再生

利用量を約 2 億 2,500 万トン、

最終処分量を約 1,800 万トン

にするという目標をそれぞれ

定めています。【環境省】 

 

●廃棄物処理法第5条の3に規

定されている「廃棄物処理施設

整備計画」では、平成 29 年度

を目標年度とし、ごみのリサイ

クル率を 26％、一般廃棄物最

●産業廃棄物処理業の優良化

の推進を目的とした優良産廃

処理業者認定制度の適切な運

用を図りました。また、排出事

業者による適正な処理を確保

するため、建設工事に伴い生ず

る廃棄物については、元請業者

に処理責任を一元化するなど

の施策を講じました。【環境省】 

 

●災害廃棄物の適正処理を円

滑かつ迅速に行うため、廃棄物

処理法及び災害対策基本法の

一部が改正（平成 27 年 7 月 17

日公布。同年 8 月 6 日施行）さ

れ、平時からの備えを基本方針

や廃棄物処理計画に記載する

ことなどが定められました。

【環境省】 

 

●廃棄物処理法第5条の2に規

定されている「廃棄物の減量そ

の他その適正な処理に関する

施策の総合的かつ計画的な推

進を図るための基本的な方針」

については、平成 28 年 1 月に

変更を行い、新たな基本方針に

おいては、平成 32 年度を目標

年度とし、一般廃棄物について

は排出量を約 4,000 万トン、

再生利用量を約 1,100 万トン、

最終処分量を約 400 万トン、

産業廃棄物については、排出量

を約 3 億 9,000 万トン、再生

利用量を約 2 億 1,840 万トン、

最終処分量を約 1,300 万トン

にするという目標をそれぞれ

定めています。【環境省】 

 

●廃棄物処理法第5条の3に規

定されている「廃棄物処理施設

整備計画」（平成 25 年 5 月閣

 ●優良産廃処理業者認定制

度、広域認定制度を引き続き

運用し、廃棄物処理法に基づ

いた廃棄物の適正な処理に努

めます。 

 

●平成 28 年 4 月で平成 22

年の廃棄物処理法の改正法の

施行から 5 年が経過すること

を踏まえ、当該改正の施行状

況を勘案し、廃棄物処理法の

規定について検討を行いま

す。 
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終処分場の残余年数について

は平成 24 年度水準維持（約 20

年分）、浄化槽処理人口普及率

を 12％にするという目標を定

めています。【環境省】 

議決定）では、平成 29 年度を

目標年度とし、ごみのリサイク

ル率を 26％、一般廃棄物最終

処分場の残余年数については

平成 24 年度水準維持（約 20

年分）、浄化槽処理人口普及率

を 12％にするという目標を定

めています。【環境省】 

（２）資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律） 

平成 15 年には、家庭から排

出される使用済パソコンや小

型二次電池の回収体制に整備

を行い、また、平成 18 年に

は家電・パソコンに含有され

る物質に関する情報提供の義

務化の措置を講ずるなど、再

生資源・再生部品の利用を促

進してきた。このような取組

を踏まえ、３Ｒの更なる促進

に努める。 

・目標達成状況 ●平成 20 年 1 月に、産業構造

審議会環境部会廃棄物処理・リ

サイクル小委員会基本政策ワ

ーキンググループにおいて、今

後の循環型社会の構築に向け

た新たな 3R 政策のビジョンが

提言されたことを受け、各種資

源投入量のさらなる低減施策

に取り組んでいます。【経済産

業省・環境省】 

 

●製品のサプライチェーン全

体の資源投入量低減を図るた

め、平成 20 年度は 20 件、平

成 21 年度は 30 件、平成 22 年

度は 8 件のサプライチェーン

を構成する企業チームを選定

し、マテリアルフローコスト会 

計や環境配慮設計を通じた省

資源型ものづくりの優良事例

創出を図りました。【経済産業

省・環境省】 

●平成 26 年度は、施行状況調

査を実施し、指定業種、製品ご

との取組状況等を把握しまし

た。また、有識者等からなる第

三者委員会において、最近の製

品や副産物の動向等を踏まえ、

判断基準省令等の在り方につ

いて検討しました。【経済産業

省・環境省】 

●平成 27 年度は、施行状況調

査を実施し、指定業種、製品ご

との取組状況等を把握しまし

た。また、この調査結果を踏ま

え、有識者等からなる検討会に

おいて、今後の資源有効利用の

取組の方向について検討しま

した。【経済産業省・環境省】 

 

 ●最近の資源有効利用に係る

取組状況等を踏まえ、今後の

資源有効利用の取組の方向に

ついて検討を行います。 

 

●引き続き、個別リサイクル

法について必要な評価・見直

しを実施する必要がありま

す。（環境基本計画点検調査

票） 

 

●リサイクル法の対象外とな

っているものについて、その

実態把握を進めるとともに、

活用を図る観点からの検討を

進める必要があります。（環境

基本計画点検調査票） 

 

（３）容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律） 

平成 18 年度の容器包装リサ

イクル法の改正では、容器包

装多量利用事業者による定期

報告制度や市町村への資金拠

出制度の創設等の措置が講じ

られ、容器包装廃棄物の排出

抑制の促進や再商品化の合理

化等の取組が進められてき

た。 

 平成 25 年 4 月には改正容

器包装リサイクル法の完全施

行から５年が経過し、同法の

附則に基づき法に検討を加え

るべき時期が到来したことか

ら、施行状況の点検作業を行

・目標達成状況 ●環境省では、容器包装廃棄物

の 3R の中でも、特に 2R（リ

デュース、リユース）に重点を

置き、取組を推進してきまし

た。例えば、容器包装リサイク

ル法に基づき委嘱した容器包

装廃棄物排出抑制推進員（愛

称：3R 推進マイスター）によ

る消費者等への普及啓発のほ

か、使い捨て飲料容器の削減を

目指した「マイボトル・マイカ

ップキャンペーン」を平成 22

年 6 月から実施し、地方公共団

体や各種団体、企業と連携のも

と、イベントでの普及活動等を

●平成 25 年度から引き続き、

中央環境審議会と産業構造審

議会の合同会合における施行

状況の点検等を進めました。平

成 26 年 3 月の論点整理を踏ま

え、個別論点に係る議論を行い

ました。【環境省・経済産業省、

財務省・厚生労働省・農林水産

省】 

●平成 28 年 3 月の中央環境審

議会と産業構造審議会の第 17

回合同会合で容器包装リサイ

クル制度の施行状況の評価・検

討に関する報告書(案)を取り

まとめました。【環境省・経済

産業省、財務省・厚生労働省・

農林水産省】 

●容器包装リサイクル法につい

て、平成２８年５月の中央環境審

議会と産業構造審議会の第１８回

合同会合で取りまとめた「容器包

装リサイクル制度の施行状況の評

価・検討に関する報告書」におい

て、関係主体が連携した消費者に

対する情報発信や、再生材の質を

重視した入札制度の見直し等が提

言されました。また、考えられる

施策の例として、国全体としての

目標設定について検討を開始すべ

きであり、そのため、まずは容器

包装全体のフローを整理した上

で、目標設定に向けてどのような

●容器包装に係る分別収集及

び再商品化の促進等に関する

法律（平成7年法律第112号）

については、中央環境審議会

及び産業構造審議会の合同会

合において取りまとめられた

容器包装リサイクル制度の施

行状況の評価・検討に関する

報告書を踏まえ、環境負荷低

減と社会全体のコストの低

減、容器包装のライフサイク

ル全体を通じた 3R による資

源の効率的な利用を推進して

いきます。 
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い、その結果に基づいて必要

な措置を講ずる。 

行っています。また、平成 22

年度から「我が国におけるびん

リユースシステムの在り方に

関する検討会」を立ち上げ、び

んリユースシステムの維持・拡

大を図るための方策について

検討を進めています。【環境省】 

 

●平成 26 年度グリーン購入法

基本方針においては、新たな特

定調達品目として「会議運営」

が追加され、会議で提供される

飲料容器についてリターナブ

ル容器の使用を「配慮事項」と

して定めました。【環境省】 

 

●他リサイクル分野において

も、ペットボトルの国内循環を

推進するための調査や、プラス

チック製容器包装の材料リサ

イクル手法による再商品化製

品の品質向上のための調査等、

3R の取組に資する制度構築に

向けた検討を行いました。【環

境省・経済産業省】 

 

●平成 25 年 4 月に前回の改正

法施行から 5 年が経過したこ

とを受け、同年 9 月から、産業

構造審議会及び中央環境審議

会において改正法附則に基づ

く制度の点検作業を行ってい

ます。【環境省・経済産業省、

財務省・厚生労働省・農林水産

省】 

指標が適当かの検討を進めるべき

であるとされました。【環境省・経

済産業省、財務省・厚生労働省・

農林水産省】 

●再商品化については、優良

な事業者がよりポテンシャル

を伸ばせるよう、制度の見直

しによる再商品化製品の質の

向上、再生樹脂の規格化・標

準化等の必要な措置を講じて

いきます。 

 

●【再掲】引き続き、個別リ

サイクル法について必要な評

価・見直しを実施する必要が

あります。（環境基本計画点検

調査票） 

 

●【再掲】リサイクル法の対

象外となっているものについ

て、その実態把握を進めると

ともに、活用を図る観点から

の検討を進める必要がありま

す。（環境基本計画点検調査

票） 

（４）家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法） 

平成 13 年の法施行から５年

が経過した平成 18 年から、

中央環境審議会と産業構造審

議会の合同会合において、施

行状況の評価・検討が行われ、

平成 20 年 2 月にその結果が

とりまとめられた。これを受

け、液晶テレビ等の対象品目

の追加、再商品化基準の強化、

リサイクル料金の低減化、指

定引取場所の共有化、不法投

・目標達成状況 ●平成 24 年 3 月 19 日、環 

境省から地方自治体宛てに不

用品回収業者が取り扱う使用

済み家電製品について通知

（「使用済家電製品の廃棄物該

当性の判断について」）を発出

しました。この通知によって、

中古品として市場価値のない

ものや、中古品としての扱いが

なされていないものについて

は金銭の授受に関係なく「廃棄

●平成 25 年 5 月から平成 26

年 7 月まで、中央環境審議会・

産業構造審議会合同会合にお

いて家電リサイクル制度の見

直しについて審議を行い、パブ

リックコメントを経て平成 26

年 10 月に報告書を取りまとめ

ました。【環境省・経済産業省】 

 

●平成 26 年 10 月に取りまと

められた同法の報告書を踏ま

え、家電リサイクル法第 22 条

第 1 項に定める再商品化率の

基準を改正し、平成 27 年度か

らは、エアコンが 80％、ブラ

ウン管テレビが 55％、液晶

式・プラズマ式テレビが 74％、

冷蔵庫・冷凍庫が 70％、洗濯

機・衣類乾燥機が 82％となっ

ています。さらに、社会全体で

●家電リサイクル法について、中

央環境審議会と産業構造審議会の

合同会合における「家電リサイク

ル制度の施行状況の評価・検討に

関する報告書」（平成 26 年 10 月）

及び平成 27 年１月の合同会合で

の議論を踏まえ、改正された家電

リサイクル法の基本方針に定めら

れた廃家電の回収率目標（平成 30

年度までに 56％以上）を達成する

ために、関係主体が取り組むべき

●家電リサイクル制度の円滑

な施行に向け、中央環境審議

会・産業構造審議会合同会合

において取りまとめられた、

家電リサイクル制度の施行状

況の評価・検討に関する報告

書の内容を踏まえ、回収率目

標を達成するための取組を具

体化したアクションプランに

基づき取組を進めます。 
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棄等の支援などが実施され

た。  

 また、当該検討結果におい

ては、５年後を目途に制度検

討を再度行うことが適当とし

ているため、制度の施行状況

の点検作業を行い、その結果

に基づいて必要な措置を講ず

る。 

物」であるということが明確化

されました。また、不用品回収

業者、ヤード業者や輸出業者が

テレビやエアコンなどをフロ

ン回収や飛散流出措置をとら

ずに分解・破壊をしていた場合

は、廃棄物を扱っていると判断

されることが明確化されまし

た。【環境省・経済産業省】 

 

●平成 25 年 5 月から、中央環

境審議会・産業構造審議会の合

同会合において平成 20 年 2 月

に取りまとめられた「家電リサ

イクル制度の施行状況の評

価・検討に関する報告書」に基

づく制度の評価・検討を行って

います。【環境省・経済産業省】 

適正なリサイクルを推進して

いくため、平成 27 年 3 月に特

定家庭用機器廃棄物の回収率

目標（平成 30 年度までに特定

家庭用機器の出荷台数に対す

る適正に回収・リサイクルされ

た台数の割合を 56％以上とす

る）を基本方針に規定しまし

た。【環境省・経済産業省】 

 

項目を定めたアクションプラン

(平成 28 年 3 月策定)に基づく取

組を実施しています。【環境省・経

済産業省】 

 

●【再掲】引き続き、個別リ

サイクル法について必要な評

価・見直しを実施する必要が

あります。（環境基本計画点検

調査票） 

 

●【再掲】リサイクル法の対

象外となっているものについ

て、その実態把握を進めると

ともに、活用を図る観点から

の検討を進める必要がありま

す。（環境基本計画点検調査

票） 

（５）小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律） 

 使用済小型電子機器等に利

用されている金属その他の有

用なものの相当部分が回収さ

れずに廃棄されている状況に

鑑み、使用済小型電子機器等

の再資源化を促進するための

措置を講ずる事により、廃棄

物の適正な処理及び資源の有

効な利用の確保を図るため、

小型家電リサイクル法が、平

成 24 年 8 月に公布され、25

年 4 月から施行された。 

 本制度の円滑な施行のため

には、多数の市町村の参加と、

認定事業者の安定した事業の

継続が重要である。このため、

既存の取組ともあいまってで

きるだけ多くの小型電子機器

等の回収と有効利用がなされ

るよう、制度に参加する市町

村や認定事業者に対して支援

を行い、新規かつ効果的なリ

サイクル制度としての定着を

図る。 

・目標達成状況 ●使用済小型電子機器等の再

資源化の促進に関する法律は、

平成 25 年 4 月 1 日に施行され

ました。【環境省・経済産業省】 

 

●本制度により、使用済小型電

子機器等の収集及びレアメ 

タルを含む有用金属の回収が

促進されていきます。【環境

省・経済産業省】 

●市町村の取組状況について

は、平成 26 年度に環境省が実

施した市町村アンケート で

754 市町村（全市町村の約

43％）が「実施中」と回答しま

した（平成26年4月1日時点）。

また、環境省で市町村における

小型家電の回収体制の構築を

支援すること等を目的に、平成

24 年度から実施している「使

用済小型電気電子機器リサイ

クルシステム構築実証事業」に

ついて、平成 26 年度までに

400 近い市町村が参加しまし

た。【環境省・経済産業省】 

 

●環境イベント等を通じて、小

型家電リサイクル制度の周知

を図るとともにパンフレット

を各方面に配布しました。【環

境省・経済産業省】 

 

●これまでの実証事業の結果

や自治体・事業者の取組事例か

ら優良事例や課題等を整理す

るとともに、これらの情報提供

を目的とした「小型家電リサイ

クル市町村向け説明会及び事

●市町村の取組状況について

は、平成 27 年度に環境省が実

施した市町村アンケートで

1,073 市町村（全市町村の約

62％）が「実施中」と回答しま

した（平成27年4月1日時点）。

また、環境省で市町村における

小型家電の回収体制の構築を

支援することなどを目的に、平

成 24 年度から実施している

「使用済小型電気電子機器リ

サイクルシステム構築実証事

業」について、平成 27 年度ま

でに 500 近い市町村が参加し

ました。【環境省・経済産業省】 

 

●環境イベント等を通じて、小

型家電リサイクル制度の周知

を図るとともにパンフレット

を各方面に配布しました。【環

境省・経済産業省】 

 

●平成 28 年 3 月末時点で、47

件の再資源化事業計画が小型

家電リサイクル法に基づき認

定されています。【環境省・経

済産業省】 

●小型家電リサイクル法につい

て、再資源化事業計画の認定を進

めるとともに、市町村における小

型家電の回収量拡大を進めるため

の支援事業や、説明会・普及啓発

等を展開しました。【環境省・経済

産業省】 

 

●平成 28 年 9 月末時点で、48 件

の再資源化事業計画が小型家電リ

サイクル法に基づき認定されてい

ます。【環境省・経済産業省】 

●小型家電リサイクルの制度

促進については、これまでの

市町村や認定事業者の取組事

例を踏まえ、市町村の参加を

促しつつ、既に参加している

市町村に対しても、更なる効

果的・効率的な回収・処理方

法を検討し、制度の安定的・

持続的運用を図ります。 

 

●小型家電リサイクル制度の

普及啓発については、これま

での取組を継続しつつ、国民

の制度への理解を更に深める

普及啓発方法の検討として特

に学校教育と連携した取組を

進めます。 

 

●【再掲】引き続き、個別リ

サイクル法について必要な評

価・見直しを実施する必要が

あります。（環境基本計画点検

調査票） 

 

●【再掲】リサイクル法の対

象外となっているものについ

て、その実態把握を進めると

ともに、活用を図る観点から
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業者との情報交換会」を全国

16 か所で開催しました。【環境

省・経済産業省】 

 

●平成 27 年 3 月末時点で、41

件の再資源化事業計画が小型

家電リサイクル法に基づき認

定されています。【環境省・経

済産業省】 

の検討を進める必要がありま

す。（環境基本計画点検調査

票） 

（６）食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律） 

食品廃棄物については、家庭

での取組も含めフードチェー

ン全体での食品ロス削減に向

けた取組を地方公共団体とも

連携しつつ推進する。また、

食品関連事業者に対しては、

平成 24 年 4 月に 16 業者に

対し、発生抑制の目標値を暫

定的に設定したことから、今

後、データの検証を踏まえ、

平成 26 年度目途の他の業種

と併せた本格実施に向け検討

を行う。 

 再生利用対策については、

これまで再生利用が十分進ん

でいないサプライチェーンの

川下（流通、外食）及び家庭

での再生利用をより進めてい

くため、民間リサイクル事業

と地方公共団体の連携強化を

図りながら、従来の肥飼料化

の取組に加え、食品廃棄物の

バイオマス利用促進の観点か

ら、バイオマス事業化戦略を

踏まえ、肥飼料への再生利用

が困難なものについては、固

定価格買取制度も活用しつつ

メタン発酵によるバイオガス

化等を促進し、地域の特性に

応じた食料・エネルギーの地

産地消の体制を構築する。 

 なお、平成 24 年 12 月に改

正食品リサイクル法が施行さ

れてから 5 年が経過し、同法

の附則に基づき法に検討を加

えるべき時期が到来したこと

から、上記の観点も含め施行

・目標達成状況 ●平成 19 年 12 月に施行され

た食品循環資源の再生利用等

の促進に関する法律の一部を

改正する法律に基づき、関係者

が連携して取り組む再生利用

事業計画（いわゆる食品リサイ

クルループ）の認定など、食品

リサイクル法第3条第1項の規

定に基づく基本方針に示され

た、食品関連事業者における食

品循環資源の再生利用等の実

施率目標の達成に向けた取組

を推進しています。【環境省・

農林水産省・財務省・厚生労働

省・経済産業省・国土交通省】 

 

●24 年 4 月に暫定的に設定を

した食品廃棄物等の発生抑制

の目標値に関して、26 年 4 月

からの本格実施を行うため、業

種の追加等を行い、26 業種に

ついて発生抑制の目標値を設

定し、消費者を巻き込みなが

ら、返品などの商慣習の改善を

フードチェーン全体で話し合

う取組を進めています。【環境

省・農林水産省・財務省・厚生

労働省・経済産業省・国土交通

省】 

 

●平成 25 年 3 月から、平成 24

年 12 月に前回の改正法施行か

ら 5 年が経過したことを受け、

中央環境審議会、食料・農業・

農村政策審議会の合同会合に

おいて改正法附則に基づく制

度の評価・検討を行っていま

●再生利用等の実施率の新た

な目標値については検討中で

あり、決定するまでの間、平成

24 年度までの目標値を引き続

き適用することにしています。

また、平成 24 年 4 月に暫定的

に設定した食品廃棄物等の発

生抑制の目標値に関しては、本

格展開を行うため、業種の追加

等を行い、平成 26 年 4 月から

26 業種について発生抑制の目

標値を設定しました。【環境

省・農林水産省・財務省・厚生

労働省・経済産業省・国土交通

省】 

 

●平成 19 年 6 月の食品リサイ

クル法改正により措置された、

食品リサイクルループの構築

を要件とする新たな再生利用

事業計画については、平成 26

年 12 月現在、53 件が認定され

ています。再生利用事業計画の

認定については、毎年認定件数

が増加しており、順調に制度が

活用されていると考えられま

す。【環境省・農林水産省・財

務省・厚生労働省・経済産業

省・国土交通省】 

 

●平成 19 年の改正法施行から

5 年が経過したことを受け、平

成 25 年 3 月から平成 26 年 6

月まで計 11 回にわたり、中央

環境審議会、食料・農業・農村

政策審議会の合同会合におい

て同法の施行状況の点検が行

●食品関連事業者による再生

利用等の実施率に関して、平成

31 年度までに食品製造業にあ

っては全体で 95％、食品卸売

業にあっては全体で 70％、食

品小売業にあっては全体で

55％、外食産業にあっては全体

で 50％に向上させることとす

る新たな目標を平成 27 年 7 月

に公表しました。また、食品廃

棄物等の発生抑制の目標値に

関しては、平成 27 年 8 月から

5 業種について目標値を追加

し、合わせて食品関連 75 業種

のうち 31 業種の目標値を設定

しました。【環境省・農林水産

省・財務省・厚生労働省・経済

産業省・国土交通省】 

 

●平成 19 年 6 月の食品リサイ

クル法改正により措置された、

食品リサイクルループの構築

を要件とする新たな再生利用

事業計画については、平成 27

年 10 月現在、52 件が認定され

ています。【環境省・農林水産

省・財務省・厚生労働省・経済

産業省・国土交通省】 

 

●平成 26 年 9 月に環境大臣か

ら中央環境審議会に、同年 10

月に農林水産大臣から食料・農

業・農村政策審議会に諮問した

「食品循環資源の再生利用等

の促進に関する基本方針の策

定等について」の審議が食料・

農業・農村政策審議会及び中央

●平成 28 年１月に発覚した食品

廃棄物の不適正な転売事案を踏ま

え、登録再生利用事業者全 180 事

業者に立入検査を実施し、同様の

事例がないことを確認しました。 

また、転売等防止の対策の強化と

食品リサイクルの取組とを同時に

促進していくよう、平成 28 年 3 

月に農林水産大臣から食料・農村

政策審議会に、同年４月に環境大

臣から中央環境審議会に諮問した

「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する食品関連事業者の判断

の基準となるべき事項の改正につ

いて」の審議が食料・農業・農村

政策審議会及び中央環境審議会の

合同会合において行われ、平成２

８年９月現在、中央環境審議会よ

り答申がなされました。【環境省・

財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省】 

 

●平成 19 年 6 月の食品リサイク

ル法改正により措置された、食品

リサイクルループの構築を要件と

する新たな再生利用事業計画につ

いては、平成 28 年 6 月末時点、

55 件が認定されています。【環境

省・農林水産省・財務省・厚生労

働省・経済産業省・国土交通省】 

●食品廃棄物の発生量が一定

規模以上の食品関連事業者に

対して義務付けられている定

期報告等を通じた、食品関連

事業者への指導監督の強化、

登録再生利用事業者制度及び

食品リサイクルループ認定制

度を通じた、再生利用等の円

滑な取組等を引き続き推進し

ていきます。 

 

●食品循環資源の再生利用等

の推進を図るため、食品リサ

イクル制度の普及啓発を実施

するほか、食品廃棄物の発生

抑制に係る業種・業態別目標

値の達成等のため、消費者等

を巻き込んだフードチェーン

全体での発生抑制の取組を促

進していきます。 

 

●【再掲】引き続き、個別リ

サイクル法について必要な評

価・見直しを実施する必要が

あります。（環境基本計画点検

調査票） 

 

●【再掲】リサイクル法の対

象外となっているものについ

て、その実態把握を進めると

ともに、活用を図る観点から

の検討を進める必要がありま

す。（環境基本計画点検調査

票） 
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状況の点検を行い、その結果

に基づいて必要な措置を講ず

る。 

す。【環境省・農林水産省・財

務省・厚生労働省・経済産業

省・国土交通省】 

 

われました。また、同年 6 月

30 日に開催した合同会合にお

いて、「今後の食品リサイクル

制度のあり方について（案）」

の取りまとめが行われました。

【環境省・農林水産省・財務

省・厚生労働省・経済産業省・

国土交通省】 

 

環境審議会の合同会合におい

て行われ、それぞれ平成 27 年

3 月及び 4 月に答申がなされま

した。上記答申を踏まえ、新た

な食品リサイクル法基本方針

を含めた食品リサイクル法関

連省令及び告示を平成 27 年 7

月に公布しました。【環境省・

農林水産省・財務省・厚生労働

省・経済産業省・国土交通省】 

（７）建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律） 

建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律（平成 12 

年法律 104 号）では、見直

し規定に基づき、平成 19 年

11 月から中央環境審議会と

社会資本整備審議会の合同会

合で評価・検討を行い、平成

20 年 12 月にその結果が取

りまとめられ、建設廃棄物の

分別解体等及び再資源化等は

着実に進展しており、特定建

設資材廃棄物をはじめとして

建設廃棄物全般の再資源化等

率は向上し高いレベルで推移

していると評価された。また、

取りまとめを受けて、関係省

令の改正を行ってきた。 

引き続き、分別解体等の徹底、

建設資材廃棄物の再資源化等

を促進し、資源の有効利用や

廃棄物の適正な処理を図る。

さらに、関係者間の連携強化、

分別解体、再資源化の促進に

向けて建設リサイクルに関す

る普及啓発等を図っていく。 

・目標達成状況 ●建設リサイクルを取り巻く

諸課題に対応するため、平成

20 年 4 月に「建設リサイクル

推進計画 2008」を策定し、引

き続き本計画に基づく施策を

実施しました。また、「建設リ

サイクル推進計画 2008」の目

標達成状況及び次期建設リサ

イクル推進計画策定のための

基礎情報を把握するため、平成

24 年度建設副産物実態調査を

実施しました。【国土交通省・

環境省】 

 

 

●社会資本整備審議会環境部

会と交通政策審議会交通体系

分科会環境部会の建設リサイ

クル推進施策検討小委員会の

審議を経て、平成 26 年 8 月に

取りまとめられた「建設リサイ

クル推進に係る方策」を踏ま

え、国及び地方公共団体のみな

らず、民間事業者を含めた建設

リサイクルの関係者が、今後、

中期的に取り組むべき建設副

産物のリサイクルや適正処理

等を推進することを目的とし

て、国土交通省における建設リ

サイクルの推進に向けた基本

的考え方、目標、具体的施策を

示す「建設リサイクル推進計画

2014」を策定しました。同計

画の計画期間は、平成 26 年度

から平成 30 年度までとなり、

個別品目ごとに平成 30 年度ま

でに達成すべき目標値を設定

しています。【国土交通省・環

境省】 

●「建設リサイクル推進計画

2014」に位置付けた新たに取

り組むべき重点施策である、

「地域固有の課題解決の促進」

等について取組を進めていま

す。【国土交通省・環境省】 

 

● 「 建 設 リサ イ クル推 進 計 画

2014」に位置付けた新たに取り組

むべき重点施策である、「地域固有

の課題解決の促進」等について取

組を進めています。【国土交通省・

環境省】 

 

●国土交通省における建設リ

サイクルの推進に向けた基本

的考え方、目標、具体的施策

を示した「建設リサイクル推

進計画 2014」に基づき、引

き続き各種施策を実施してい

きます。 

 

●【再掲】引き続き、個別リ

サイクル法について必要な評

価・見直しを実施する必要が

あります。（環境基本計画点検

調査票） 

 

●【再掲】リサイクル法の対

象外となっているものについ

て、その実態把握を進めると

ともに、活用を図る観点から

の検討を進める必要がありま

す。（環境基本計画点検調査

票） 

 

（８）自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律） 

自動車リサイクル制度につい

ては、産業構造審議会と中央

環境審議会の合同会合におい

て自動車リサイクル法施行後

の状況等を確認した上で、自

動車破砕残さ等の再資源化目

標を達成し、使用済自動車の

不法投棄・不適正保管の件数

も大幅に減少するなど、概ね

順調に機能していると評価さ

・目標達成状況 ●事業者が適正に再資源化等

に必要な行為を行っているか

どうかについて、都道府県等に

依頼して全国一斉に立入検査

を実施し、平成 25 年 12 月に

その結果を取りまとめて公表

しました。【環境省・経済産業

省】 

 

●本格施行から 5 年後にあた

●自動車リサイクル制度は以

下のとおりです。平成 25 年度

の自動車破砕残さ及びエアバ

ッグ類の再資源化率は、それぞ

れ 96～97.7％及び 94～95％

と、引き続き自動車リサイクル

法に基づく目標を大幅に超過

して達成しています。また、平

成 25 年度の使用済自動車の不

法投棄・不適正保管の件数は約

●自動車リサイクル制度は以

下のとおりです。平成 26 年度

の自動車破砕残渣さ及びエア

バッグ類の再資源化率は、それ

ぞ れ 96.8 ％ ～ 98.1 ％ 及 び

94％～95％と、引き続き自動

車リサイクル法に基づく目標

を大幅に超過して達成してい

ます。また、平成 26 年度の使

用済自動車の不法投棄・不適正

●自動車リサイクル制度の施行状

況は以下のとおりです。平成 27

年度の自動車破砕残渣さ 及びエ

アバッグ類の再資源化率は、それ

ぞれ 96.5％～98.8％及び 93％～

94％と、引き続き自動車リサイク

ル法に基づく目標を大幅に超過し

て達成しています。また、平成 27

年度の使用済自動車の不法投棄・

不適正保管の件数は 5,589 台（不

「自動車リサイクル制度の評

価・検討に関する報告書」（平

成２７年９月）に基づき、環

境配慮設計の推進や再生資源

の活用拡大といった自動車に

おける 3R の推進・質の向上

や、不法投棄・不適正処理へ

の対応の強化等を始めとした

安定的かつ効率的な自動車リ

サイクル制度への発展に向け
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れている。 

今後とも、鉄スクラップ市況

等に左右されず、生産からリ

サイクル・処理に至る各関係

者の適切な役割分担の下で、

制度が着実に機能するよう確

認・検討していく。特に、違

法解体・不適正輸出に対する

一層実効性の高い対策や、レ

アメタルが含まれるハイブリ

ッド自動車、電気自動車等の

次世代自動車の普及も見据え

たリユース・リサイクルの高

度化等の検討を行う。 

る平成 22 年 1 月に取りまとめ

られた「自動車リサイクル制度

の施行状況の評価・検討に関す

る報告書」に基づき、使用済自

動車の循環的な利用の高度化

に資する民間事業者による取

組への支援事業、Car to Car

の実現を目指した鉄スクラッ

プの高度利用化に関する実証

事業を実施しました。【環境省】 

 

 

 

7,400 台（不法投棄 2,034 台、

不適正保管 5,320 台）で、前

年度からは横ばいとなりまし

たが、法施行時と比較すると

96.6％減少していました。【環

境省・経済産業省】 

 

●平成 26 年度 8 月には、産業

構造審議会・中央環境審議会の

合同会合において、自動車リサ

イクル法の評価・検討を開始し

ました。【環境省・経済産業省】 

 

●ハイブリッド自動車、電気自

動車等の次世代自動車の普及

も見据えたリユース・リサイク

ルの高度化等の検討の一環と

して、レアメタルをはじめとし

た金属の資源循環に係る調査

事業、天然ガス自動車や燃料電

池自動車のタンク等に使用さ

れることが増えてきた、炭素繊

維強化プラスチック（Carbon 

Fiber Reinforced Plastics）の

燃焼性に係る調査事業を実施

しました。【環境省・経済産業

省】 

 

●資源循環実証事業（次世代 

自動車用使用済リチウムイオ

ン電池の回収システム構築や

使用済リチウムイオン電池か

らコバルトを抽出回収する技

術の低コスト化等のための実

証・技術開発）において、リチ

ウムイオン電池からのコバル

ト等のレアメタル回収等を目

的とした実証事業を実施しま

した。【経済産業省】 

 

●「低炭素型 3R 技術・システ

ム実証調査事業」においては、

自動車の解体・破砕工程を全体

最適化し、プラスチック、ガラ

ス、自動車用コンピューター基

板等を解体段階で回収し有用

金属等をリサイクルすること

保管の件数は 7,226 台（不法

投棄 1,924 台、不適正保管

5,192 台）で、前年度からは横

ばいとなりましたが、法施行時

と比較すると 96.7％減少して

います。【環境省・経済産業省】 

 

●平成 27 年 9 月に、産業構造

審議会・中央環境審議会の合同

会合において、「自動車リサイ

クル制度の評価・検討に関する

報告書」を取りまとめました。

【環境省・経済産業省】 

 

 

法投棄 929 台、不適正保管 4,660

台）で、法施行時と比較すると

97.4％減少しています。【環境

省・経済産業省】 

 

●自動車リサイクル法について、

中央環境審議会と産業構造審議会

の合同会合において取りまとめら

れた「自動車リサイクル制度の評

価・検討に関する報告書」（平成２

７年９月）に基づき、省令改正等

の取組を進めました。【環境省・経

済産業省】 

 

●平成 28 年 9 月、産業構造審議

会・中央環境審議会の合同会合に

て、前年度の意見具申において指

摘された種々の課題の取組状況を

報告しました。【環境省・経済産業

省】 

 

●とりわけ、再生材が多く使われ

た自動車のリサイクル料金の割引

を行う制度、ユーザー及び自動車

製造業者等の両者の負担低減に向

けた指定法人業務の運営に係る費

用の見直し、特定再資源化預託金

の使途、メーカー余剰金に関する

基金化について了承が得られまし

た。【環境省・経済産業省】 

 

た施策を講じていきます。 

 

●【再掲】引き続き、個別リ

サイクル法について必要な評

価・見直しを実施する必要が

あります。（環境基本計画点検

調査票） 

 

●【再掲】リサイクル法の対

象外となっているものについ

て、その実態把握を進めると

ともに、活用を図る観点から

の検討を進める必要がありま

す。（環境基本計画点検調査

票） 
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等により、リサイクルを高付加

価値する実証的な取組を支援

しました。【環境省】 

 

●不適正な処理等に対応し、自

治体をはじめとする関係者と

連携した取組を進めるため、平

成 26 年 8 月から 12 月までの

期間に国から自治体に依頼し、

全国で一斉立入検査を実施し

ました。【環境省・経済産業省】 

（９）ＰＣＢ廃棄物特別措置法（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法） 

「今後のＰＣＢ廃棄物の適正

処理推進について」（平成 24

年８月 23 日ＰＣＢ廃棄物適

正処理推進に関する検討委員

会）を踏まえ、高圧トランス

等については処理施設の改造

等による処理推進、安定器等

については処理体制のない地

域における処理体制の確保、

微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等

については筐体の処理施設の

処理能力の増強に取り組む。

これらを通じて、ＰＣＢ廃棄

物の平成 38 年度末までの処

理完了に向けた処理体制の確

保を図る。 

・目標達成状況 ●保管事業者は、当初平成 28 

年までに PCB 廃棄物の処理を

行うことが義務付けられまし

たが、法施行後に微量 PCB 汚

染廃電気機器等の存在が明ら

かになるなど当初設定された

期間内の処理完了が困難な状

況にあることから、平成 24 年

12 月に処分の期間が平成 39

年 3 月 31 日まで延長されまし

た。【環境省】 

●平成 26 年 6 月 6 日に PCB

特措法に基づき、環境大臣が定

める PCB 廃棄物処理基本計画

を変更し、中間貯蔵・環境安全

事業株式会社による処理体制

等を変更しました。この平成

26 年 6 月に変更した、PCB 廃

棄物処理基本計画により、中間

貯蔵・環境安全事業株式会社を

活用し、PCB を使用した高圧ト

ランス・コンデンサ等及び安定

器等・汚染物を拠点的広域処理

施設において、PCB 廃棄物処理

基本計画に基づき、一日でも早

く処理を行うこととなりまし

た（詳細は第 2 節 4（6）を参

照）。また、都道府県と連携し

「PCB 廃棄物処理基金」の造成

を行いました。【環境省】 

 

 

●微量 PCB 汚染廃電気機器等

の無害化処理認定施設につい

ては、平成 27 年 3 月末までに

22 事業者が認定され、それぞ

れで処理が進められています。

【環境省】 

●PCB 廃棄物処理基本計画の

変更から一年が経過したこと

を踏まえ、平成 27 年 7 月に

PCB 廃棄物適正処理推進に関

する検討委員会において同基

本計画変更後の取組状況につ

いてフォローアップを行った

ところ、これまでの進捗状況に

鑑みれば、処理期限内の処理完

了は決して容易ではないとさ

れたことから、安全かつ確実に

一日でも早く処理期限内に処

理を完了するための追加的方

策について検討し、平成 28 年

2 月に報告書「PCB 廃棄物の期

限内処理の早期達成に向けた

追加的方策について～確実な

処理完了を見据えて～」を取り

まとめました。これを踏まえ、

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物

の適正処理の推進に関する特

別措置法の一部を改正する法

律案」が平成 28 年 3 月に閣議

決定されました。【環境省】 

 

●平成 26年6 月に PCB特措法

に基づき、環境大臣が定める

PCB 廃棄物処理基本計画を変

更し、JESCO による処理体制

等を変更しました。この同基本

計画の変更により、高濃度 PCB

廃棄物は JESCO を活用し、全

国 5 か所の PCB 処理事業所に

おいて一日でも早く処理を行

うこととなりました。また、都

●【再掲】ＰＣＢ処理特措法の改

正を行い、政府一丸となって取り

組むためにＰＣＢ廃棄物処理基本

計画を閣議決定により定めるよう

にしたこと、高濃度ＰＣＢ廃棄物

を計画的処理完了期限より前の処

分を義務付けたこと、ＰＣＢ特措

法に基づく届出がなされていない

高濃度ＰＣＢ廃棄物等について都

道府県市による事業者への報告徴

収や立入検査権限を強化したこと

及び高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に

係る都道府県市による代執行を行

うことが出来るようにしたことを

盛り込み、一日でも早い処理完了

に向けた取組を強化しました。【環

境省】 

 

●平成 28 年 2 月に PCB 廃棄

物適正処理推進に関する検討

委員会において取りまとめら

れた PCB 報告書の追加的方

策を踏まえ「ポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物の適正処理の推進

に関する特別措置法の一部を

改正する法律案」が平成 28

年 3 月に閣議決定されまし

た。環境省としては、安全か

つ確実に一日でも早く処理期

限内に PCB 廃棄物の処理の

完了に向けた取組をより一層

推進していくこととしていま

す。 
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道府県と連携し「PCB 廃棄物処

理基金」の造成を行いました。

【環境省】 

 

●微量 PCB 汚染廃電気機器等

の無害化処理認定施設につい

ては、平成 28 年 3 月末までに

30 事業者が認定され、それぞ

れで処理が進められています。

【環境省】 

（10）グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律） 

法施行後10年以上が経過し、

国等の機関のみならず、地方

公共団体においても確実にグ

リーン購入の取組が進展して

きている。 

今後とも、引き続きグリーン

購入の普及・推進に努めると

ともに、社会の動向を踏まえ、

基準の強化、拡充、整理を行

うことによって、高度なリサ

イクル製品や循環型社会に資

するサービス等を適切に評価

していく。 

・目標達成状況 ●環境物品等の調達の推進に

関する基本方針（以下「基本方

針」という。）に基づき、国等

の各機関は、平成 24 年度の調

達方針の公表等を行い、これに

したがって調達を実施しまし

た。【各省庁】 

 

●基本方針に定められる特定

調達品目及びその判断の基準

等については、その開発・普及

の状況、科学的知見の充実等に

応じて適宜見直しをすること

としており、平成 25 年 2 月に、

一部の役務契約において、店舗

において取り扱う商品につい

ては、再利用のために容器包装

の返却・回収が可能ものである

こと等を配慮事項に含めるこ

と等を内容とする基本方針の

変更を行いました。【環境省】 

 

●グリーン購入セミナーなど

を通して、廃棄物の発生の少な

い製品やリサイクル可能な製

品など、環境への負荷の少ない

製品の優先的な購入の普及啓

発を行いました。【環境省】 

 

●環境表示の適切な情報提供

に関する取組を促進するため、

事業者が、適切な情報提供を行

うための方法等を取りまとめ

た「環境表示ガイドライン」を

見直しました。【環境省】 

●環境物品等の調達の推進に

関する基本方針に定められる

特定調達品目及びその判断の

基準等については、その開発・

普及の状況、科学的知見の充実

等に応じて適宜見直しするこ

ととしており、平成 26 年度も

有識者等による検討会を開催

し、必要な見直しを行いまし

た。また、国等の各機関は、同

基本方針に即して、平成 26 年

度の環境物品等の調達の推進

を図るための方針の作成及び

公表を行い、これに従って調達

を実施しました。【環境省・各

省庁】 

 

●地方公共団体に対しては、グ

リーン購入の取組状況を把握

するためのアンケート調査を

行うとともに、地方公共団体に

グリーン購入の知識を有する

人材派遣を行うモデル事業を

実施し、その取組内容を事例集

として取りまとめ、配布しまし

た。【環境省】 

 

●環境物品等の調達の推進に

関する基本方針に定められる

特定調達品目及びその判断の

基準等については、その開発・

普及の状況、科学的知見の充実

等に応じて適宜見直しするこ

ととしており、平成 27 年度も

有識者等による検討会を開催

し、必要な見直しを行いまし

た。また、国等の各機関は、同

基本方針に即して、平成 27 年

度の環境物品等の調達の推進

を図るための方針の作成及び

公表を行い、これに従って調達

を実施しました。【環境省・各

省庁】 

 

●地方公共団体に対しては、グ

リーン購入の取組状況を把握

するためのアンケート調査を

行うとともに、地方公共団体に

グリーン購入の知識を有する

人材派遣を行うモデル事業を

実施しました。【環境省】 

 

●【再掲】グリーン購入法及び環

境配慮契約法に基づく基本方針に

ついて、必要な見直しを適宜実施

しました。【環境省】 

 

●【再掲】グリーン購入法及び「環

境物品等の調達の推進に関する基

本方針」に基づき、環境への負荷

の低減に資する資材の調達を推進

するとともに、公共工事において

調達する資材、建設機械、工法及

び目的物について、特定調達品目

の追加、見直し等の検討を実施し

ました。【国土交通省】 

 

●環境物品等の調達の推進に

関する基本方針については、

環境物品等の開発・普及の状

況、科学的知見の充実等に応

じて適宜見直しを実施しま

す。 

 

●国等の各機関は、基本方針

に則して、毎年度、調達方針

の作成及び公表を行い、これ

に従って調達を実施します。 

 

●地方公共団体のグリーン購

入の取組促進のため、アンケ

ート調査や基本方針変更に係

る説明会等を行うとともに、

地方公共団体向けのグリーン

購入ガイドラインを用いた普

及啓発を実施します。 
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８ 環境教育の推進と的確な情報共有・普及啓発 
（第三次循環基本計画第

５章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」に

追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施策 

（環境基本計画第４回点検に追

記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第４次環境基本計画第 4 回

点検（調査票含む）に追記） 

（１）環境教育等の推進 

① 環境教育等促進法に

基づき、持続可能な社会

の構築を目指して、家庭、

学校、職場、地域その他

のあらゆる場で行う環境

教育、環境保全活動等を、

多様な主体における連携

の重要性を考慮しつつ、

総合的に推進する。 

 ●環境省としては、持続可能な開

発のための教育（ESD）の視点を

取り入れた環境教育を推進して

おり、「人材育成事業」において

学校を中心に ESD を実証する場

づくりを行いました。【環境省】 

 

●文部科学省との連携協力によ

り、環境教育・環境学習の指導者

に対する研修（環境教育リーダ研

修）を実施しました。【環境省・

文部科学省】 

●環境教育等による環境保全の

取組の促進に関する法律（平成

15 年法律第 130 号。以下「環境

教育等促進法」という。）に規定

されている、環境教育のための人

材認定等事業の登録（環境教育等

促進法第 11 条第 1 項）、環境教

育等支援団体の指定（同法第 10

条の 2 第１項）、体験の機会の場

の認定（同法第 20 条）について

は、それぞれ登録等を行い、ウェ

ブサイト「環境教育・環境学習・

環境保全活動のホームページ」の

各種認定、登録、指定などのペー

ジ

（https://edu.env.go.jp/syste

m.html）等を通じて、情報等の

提供を行いました。【環境省】 

 

●学校以外の場でも、ESD の視

点を取り入れた環境保全活動に

取り組む団体や活動等のネット

ワーク化を充実させるため、「＋

ESD プ ロ ジ ェ ク ト 」

（ https://www.p-esd.go.jp/ ）

、「 エ コ 学 習 ラ イ ブ ラ リ ー 」

（ https://www.eeel.go.jp/ne

ws/）といったウェブサイトによ

り、広く情報提供を行いました。

この「＋ESD プロジェクト」を

通して、ESD に関わる各活動等

の「見える化」、「つながる化」を

進めました。【環境省】 

 

●各主体間の連携としては、産学

官民のあらゆる主体が連携し、環

境人材育成の取組についての意

見交換や交流の促進を行う「環境

人材育成コンソーシアム事業」を

通じて、大学生向けのモデル授

業、企業の管理職や経営者層を対

象とした研修を実施し、交流の機

●環境教育等による環境保全の

取組の促進に関する法律（平成

15 年法律第 130 号。以下「環境

教育等促進法」という。）に基づ

き、環境教育のための人材認定等

事業の登録制度（環境教育等促進

法第 11 条第 1 項）、環境教育等

支援団体の指定制度（同法第 10

条の 2 第 1 項）、体験の機会の場

の認定制度（同法第 20 条）の運

用等を通じ、環境教育等の指導者

等の育成や体験学習の場の確保

等に努め、ウェブサイト「環境教

育・環境学習・環境保全活動のホ

ー ム ペ ー ジ 」

（https://edu.env.go.jp/syste

m.html）等を通じて、広く情報

提供を行いました。【環境省】 

 

●学校以外の場でも、ESD の視

点を取り入れた環境保全活動に

取り組む団体や活動等のネット

ワーク化を充実させるため、「＋

ESD プ ロ ジ ェ ク ト 」

（ https://www.p-esd.go.jp/ ）

、「 エ コ 学 習 ラ イ ブ ラ リ ー 」

（ https://www.eeel.go.jp/ne

ws/）といったウェブサイトによ

り、広く情報提供を行いました。

【環境省】 

 

●文部科学省や関係団体と連携

して、ESD 活動に取り組む様々

な主体が参画・連携する地域活動

の拠点を形成し、地域が必要とす

る取組支援や情報・経験を共有で

きる「ESD 活動支援センター」

を開設しました。【環境省】 

 

●企業に対する取組として、大

学、企業、NPO・NGO、国際機

関等による産学官民連携プラッ

 ●環境教育等による環境保全の

取組の促進に関する法律（平成

15 年法律第 130 号。以下「環境

教育等促進法」という。）に基づ

き、環境教育のための人材認定等

事業の登録制度（環境教育等促進

法第 11 条第 1 項）、環境教育等

支援団体の指定制度（同法第 10

条の 2 第 1 項）、体験の機会の場

の認定制度（同法第 20 条）の運

用等を通じ、環境教育等の指導者

等の育成や体験学習の場の確保

に努めます。 

 

●ESD について地域が必要とす

る取組支援や情報・経験を共有で

きるよう、文部科学省や関係団体

と連携して、「ESD 活動支援セン

ター」の効果的な運用を行うとと

もに、ESD の視点を取り入れた

環境保全活動に取り組む団体や

活動等のネットワーク化を充実

させるため、「＋ESD プロジェク

ト 」

（ https://www.p-esd.go.jp/t

op.html）、「エコ学習ライブラリ

ー」（https://www.eeel.go.jp/）

といったウェブサイトにより、引

き続き広く情報提供を行います。

また、企業に対する取組として、

大学、企業、NPO・NGO、国際

機関等による産学官民連携プラ

ットフォーム「環境人材育成コン

ソーシアム」と連携し、主に中小

企業を対象とした教育プログラ

ムの開発、企業の自発的な取組を

促進するためのセミナーの実施、

社員向けに優良な環境教育等を

実践する企業の表彰を行ってい

きます。 

 

●公民館等を中心として、地域の
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会を提供しました。【環境省】 

 

●公民館等を中心として、地域の

社会教育関係団体等が連携して

地域の課題を解決する取組を支

援している「社会教育活性化支援

プログラム」において、環境保全

に関係するものとして、3 件の取

組を採択しました。【文部科学省】 

 

●木材や木製品との触れ合いを

通じて、木への親しみや木の文化

への理解を深め、木材の良さや利

用の意義を学ぶ教育活動として

の「木育」を推進しています。【農

林水産省】 

 

●文部科学省との連携協力によ

り、環境教育・環境学習の指導者

に対する研修（環境教育リーダ研

修）を実施しました。【環境省・

文部科学省】 

 

トフォーム「環境人材育成コンソ

ーシアム」と連携し、主に中小企

業を対象としたモデル教育プロ

グラムの開発、企業の自発的な取

組を促進するためのセミナーの

実施、社員向けに優良な環境教育

等を行う企業の表彰（環境 人づ

くり企業大賞）を行いました。【環

境省】 

 

●平成 26 年度には、公民館等を

中心として、地域の社会教育関係

団体等が連携して地域の課題を

解決する取組を支援している「社

会教育活性化支援プログラム」に

おいて、環境保全に関係するもの

として、3 件の取組を採択しまし

た。平成 27 年度は、本プログラ

ムの成果に関する情報提供を行

い、引き続き公民館等の社会教育

施設における自主的な取組を促

進しました。【文部科学省】 

 

●「木育」として、木のおもちゃ

での遊びを通じて、木への親しみ

や木の文化への理解を深めるよ

うな木材や木製品との触れ合い

の場づくり、木材の良さや利用の

意義を学ぶ木育プログラムの開

発を図りました。【農林水産省】 

 

●文部科学省との連携協力によ

り、環境教育・環境学習の指導者

に対する研修（環境教育リーダ研

修）を実施しました。【環境省・

文部科学省】 

社会教育関係団体等が連携して

地域の課題を解決する取組に関

する情報提供を行い、引き続き公

民館等の社会教育施設における

自主的な取組を促進します。 

 

●「木育」として、木のおもちゃ

での遊びを通じて、木への親しみ

や木の文化への理解を深めるよ

うな木材や木製品との触れ合い

の場づくりや、これまでに開発し

た木材の良さや利用の意義を学

ぶ木育プログラムを活用し、木育

の推進を図ります。 

 

●引き続き、環境教育のリーダー

研修を開催していきます。 

② 学校教育において

は、改訂した学習指導要

領に基づき、児童生徒の

発達の段階を踏まえ、循

環型社会の形成の推進に

関する分野をも含めた環

境教育を一層推進する。 

 環境教育に関する優れた実践を

促し、その成果の全国への普及を

図るため、平成 25・26 年度の環

境のための地球規模の学習及び

観測プログラム（GLOBE）協力

校として、全国 16 校を指定しま

した（第 10 期目）。また、環境

を考慮した学校施設（エコスクー

ル）の整備推進に関するパイロッ

ト・モデル事業のモデル校とし

て、平成 2５年度は 112 校を認

●持続可能な開発のための教育

（以下「ESD」という。）の視点

を取り入れた環境教育のモデル

プログラムを 19 作成しました。

そして、このモデルプログラムに

基づき、各都道府県において地域

版環境教育プログラムを作成し、

小中学校をはじめとした学校教

育現場での実証を行いました。

【環境省】 

 

●環境教育等の実践の中に「持続

可能な開発のための教育（ESD）」

の視点を取り入れるための支援 

として、小・中学校向けの環境教

育プログラムを作成しました。

【環境省】 

 

●日本ユネスコ国内委員会の下

に設置されたＥＳＤ特別分科会

においてまとめられた報告書を

受けて「ＥＳＤ推進の手引」を作

●日本ユネスコ国内委員会の下

に設置されたＥＳＤ特別分科会

においてまとめられた報告書を

受けて作成した「ＥＳＤ推進の手

引」を活用した研修を実施しまし

た。また、ESD を実践する学校

を支援する重点校形成事業を実

施しました（24 件）。【文部科学

省】 

 

●ＥＳＤ推進事業を通じてＥＳ

●日本ユネスコ国内委員会の下

に設置されたＥＳＤ特別分科会

においてまとめられた報告書を

受けて作成した「ＥＳＤ推進の手

引」を活用した研修を実施してい

きます。また、ESD を実践する

学校を支援する重点校形成事業

を実施していきます。 

 

●ＥＳＤ推進事業を通じてＥＳ

Ｄの推進拠点であるユネスコス
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定しました。【文部科学省】 ●ESD に関するユネスコ世界会

議の我が国での開催しました（平

成 26 年１１月）。【文部科学省】 

 

●ＥSD 推進事業を通じて、ESD

の推進拠点であるユネスコスク

ールとともにコンソーシアムを

形成し、ユネスコスクール以外の

ＥＳＤ普及、ユネスコスクール間

の交流促進のための事業を実施

しました（５件）。また、日本／

ユネスコパートナーシップ事業

を実施しました（５件）。【文部科

学省】 

 

●環境教育に関する優れた実践

を促し、その成果の全国への普及

を図るため、平成 25・26 年度の

環境のための地球規模の学習及

び観測プログラム（GLOBE）協

力校として、全国 16 校を指定し

ました（第 10 期目）。また、環

境を考慮した学校施設（エコスク

ール）の整備推進に関するパイロ

ット・モデル事業のモデル校とし

て、平成 26 年度は 80 校を認定

しました。【文部科学省】 

 

●特に森林に関しては、森林整備

と森林資源の循環利用を推進す

ることへの国民的理解を醸成し

ていく観点から、森林環境教育を

推進しており、学校教育における

森林での体験活動を推進するた

め、「学校の森・子どもサミット」

を開催し、森林内での体験活動の

実施に関する情報交換を実施し

ました。【農林水産省】 

 

●学校等が森林教室や体験活動

を実施するためのフィールドと

して、国有林を提供する「遊々の

森」については、新たな協定締結

に向けて、学校等への働き掛けを

行うとともに、既設 172 か所に

おいて、学校等と連携し、森林教

室や自然観察、体験林業等の様々

成しました。【文部科学省】 

 

●ＥＳＤ推進事業を通じてＥＳ

Ｄの推進拠点であるユネスコス

クールとともにコンソーシアム

を形成し、ユネスコスクール以外

のＥＳＤ普及、ユネスコスクール

間の交流促進のための事業を実

施しました（１０件）。また、日

本／ユネスコパートナーシップ

事業を実施しました（７件）。【文

部科学省】 

 

●環境教育に関する優れた実践

を促し、その成果の全国への普及

を図るため、平成 27 年・28 年

度の環境のための地球規模の学

習及び観測プログラム（GLOBE）

協力校として、全国 15 校を指定

しました（第 11 期目）。また、

環境を考慮した学校施設（エコス

クール）の整備推進に関するパイ

ロット・モデル事業のモデル校と

して、平成 27 年度は 47 校を認

定しました。【文部科学省】 

 

●森林に関しては、学校教育にお

ける森林の活用に関する情報交

換を推進するとともに、森林環境

教育の活動に対する支援を行い

ました。また、学校等が森林体験

活動を実施するために、国有林の

フィールドを提供する「遊々の

森」の協定締結を推進するととも

に、学校等と連携した森林教室等

を実施しました。【農林水産省】 

 

 

Ｄの推進拠点であるユネスコス

クールとともにコンソーシアム

を形成し、ユネスコスクール以外

のＥＳＤ普及、ユネスコスクール

間の交流促進のための事業を実

施しました（１３件）。また、日

本／ユネスコパートナーシップ

事業を実施しました（５件）。【文

部科学省】 

 

●環境教育に関する優れた実践

を促し、その成果の全国への普及

を図るため、平成 27 年・28 年

度の環境のための地球規模の学

習及び観測プログラム（GLOBE）

協力校として、全国 15 校を指定

しました（第 11 期目）。また、

環境を考慮した学校施設（エコス

クール）の整備推進に関するパイ

ロット・モデル事業のモデル校と

して、平成 28 年度は 52 校を認

定しました。【文部科学省】 

 

●森林に関しては、学校教育にお

ける森林の活用に関する情報交

換を推進するとともに、森林環境

教育の活動に対する支援を行い

ました。また、学校等が森林体験

活動を実施するために、国有林の

フィールドを提供する「遊々の

森」の協定締結を推進するととも

に、学校等と連携した森林教室等

を実施しました。【農林水産省】 

クールとともにコンソーシアム

を形成し、ユネスコスクール以外

のＥＳＤ普及、ユネスコスクール

間の交流促進のための事業を実

施するほか、日本／ユネスコパー

トナーシップ事業を実施してい

きます。 

 

●環境のための地球規模の学習

及び観測プログラム（GLOBE）

協力校への指定、環境教育の教材

として活用できる、環境を考慮し

た学校施設（エコスクール）の整

備も引き続き支援していきます。 

 

●森林に関しては、学校教育にお

ける森林の活用に関する情報交

換を推進するとともに、森林環境

教育の活動に対する支援を行い

ます。また、学校等が森林体験活

動を実施するために、国有林のフ

ィールドを提供する「遊々の森」

の協定締結を推進するとともに、

学校等と連携した森林教室等を

実施します。 
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な活動を実施しました。【農林水

産省】 

（２）３Ｒに関する情報共有と普及啓発 

① 循環型社会の形成に

関する最新データ等の情

報提供、循環基本計画の

周知、循環型社会の形成

に向けた様々な取組事例

の情報発信等を行う。ま

た、毎年 10 月を３Ｒ推

進月間として、循環型社

会の形成に向けた取組を

より一層推進する。 

 ●インターネットを利用する若

い世代に対し、恒常的に周知徹底

を 図 る た め 、 WEB サ イ ト

「 Re-Style 」（（ PC 版 ）

「 http://www.re-style.env.go

.jp/ 」 、 （ 携 帯 版 ）

「 http:www.re-style.env.go.j

p/k」）を運営し、循環型社会の

形成に関する最新データやレポ

ート等の掲載、循環型社会基本計

画の周知及び循環型社会に向け

た多様な活動等の情報発信を行

い、国民、民間団体及び事業者等

における活動の促進を図ってい

ます。【環境省】 

 

●経済産業省では、生活者が自ら

積極的に3Rに取り組むことを分

かりやすい形で促進するため、子

供から大人まで対象にした普及

啓発用 DVD「レッツゴー3R」等

の貸出等を実施しました。また、

3R 教育に資する資料等の設置や

貸出を実施するとともに、企業・

団体等が行っている3R教育に役

立つ取組を紹介した取組事例集

を広く配布しました。【経済産業

省】 

 

●個々の取組については、多様な

媒体や場を用いて情報発信を行

っています。インターネットを利

用する若い世代に対しては、恒常

的に周知徹底を図るため、ウェブ

サ イ ト 「 Re-Style 」

（ http://www.re-style.env.go

.jp）を運営し、循環型社会の形

成に関する最新データやレポー

トなどの掲載、第三次循環基本計

画の周知及び循環型社会に向け

た多様な活動等の情報発信を行

い、国民、民間団体及び事業者等

における活動の促進を図りまし

た。また、ソーシャルネットワー

クサービス（Facebook）を活用

した、更なる情報発信の効率化を

行いました。【環境省】 

 

●3R に関する法制度やその動向

をまとめた冊子「資源循環ハンド

ブック 2014」を 4,000 部作成

し、関係機関に配布したほか、

3R に関する環境教育に活用する

等の一般の求めに応じて配布を

行いました。同時に、3R 政策に

関 す る ウ ェ ブ サ イ ト

（ http://www.meti.go.jp/poli

cy/recycle/）において、取組事

例や関係法令の紹介、各種調査報

告書の提供を行うとともに、普及

啓発用 DVD の貸出等を実施しま

した。【経済産業省】 

 

●国土交通省、地方公共団体、関

係業界団体により構成される建

設リサイクル広報推進会議は、建

設リサイクルの推進に有用な技

術情報等の周知・伝達、技術開発

の促進、一般社会に向けた建設リ

サイクル活動の PR を目的とし

て、建設リサイクル技術発表会・

技術展示会を毎年実施しており、

平成 26 年度は、中国地方（広島

●個々の取組については、多様な

媒体や場を用いて情報発信を行

っています。インターネットを利

用する若い世代に対しては、恒常

的に周知徹底を図るため、ウェブ

サ イ ト 「 Re-Style 」

（ http://www.re-style.env.go

.jp）を運営し、循環型社会の形

成に関する最新データやレポー

ト等の掲載、第三次循環基本計画

の周知及び循環型社会に向けた

多様な活動等の情報発信を行い、

国民、民間団体及び事業者等にお

ける活動の促進を図りました。ま

た、ソーシャルネットワークサー

ビス（Facebook）を活用した、

更なる情報発信の効率化を行い

ました。【環境省】 

 

●3R に関する法制度やその動向

をまとめた冊子「資源循環ハンド

ブック 2015」を 5,000 部作成

し、関係機関に配布したほか、

3R に関する環境教育に活用する

など、一般の求めに応じて配布を

行いました。同時に、3R 政策に

関 す る ウ ェ ブ サ イ ト

（ http://www.meti.go.jp/poli

cy/recycle/）において、取組事

例や関係法令の紹介、各種調査報

告書の提供を行うとともに、普及

啓発用 DVD の貸出等を実施しま

した。【経済産業省】 

 

●国土交通省、地方公共団体、関

係業界団体により構成される建

設リサイクル広報推進会議は、建

設リサイクルの推進に有用な技

術情報等の周知・伝達、技術開発

の促進、一般社会に向けた建設リ

サイクル活動の PR を目的とし

て、建設リサイクル技術発表会・

技術展示会を毎年実施しており、

平成 27 年度は宮城県で開催しま

 ●3R をめぐる国内外の最新の状

況等を国民全体で共有すること

を目指し、第三次循環型社会形成

推進基本計画（以下「第三次循環

基本計画」という。）に盛り込ま

れた、循環型社会の形成に関する

最新データ等については、引き続

きその情報提供を行います。 

 

●情報共有の一つの手段として、

インターネットを利用する若い

世代に対しては、恒常的に周知徹

底を図るため、ウェブサイト

「 Re-Style 」

（ http://www.re-style.env.go

.jp）を運営し、循環型社会の形

成に関する最新データやレポー

ト等の掲載、第三次循環基本計画

の周知及び循環型社会に向けた

多様な活動等の情報発信を行い、

国民、民間団体及び事業者等にお

ける活動の促進を図ります。ま

た、ソーシャルネットワークサー

ビス（Facebook）を活用し、更

なる情報発信の効率化を行いま

す。 

 

●経済産業省は、3R に関係する

法制度とその動向をまとめた冊

子「資源循環ハンドブック」を作

成し、関係機関に配布するほか、

3R に関する環境教育に活用する

などの一般の求めに応じて配布

を行います。また、3R 政策に関

す る ウ ェ ブ サ イ ト

（ http://www.meti.go.jp/poli

cy/recycle/）において、取組事

例や関係法令の紹介、各種調査報

告書の提供を行うとともに、普及

啓発用 DVD の貸出等を実施しま

す。 

 

●建設リサイクルに関しては、国

土交通省が、各地方での建設リサ
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県）で開催しました。【国土交通

省】 

 

●我が国は、関係府省（財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水

産省、経済産業省、国土交通省、

環境省、消費者庁）の連携の下、

国民に対し3R推進に対する理解

と協力を求めるため、毎年 10 月

を「3R 推進月間」と定めており、

平成 26 年度も引き続き広く国民

に向けて普及啓発活動を実施し

ました。【財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、国土交通省、環境省、消費

者庁】 

した。【国土交通省】 

 

●我が国は、関係府省（財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水

産省、経済産業省、国土交通省、

環境省、消費者庁）の連携の下、

国民に対し3R推進に対する理解

と協力を求めるため、毎年 10 月

を「3R 推進月間」と定めており、

平成 27 年度も引き続き広く国民

に向けて普及啓発活動を実施し

ました。【財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、国土交通省、環境省、消費

者庁】 

イクル技術発表会・技術展示会や

「リデュース・リユース・リサイ

クル推進功労者等表彰（以下「3R

表彰」という。）」等、各種取組を

実施します。 

 

●国民に対し、3R 推進に対する

理解と協力を求めるため、毎年

10 月に定められている「3R 推 

進月間」においては、関係府省（財

務省、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、国土交

通省、環境省、消費者庁）連携の

下、広く国民に向けた普及啓発活

動に引き続き取り組みます。 

 

② 各主体の創意工夫に

よる新規事業の創成や先

進事例の普及を進めるた

め、（ア）地域における活

動の核となっている地方

公共団体、（イ）様々な研

究成果を蓄積している学

術・研究機関、（ウ）コン

セプト提供やコーディネ

ーター機能を発揮してい

る NPO、（エ）技術情報

等を有し、生産・販売活

動等を行う事業者の間で

情報の共有化・ネットワ

ーク化を図る。 

  ●各主体間のネットワークを構

築し、循環型社会の形成を着実に

推進するための情報の集積、交

換、提供等を目指して、地球環境

パートナーシッププラザにおい

て、パートナーシップの促進、

NGO 支援、環境情報の提供・普

及を実施しました。同時に、ウェ

ブ サ イ ト

（http://www.geoc.jp/）や、

メールマガジン、情報誌等も効果

的に活用しています。また、地方

環境パートナーシップオフィス

の設置や、NPO 等との協働での

事業を実施したほか、環境教育等

促進法に基づく協働取組のモデ

ル事業を国内各地で実施しまし

た。【環境省】 

●各主体間のネットワークを構

築し、循環型社会の形成を着実に

推進するための情報の集積、交 

換、提供等を目指して、地球環境

パ ー ト ナ ー シ ッ プ プ ラ ザ

（GEOC）において、パートナー

シップの促進、NGO 支援、環境

情報の提供・普及を実施しまし

た 。 同 時 に 、 ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.geoc.jp/）や、

メールマガジン、情報誌等も効果

的に活用しています。また、地方

環境パートナーシップオフィス

（EPO）の設置や、NPO 等との

協働での事業を実施したほか、環

境教育等促進法に基づく協働取

組の加速化事業を国内各地で実

施しました。【環境省】 

 ●環境省では、環境教育等促進法

に基づき、事業者、市民、民間団

体等のあらゆる主体のパートナ

ーシップによる取組の支援や交

流の機会を提供するために、「地

球環境パートナーシッププラザ

（GEOC）」及び「地方環境パー

トナーシップオフィス（EPO）」

を拠点として、パートナーシップ

の促進を図ります。ここでは、地

域の多様な主体との協働の下、そ

の資源や創意工夫を最大限活用

し、地域を活性化させ、持続可能

な社会づくりに取り組む協働取

組加速化事業を実施します。 

 

③ 循環型社会形成に向

けた状況把握のためには

本計画で提示する物質フ

ロー指標、取組指標をは

じめとする指標が重要で

あり、指標の更なる改善

に向けた取組とともに、

その裏付けとなるデータ

の改善・整備を並行して

推進する。 

  ●第三次循環基本計画で循環型

社会形成に向けた状況把握のた

めの指標として設定された、物質

フロー指標及び取組指標につい

て、平成 24 年度のデータを取り

まとめました。さらに、第三次循

環基本計画の指標について「今後

の検討課題等」とされた事項等に

ついて、第三次循環基本計画に係

る指標に関する検討会において

検討を行いました。【環境省】 

●第三次循環基本計画で循環型

社会形成に向けた状況把握のた

めの指標として設定された、 

物質フロー指標及び取組指標に

ついて、平成 25 年度のデータを

取りまとめました。また、各指標

の増減要因についても検討を行

いました。【環境省】 

 

 

 ●第三次循環基本計画に係る指

標に関する検討会における、指標

の改善に向けた検討については、

引き続き毎年度実施します。 

 

④ 地方公共団体、事業

者など様々な主体が構成

  ●3R の推進に貢献している個

人、グループ、学校及び特に貢献

●3R の推進に貢献している個

人、グループ、学校及び特に貢献

 ●3R の推進に貢献している個

人、グループ、学校及び特に貢献



57 
 

員となっている３Ｒ活動

推進フォーラムとの共催

で、３Ｒ推進全国大会を

開催し、３Ｒに関する各

種取組の紹介や循環型社

会推進功労者の表彰等に

より、国民の意識向上や

具体的な行動を促す。よ

りきめ細やかな活動を実

施するため、ブロック単

位での３Ｒ推進地方大会

も開催する。さらに、様々

な分野の団体が集まり、

国及び自治体とも連携し

つつ「リデュース・リユ

ース・リサイクル推進功

労者表彰」等の活動を行

っているリデュース・リ

ユース・リサイクル推進

協議会等の民間団体と今

後も連携し、なお一層の

国民の意識向上や具体的

な行動を促す活動を続け

る。 

の認められる事業所等を表彰す

る「リデュース・リユース・リサ

イクル推進功労者等表彰」（主

催：リデュース・リユース・リサ

イクル推進協議会）の開催を引き

続き後援しました。【財務省・文

部科学省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・国土交通省・環

境省】 

 

●循環型社会の形成の推進に資

することを目的として、平成 18

年度から循環型社会形成推進功

労者表彰を実施しています。【環

境省】 

 

●新たな資源循環ビジネスの創

出を支援している「資源循環技

術・システム表彰」（主催：一般

社団法人産業環境管理協会、後

援：経済産業省）においては、経

済産業大臣賞 2 件を表彰しまし

た。【経済産業省】 

 

●食品リサイクルに関しては、一

般社団法人日本有機資源協会が

主催する「食品産業もったいない

大賞」において、地球温暖化・省

エネルギー対策の優れた取組に

農林水産大臣賞等を授与し、研修

会においても、食品関連事業者に

対して優良事例等の紹介を行い、

地球温暖化・省エネルギー対策の

普及啓発を実施しました。【農林

水産省】 

 

●各種表彰以外にも、3R 推進ポ

スター展示、リサイクルプラント

見学会や関係機関の実施するイ

ベント等の PR を 3R 推進月間中

に行いました。同期間内には、

3R 活動推進フォーラムと共同で

「環境にやさしい買い物キャン

ペーン」も実施し、都道府県や流

通事業者・小売事業者の協力を得

て、環境に配慮した商品の購入、

マイバッグ持参等、3R 行動の実

の認められる事業所等を表彰す

る「リデュース・リユース・リサ

イクル推進功労者等表彰（以下

「3R 表彰」という。）」（主催：リ

デュース・リユース・リサイクル

推進協議会）の開催を引き続き後

援しました。【財務省・文部科学

省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省・環境省】 

 

●循環型社会の形成の推進に資

することを目的として、平成 18

年度から循環型社会形成推進功

労者表彰を実施しています。【環

境省】 

 

●新たな資源循環ビジネスの創

出を支援している「資源循環技

術・システム表彰」（主催：一般

社団法人産業環境管理協会、後

援：経済産業省）においては、経

済産業大臣賞 2 件を表彰しまし

た。【経済産業省】 

 

●農林水産省は、3R 表彰及び「食

品産業もったいない大賞」を通

じ、農林水産業・食品関連産業に

おける 3R 活動、地球温暖化・省

エネルギー対策等の意識啓発に

取り組みました。【農林水産省】 

 

●各種表彰以外にも、3R 推進ポ

スター展示、リサイクルプラント

見学会や関係機関の実施するイ

ベント等の PR を 3R 推進月間中

に行いました。同期間内には、

3R 活動推進フォーラムと共同で

「環境にやさしい買い物キャン

ペーン」も実施し、都道府県や流

通事業者・小売事業者の協力を得

て、環境に配慮した商品の購入、

マイバッグ持参等、3R 行動の実

践を呼び掛けました。【経済産業

省・環境省】 

 

●平成 27 年 11 月には「第 10

回 3R 推進全国大会」を福井県及

の認められる事業所等を表彰す

る、3R 表彰（主催：リデュース・

リユース・リサイクル推進協議

会）の開催を引き続き後援してい

きます。 

 

●厚生労働省では、3R 表彰制度

を通じた製薬業界における3R活

動の意識啓発を行います。 

 

●文部科学省では、3R 表彰制度

を通じて、学校等の教育分野にお

ける3Rの意識の高揚と取組の一

層の促進を図ります。 

 

●環境省は、3R 促進ポスターコ

ンクール及び循環型社会形成推

進功労者環境大臣表彰も引き続

き実施していく予定です。 

 

●経済産業省は、平成 28 年度の

3R 表彰及び、新たな資源循環ビ

ジネスの創出を支援している「資

源循環技術・システム表彰」（主

催：一般社団法人産業環境管理協

会）の後援を通じ、優れた 3R の

取組の普及や新たな資源循環ビ

ジネスの創出を支援します。 

 

●農林水産省は 3R 表彰及び「食

品産業もったいない大賞」を通

じ、引き続き農林水産業・食品関

連産業における 3R 活動、地球温

暖化・省エネルギー対策等の意識

啓発に取り組みます。 

 

●3R 推進ポスター展示、リサイ

クルプラント見学会や関係機関

の実施するイベント等の PR、環

境に配慮した商品の購入やマイ

バッグ持参等の3R行動の実践を

呼び掛ける「環境にやさしい買い

物キャンペーン」を通じた消費者

向けの普及啓発を行います。 

 

●環境省、徳島県及び 3R 活動推

進フォーラムは、平成 28 年度に
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践を呼び掛けました。【経済産業

省・環境省】 

 

●平成 26 年 10 月には「第 9 回

3R 推進全国大会」を相模原市及

び3R活動推進フォーラムと共催

し、イベントを通じて 3R 施策の

普及啓発を行いました。【環境省】 

 

●循環型社会の形成や食品リサ

イクルを推進した優れた取組等

の環境大臣表彰の推薦、我が国の

3R 制度・技術・経験の変遷につ

いての調査研究を実施するとと

もに、これら 3R に関する情報を

各取組のウェブサイトやメール

ニュース等により、全国に提供し

ました。【環境省】 

び3R活動推進フォーラムと共催

し、イベントを通じて 3R 施策の

普及啓発を行いました。【環境省】 

 

●循環型社会の形成を推進した

優れた取組の環境大臣表彰、我が

国の 3R 制度・技術・経験の変遷

についての調査研究を実施する

とともに、これら 3R に関する情

報を各取組のウェブサイトやメ

ールニュース等により、全国に提

供しました。【環境省】 

 

「第 11 回 3R 推進全国大会」を

共催し、同イベントを通じて、

3R 施策の普及啓発を行う予定で

す。 

 

⑤ 廃棄物処理法に基づ

く廃棄物減量等推進員、

容器包装リサイクル法に

基づく容器包装廃棄物排

出抑制推進員（３Ｒ推進

マイスター）等の活動を

支援し、３Ｒ全般にわた

る普及啓発や事業者と消

費者等の連携による取組

を促進する。 

  ●個別分野の取組として、容器包

装リサイクルに関しては、容器包

装リサイクルの普及啓発を担う

容器包装廃棄物排出抑制推進員

（3R 推進マイスター）の意見を

踏まえて、容器包装リサイクルの

普及啓発資料について改訂を行

いました。また、改訂後の普及啓

発資料の作成や、最新知見等に係

る研修を行い、3R マイスターの

活動を支援しました。【環境省】 

●個別分野の取組として、容器包

装リサイクルに関しては、改訂後

の普及啓発資料の増刷や、国の施

策や取組等に係る研修を行い、容

器包装廃棄物排出抑制推進員

（3R 推進マイスター）の活動を

支援しました。【環境省】 

 

 ●個別分野の取組としては、容器

包装リサイクルの普及啓発を担

う、容器包装廃棄物排出抑制推進

員（3R 推進マイスター）につい

て、中央環境審議会及び産業構造

審議会の合同会合において取り

まとめられた容器包装リサイク

ル制度の施行状況の評価・検討に

関する報告書を踏まえ、３Ｒ推進

マイスターに対する情報提供を

強化することで、地域における普

及の中心的役割を果たせるよう

支援していきます。 
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９ 国際的取組の推進 
（第三次循環基本計画第５

章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施

策（環境基本計画第４回点検に

追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第４次環境基本計画第 4 回

点検（調査票含む）に追記） 

（１）３Ｒ国際協力の推進と我が国循環産業の海外展開の支援 

① 我が国とつながりの深

いアジア・太平洋諸国におい

て循環型社会が形成される

よう、国際機関の関係プロジ

ェクトと連携を図りつつ、ア

ジア３Ｒ推進フォーラムな

ど多国間の枠組みを通じて、

３Ｒ推進に関する情報共有

や合意形成をさらに推進す

る。 

 ●平成 16 年度から毎年度環境

省が主宰する「有害廃棄物の不

法輸出入防止に関するアジア

ネットワーク」の活動を開始

し、アジア各国のバーゼル条約

担当官と税関職員、関係国際機

関との対話促進や連携強化の

ための取組を行いました。【環

境省】 

 

● ア ジ ア 太 平 洋 地 域 の

E-waste 及びコンピュータ機

器廃棄物の環境上適正な管理、

有害廃棄物等の環境上適正な

管理に関するフレームワーク

の策定等、バーゼル条約の下で

進められるプロジェクトにつ

いて、財政的・技術的支援を行

いました。【環境省】 

 

●平成 21 年に「アジア 3R 推

進フォーラム」が設立され、同

フォーラムの下で、3R に関す

るハイレベルの政策対話の促

進、各国における 3R プロジェ

クト実施への支援の促進、3R

推進に役立つ情報の共有、関係

者のネットワーク化等を進め

ることとなりました。我が国は

平成 21 年の同フォーラム設立

会合を東京で開催し、それ以

降、同フォーラム会合を開催国

政府、国連地域開発センターと

ともに主催してきました。【環

境省】 

 

●平成 26 年 2 月にインドネシ

ア政府と共同で開催した第 5

回会合（インドネシア・スラバ

ヤ）からは、アジア太平洋 3R

推進フォーラムと名称を変更

し、「アジア太平洋における 3R

●我が国とつながりの深いア

ジア・太平洋諸国における循環

型社会の形成に向けては、アジ

ア太平洋諸国における 3R の推

進を促す取組として、2015 年

（平成 27 年）にモルディブで

開催予定の「アジア太平洋 3R

推進フォーラム第 6 回会合」に

ついて、開催に向けた準備及び

調整を実施しました。また、

2015 年（平成 27 年）以降の

「アジア太平洋 3R 推進フォー

ラム」の開催計画を検討しまし

た。【環境省】 

 

 

●我が国とつながりの深いア

ジア太平洋諸国における循環

型社会の形成に向けては、アジ

ア太平洋諸国における 3R の推

進を促す取組として、2015 年

（平成 27 年）にモルディブで

「アジア太平洋 3R 推進フォー

ラム第 6 回会合」を「3R 産業

－アジア太平洋地域における

資源効率社会及び持続可能な

観光開発に向けた次世代 3R の

方向性」を全体テーマとして開

催しました。【環境省】 

 

●平成 28 年 2 月に資源効率に

係る国際協力をテーマとした

G7 アライアンスワークショッ

プの中で、各国の廃棄物に係る

行政責任者や一般参加者に対

して、災害廃棄物対策セミナー

をワークショップのスペシャ

ルセッションとして実施しま

した。【環境省】 

 

●アジアで３Ｒ国家戦略の策

定を進めるとともに、３Ｒ関連

事業形成や政策立案促進に向

け、毎年度、アジア太平洋３Ｒ

推進フォーラム会合を開催し

ています。【環境省】 

 

●アジア太平洋地域の 3R に関

する 33 の目標を掲げた「ハノ

イ３Ｒ宣言」等に鑑み、政府、

研究機関等と連携し、地域内の

廃棄物や資源循環に関する情

報・データの整備や地域の課題

の特定等を行う「アジア太平洋

３Ｒ白書（State of the 3Rs in 

Asia and the Pacific）」を2017

年出版に向けて UNCRD や

IGES とともに作成をしていま

す。【環境省】 

 

●３R国際学会（３ＲＩＮＣＳ）

と連携したワークショップの

開催等を通じて、廃棄物管理の

取組に関する情報共有・意見交

換を行っているほか、廃棄物管

理に関するアジア諸国の基礎

情報を国別に調査し、環境省ホ

ームページ上で情報提供を行

っています。【環境省】 

 

 

●我が国はアジア諸国における

3R の戦略的実施支援事業とし

て国際機関への拠出を今後も引

き続き行うほか、3R や資源循環

についての課題や進捗、データ

等を情報収集し、「アジア太平洋

3R 白書」として整備していくこ

ととしています。 

 

●「アジア太平洋 3R 推進フォ

ーラム」等により、アジア太平

洋諸国における 3R の推進に向

けた政策対話を進め、更なる合

意形成を目指していきます。 

 

●アジア各国において循環型社

会が構築されるよう、引き続き、

３Ｒ推進に関する合意形成を図

るとともに、人材育成・法制度

の整備等の支援や交流を進める

必要があります。（環境基本計画

点検調査票） 
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推進の基盤としての重層的な

連携と協力枠組み」をテーマに

積極的な議論が行われました。

その成果として、官民連携や都

市間等の協力関係の推進を記

載した「スラバヤ 3R 宣言」を

採択しました。【環境省】 

② アジア各国に適合した

廃棄物・リサイクル制度や有

害廃棄物等の環境上適正な

管理（ESM）がそれぞれの国

に定着するよう、二国間政策

対話等を推進し、３Ｒ国家戦

略等の策定支援、循環型社会

推進に係る法制度整備支援、

学術・研究面での交流を進め

るとともに、JICA 等を通じた

専門家の派遣や研修生の受

け入れの拡大を図る。 

 ●環境省ではアジア各国での

3R 国家戦略策定、法制度整備

等の二国間協力を継続して実

施してきました。【環境省】 

 

●マレーシアに対しては食品

廃棄物管理に関する戦略計画

の策定支援、ベトナムに対して

は「統合的廃棄物国家戦略計画

（本計画自体も我が国の支援

により策定している。）」に含ま

れる実施プログラムの策定支

援など、法制度整備に関する支

援を実施しています。【環境省】 

 

●2013 年（平成 25 年）から

は、アジア 3R 推進フォーラム

第 4 回会合で採択された「ハノ

イ 3R 宣言」に則り、ベトナム、

インドネシア、マレーシアに適

した政策目標及びそのモニタ

リング指標の検討を支援して

います【環境省】 

●アジア各国に適合した廃棄

物・リサイクル制度や有害廃棄

物等の環境上適正な管理（以下

「ESM」という。）の定着のた

め、外務省では、アジア太平洋

諸国のうち、中国、ベトナム、

インドネシア、マレーシア、パ

キスタン、スリランカ、大洋州

について、技術協力等により廃

棄物管理や循環型社会の形成

を支援しました。また政府開発

援助（ODA）対象国からの研修

員受入れを実施しました。【外

務省・経済産業省】 

 

 

●アジア各国に適合した廃棄

物・リサイクル制度や有害廃棄

物 等 の 環 境 上 適 正 な 管 理

（ESM）の定着のため、外務省

では、アジア太平洋諸国のう

ち、中国、ベトナム、インドネ

シア、マレーシア、パキスタン、

スリランカ、大洋州について、

技術協力等により廃棄物管理

や循環型社会の形成を支援し

ました。また政府開発援助

（ODA）対象国からの研修員受

入れを実施しました。【外務

省・経済産業省】 

 

●JICA による専門家の派遣や

研修員受入れ等を通じ、アジア

の途上国における廃棄物管理

や循環型社会形成を支援しま

した。【環境省・外務省・経済

産業省】 

 

● インドネシア、タイ、フィ

リピン、ベトナム、マレーシア、

クウェート等に対し、環境協力

覚書の締結、政策対話の実施、

制度整備支援、合同ワークショ

ップの開催等を実施していま

す。【環境省】 

●特にアジア各国に適合した廃

棄物・リサイクル制度や有害廃

棄 物 等 の 環 境 上 適 正 な 管 理

（ESM）の定着のため、独立行

政法人国際協力機構（JICA）に

おいては、アジア太平洋諸国の

うち、ベトナム、インドネシア、

マレーシア、パキスタン、スリ

ランカ、大洋州について、技術

協力等により廃棄物管理や循環

型社会の形成を支援します。ま

た政府開発援助（ODA）対象国

からの研修員受入れを実施しま

す。 

 

●【再掲】アジア各国において

循環型社会が構築されるよう、

引き続き、３Ｒ推進に関する合

意形成を図るとともに、人材育

成・法制度の整備等の支援や交

流を進める必要があります。（環

境基本計画点検調査票） 

③ 地方自治体の廃棄物管

理サービスを拡大するため

の 国 際 パ ー ト ナ ー シ ッ プ

（IPLA）による都市間協力な

どを通じて、アジア各国の地

方公共団体との知見・経験の

共有や、技術協力等の連携を

推進する。また、廃棄物管理

のためのグローバル・パート

ナーシップ（GPWM)等を通

じて、国際的な廃棄物管理の

取組に関する情報収集や連

携の更なる促進を図る。さら

に、３Ｒアジア市民フォーラ

ム等を通じて、市民レベルで

の情報交換・連携を進めると

ともに、国際的な資源循環に

  

 

●日本環境衛生センター主催

の第 7 回アジア 3R 自治体間ネ

ットワーク会合の前日には、3R

と廃棄物適正処理の推進を目

的とした、環境省主催による官

民連携ワークショップを開催

し、海外から 5 都市と日本の自

治体を招聘へいしました。あわ

せて、NGO によるセミナーも

開催しました。【環境省】 

 

●日本環境衛生センター主催

の第 7 回アジア 3R 自治体間ネ

ットワーク会合の前日には、3R

と廃棄物適正処理の推進を目

的とした、環境省主催による官

民連携ワークショップを開催

し、海外から 6 都市と日本の自

治体を招聘へいしました。あわ

せて、NGO によるセミナーも

開催しました。【環境省】 

 

 

 

 ●我が国のリサイクル関連企業

が進出しやすい土壌の形成のた

め、我が国の自治体が持つ廃棄

物処理・リサイクルに関する経

験・ノウハウを活用し、相手国

の自治体・政府に対して制度設

計・整備・運用の支援等を実施

していきます。 
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関する研究を促進する。 

④ 上記取組を通じた各国

における廃棄物・リサイクル

制度の導入・施行と、静脈産

業をはじめとする我が国循

環産業の海外展開を戦略的

にパッケージとして推進す

る。また、政府・都市間レベ

ルでの各国とのチャネルも

活用し、関係府省が連携し

て、民間事業者と海外政府関

係者との交流支援や、行政レ

ベル・民間レベルで連携した

海外展開の取組を進める。 

・海外展開支援数 

・海外の都市と循

環型社会形成に関

して連携している

地方公共団体数 

●平成 23 年度より、我が国循

環産業が海外において事業展

開することを支援し、世界規模

で環境負荷の低減を実現する

とともに、我が国経済の活性化

につなげるため、「日系静脈産

業メジャーの育成・海外展開促 

進事業」を開始しました。【環

境省】 

 

●平成 19 年度から実施してき

たアジアエコタウン協力事業

は、我が国がエコタウン整備を

通じて蓄積した経験・ノウハウ

を、自治体間協力の枠組みの下

アジア各国に移転しつつ、我が

国リサイクル産業の海外展開

を支援するものです。【経済産

業省】 

 

 

●平成 21 年度より、我が国企

業によるアジアでのリサイク

ルビジネス展開を促進させる

ことを目的として、アジア各国

における、法制度、市場規模、

収益性及び事業リスク等を調

査・分析し、リサイクルビジネ

ス展開の可能性調査を行って

います。【経済産業省】 

 

●平成 21 年度より、各地域で

直面している廃棄物・リサイク

ル問題を解決するため、我が国

のリサイクル技術・システムを

活用した実証事業を実施しま

した。【経済産業省】 

 

●各国における廃棄物・リサイ

クル制度の導入・施行と、静脈

産業をはじめとする我が国循

環産業の海外展開を戦略的に

パッケージとして推進してい

ます。【環境省】 

 

●我が国の優れたインフラ関

連産業として、循環産業の国際

展開を支援する、我が国循環産

業の戦略的国際展開・育成事業

では、海外展開を行う事業者の

支援を平成 26 年度に 17 件（継

続 1 件、新規 16 件）実施しま

した。【環境省】 

 

●平成 26 年度の廃棄物処理・

リサイクルに関する自治体間

協力事業として、ベトナムをタ

ーゲットに法制度動向調査や

関係行政機関が参加するセミ

ナー等も実施しました。【経済

産業省】 

 

 

●我が国企業によるアジア等

でのリサイクルビジネスにつ

いては、平成 25 年度からの継

続案件 1 件のほか、3 件の実施

可能性調査を新たに実施しま

した。さらに、平成 26 年度の

現地ニーズに合致したリサイ

クル技術・システムの確立に係

る研究開発・実証事業として、

平成 24 年度からの継続案件 1

件、平成 25 年度からの継続案

件 1 件を実施しました。【経済

産業省】 

 

●各国における廃棄物・リサイ

クル制度の導入・施行と、静脈

産業を始めとする我が国循環

産業の海外展開を戦略的にパ

ッケージとして推進していま

す。【環境省】 

 

●我が国の優れたインフラ関

連産業として、循環産業の国際

展開を支援する、我が国循環産

業の戦略的国際展開・育成事業

では、海外展開を行う事業者の

支援を平成 27 年度に 15 件実

施しました。平成 23 年度から

平成 26 年度までの支援の結

果、平成 28 年 3 月時点で既に

事業化したもの又は事業化の

めどが立っており、最終的な準

備を進めているもの 4 件、合弁

契約、覚書（MOU）締結、入

札まで至った件数が 9 件、二国

間クレジット制度（JCM）等の

他の事業に発展したものが 8

件、という成果を上げていま

す。【環境省】 

 

●平成 27 年度の廃棄物処理・

リサイクルに関する自治体間

協力事業として、ベトナムをタ

ーゲットに法制度動向調査や

パイロットプロジェクト等も

実施しました。【経済産業省】 

 

 

●我が国企業によるアジア等

でのリサイクルビジネスにつ

いては、2 件の実施可能性調査

を新たに実施しました。さら

に、平成 27 年度の現地ニーズ

に合致したリサイクル技術・シ

ステムの確立に係る研究開

発・実証事業として、平成 24

年度からの継続案件 1 件、平成

25 年度からの継続案件 1 件を

実施しました。【経済産業省】 

●各国における廃棄物・リサイ

クル制度の導入・施行と、静脈

産業を始めとする我が国循環

産業の海外展開を戦略的にパ

ッケージとして推進していま

す。【環境省】 

 

●我が国循環産業の戦略的国

際展開や育成を支援する事業

を展開しました。（平成２８年

は新たに 11 件の実現可能性調

査等を実施。）【環境省】 

 

●「国際研究開発・実証プロジ

ェクト」において、現地ニーズ

に合致したリサイクル技術・シ

ステムの確立に係る研究 開

発・実証を実施しました。【経

済産業省】 

 

●平成２８年度よりＮＥＤＯ

で実施中のアジア省エネルギ

ー型資源循環制度導入実証事

業において、海外案件を 2 件採

択しました。【経済産業省】 

 

●我が国企業によるアジア等

でのリサイクルビジネス実施

可能性調査については、2 件の

調査を採択しました。【経済産

業省】 

●我が国の優れたインフラ関連

産業の国際展開の支援も引き続

き行います。我が国循環産業の

戦略的国際展開・育成事業につ

いて、平成 28 年度は平成 25 年

度までの三年間の事業成果を取

りまとめ、課題抽出と支援策の

改善を行う拡充期の最終年度と

して、さらなる海外展開の促進

に向けたステップアップを目指

し取組の充実を図るとともに、

次期に向けた課題抽出と支援策

の改善を検討していくこととし

ています。 

 

●我が国企業によるアジア等で

のリサイクルビジネスの事業実

施可能性調査の継続や個別案件

のフォローアップ、また、マス

タープランや都市計画段階への

コミット等により、事業化を促

進していきます。 

 

●現地ニーズに合致したリサイ

クル技術・システムの確立に係

る研究開発・実証事業について

は、引き続き事業を継続してい

きます。 

 

●我が国循環産業が進出しやす

い土壌の形成のため、我が国の

自治体が持つ廃棄物処理・リサ

イクルに関する経験・ノウハウ

を活用し、相手国の自治体・政

府に対して、制度設計・整備・

運用の支援等を実施する必要が

あります。（環境基本計画点検調

査票） 

⑤ ④の取組を具体的に進  ●平成 25 年度からは「我が国 ●ベトナムにおいては、平成 ●ベトナムにおいては、焼却炉 ●平成 28 年 9 月にインドネシ ●引き続き、アジア等でのリサ
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めるため、アジア各国で我が

国 の 事 業 者 が 実 施 す る ３

Ｒ・廃棄物処理に関する事業

の実現可能性調査を支援す

る。 

また、海外展開支援に関する

プラットフォームを構築し、

官民一体となった取組を推

進するための関係主体間の

情報共有・連携や、海外に向

けた我が国の３Ｒ・廃棄物処

理技術の情報発信、海外展示

会への出展支援等を行う。 

循環産業の戦略的国際展開・育

成事業」と名称を変更し、国際

展開計画事業に関する実現可

能性調査（FS）等への支援、海

外情報の収集と国内事業者へ

の情報提供、事業者・地方公共

団体・関係団体などの間での情

報共有・意見交換の促進、我が

国の循環産業事業者及び技術

に関する海外への情報発信な

どを積極的に実施しています。 

 

特に FS 支援では、我が国の循

環産業による廃棄物処理・リサ

イクル分野における具体的な

国際展開の計画のある事業に

ついて、FS の実施等への支援

を行うとともに、現地関係者と

の情報共有・意見交換のための

現地合同ワークショップを実

施することを義務付けていま

す。加えて、支援対象事業の現

地関係者を日本に招き、我が国

の廃棄物処理体制・技術につい

て学んでもらう訪日研修も実

施しています。【環境省】 

 

 

26 年度の廃棄物処理、3R 関連

制度、戦略に関する二国間協力

として、廃棄物関連政令の策定

を支援し、平成 26 年 6 月に政

令案を公開するワークショッ

プに際して、専門家を派遣し、

内容の提案を行いました。ま

た、焼却炉性能指針の策定と

JICA と連携して自治体向け一

般廃棄物処理計画のためのガ

イドラインの策定についての

支援も実施しました。【環境省】 

 

●マレーシアでは、食品廃棄物

を対象とした国家戦略計画の

策定、状況調査、ガイドライン

の作成支援、成果報告ワークシ

ョップを実施しました。【環境

省】 

 

●アラブ首長国連邦では、平成

27 年 1 月に相互の産官学を招

いて展示会「Eco Waste 展」の

会場でワークショップを開催

しました。【環境省】 

 

●クウェートでも平成 27 年 1 

に両国の産官学を招いてワー

クショップを開催しました。

【環境省】 

 

●日本の環境関連事業者を招

いて、シンガポール訪日団を対

象としたワークショップも平

成 26 年 10 月に開催しました。

【環境省】 

10 炉程度の現地調査を実施

し、専門家を派遣して稼働状況

を確認しました。【環境省】 

 

●平成 27 年 9 月には、インド

ネシアで廃棄物発電に関する

ワークショップを実施し、専門

家を派遣しました。【環境省】 

 

●平成 27 年 10 月にはフィリ

ピンで廃棄物発電ガイドライ

ンに関するワークショップを

開催しました。【環境省】 

アにおける JICA 主催の都市ご

み発電施設に関するワークシ

ョップに参加しました。【環境

省】 

イクルビジネスの事業実施可能

性調査の実施や都市計画段階へ

の関与等により、事業化を促進

する必要がある。（環境基本計画

点検調査票） 

⑥ 途上国における温暖化

対策と同時に廃棄物問題等

の環境汚染対策にも資する、

いわゆるコベネフィット（共

通便益）（注 34）を達成する

事業や政策の実施を支援す

る。 

 ●インドネシア、中国とのコベ

ネフィット協力にかかる覚書

に基づき、各国の環境対策の強

化に資する調査、能力開発支援

などを行いました。【環境省】 

 

●国連ミレニアム開発目標に

掲げられた、衛生的なトイレを

使用できない 25 億人の人口を

半減させるという国際的な衛

生問題の解決に貢献するとと

●インドネシア、中国、モンゴ

ルを対象に、コベネフィット協

力として、技術実証や訪日研修

等を行い、成果や課題を取りま

とめた上で今後の協力継続に

ついて検討を行いました。【環

境省】 

 

●アジア地域等の途上国にお

ける公衆衛生の向上、水環境の

保全に向けては、日本の優れた

●活動内容のレビュー結果に

基づき、さらなる環境対策の強

化を目指し、インドネシア、中

国、モンゴルとのコベネフィッ

ト協力を継続し、調査、現地セ

ミナー等を行いました。【環境

省】 

 

●アジア地域等の途上国にお

ける公衆衛生の向上、水環境の

保全に向けては、浄化槽等の日

●インドネシア、中国、モンゴ

ルとの協力に係る覚書に基づ

き、引き続き調査・能力開発支

援を実施しました。【環境省】 

 

 

●各活動の進捗を確認しつつ、

相手国との対話を踏まえ、引き

続きコベネフィット・アプロー

チの推進を通じて各国の環境対

策の強化に貢献します。 

 

●アジア地域等の途上国におけ

る公衆衛生の向上、水環境の保

全に向けては、JICA や日本サニ

テ ー シ ョ ン コ ン ソ ー シ ア ム

（JSC）等と連携しながら、浄
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もに、浄化槽やし尿処理施設な

どの日本における分散型のし

尿処理システムの国際普及を

通じた途上国の水環境の向上

に向け、平成 21 年度から「し

尿処理システム国際普及推進

事業」を実施しています。【環

境省】 

 

し尿処理技術である浄化槽の

国際普及を推進しています。平

成 26 年度は、第 2 回アジアに

おける分散型汚水処理に関す

るワークショップを平成 26 年

12 月にタイで行いました。ま

た、ベトナム及び中国において

は、二国間での協力事業の案件

形成に向け、し尿処理に関する

現地調査や浄化槽の導入実地

検証等を行いました。【環境省】 

本発の優れたし尿処理技術の

国際展開を実施しています。平

成 27 年度は、第 7 回世界水フ

ォーラムにおいて、浄化槽を中

心とした個別分散型のし尿処

理システムの技術や制度体系

に関する情報発信・展示を行っ

たほか、第 3 回アジアにおける

分散型汚水処理に関するワー

クショップを平成 28 年 3 月に

日本で開催しました。【環境省】 

化槽等の日本発の優れたし尿処

理技術の情報発信や普及促進を

図 り 、 持 続 可 能 な 開 発 目 標

（SDGs）の達成への貢献を目指

します。 

 

⑦ バーゼル条約第 11 回締

約国会議で、有害廃棄物等の

環境上適正な管理（ESM）に

関するフレームワークが採

択されたことを踏まえ、引き

続き、指導的な役割を果たす

とともに、その定着に向けた

支援を行う。また、水銀廃棄

物の環境上適正な管理に関

するガイドラインの改定作

業、POPs（注 35）ガイドラ

イン等他のガイドライン策

定に当たっても積極的に関

与していく。 

  ●バーゼル条約等に関わる取

組も、各省連携の下で行ってい

ます。環境省は、2013 年（平

成 25 年）のバーゼル条約第 11

回締約国会議で設置された、

ESM に関する専門家作業グル

ープ（平成 26 年度に第 2 回及

び第 3 回を開催）に、我が国の

専門家を参加させ、各国におけ

る ESM を実施するためのガイ

ダンス文書の策定のための作

業やパイロットプロジェクト

の実施を支援するなど、積極的

に取り組みました。さらに、水

銀に関する水俣条約で考慮す

べきとされている、水銀廃棄物

の環境上適正な管理に関する

ガイドライン及び PCB 廃棄物

の環境上適正な管理に関する

技術ガイドラインの改定作業

を我が国が主導するとともに、

我が国の水銀廃棄物の処理技

術、PCB 廃棄物等の処理技術等

に関する知見を適切にインプ

ットすることで、他の POPs 廃

棄物に関するガイドライン等

の策定・改定作業も含め、国際

的な議論の進展に貢献しまし

た。外務省も、バーゼル条約に

関係する活動として、2014 年

（平成 26 年）9 月に開催され

た第 9 回公開作業部会での議

論に積極的に参加しました。

【外務省・環境省】 

 

●バーゼル条約、国際貿易の対

●バーゼル条約等に関わる取

組も、各省連携の下で行ってい

ます。環境省は、2015 年（平

成 27 年）のバーゼル条約第 12

回締約国会議において、水俣条

約において考慮することとさ

れている水銀廃棄物の環境上

適正な管理に関する技術ガイ

ドライン及び POPs 条約にお

いて考慮することとされてい

る POPs 廃棄物の環境上適正な

管理に関する技術ガイドライ

ンについては、水銀廃棄物及び

PCB 廃棄物に関してガイドラ

インの改定作業を主導したほ

か、我が国の処理技術等に関す

る知見を適切にインプットし

たことで、その採択に貢献しま

した。また、使用済電気電子機

器を再使用目的で輸出入する

際の廃棄物と非廃棄物の識別

に関する客観的な判断基準を

示す、電気電子機器廃棄物及び

使用済電気電子機器の越境移

動（特に廃棄物と非廃棄物の識

別）に関する技術ガイドライン

についての議論に積極的に参

加し、その採択に貢献しまし

た。外務省も、バーゼル条約に

関係する活動として、本締約国

会議での議論に積極的に参加

しました。【外務省・環境省】 

 

●バーゼル条約、国際貿易の対

象となる特定の有害な化学物

質及び駆除剤についての事前

●バーゼル条約の有害廃棄物

等の環境上適正な管理（ＥＳ

Ｍ）に関するフレームワークに

ついて、専門家作業グループに

専門家を派遣し、ＥＳＭフレー

ムワークの実施や作業プログ

ラムの策定のための議論に貢

献しました。ストックホルム条

約で考慮すべきとされている

ＰＣN（ポリ塩化ナフタレン）

廃棄物の環境上適正な管理に

関する技術ガイドラインの策

定作業を主導するとともに、我

が国のＰＣN 廃棄物等の処理

技術等に関する知見を適切に

インプットし他のＰＯＰｓ廃

棄物ガイドラインの策定又は

改定作業も含め、国際的な議論

の進展に貢献しました。【環境

省】 

 

●引き続き、PCN 廃棄物の環境

上適正な管理に関する技術ガイ

ドラインの策定作業を主導する

ほか、我が国のＰＯＰｓ廃棄物

等の処理技術等に関する知見を

適切にインプットすることで、

引き続き国際的な議論の進展に

積極的に貢献していきます。 

 

●同条約第 12 回締約国会議に

おいて採択された電気電子機器

廃棄物及び使用済電気電子機器

の越境移動（特に、廃棄物と非

廃棄物の識別）に関する技術ガ

イドラインについても、2017

年（平成 29 年）の第 13 回締約

国会議において技術的事項の改

訂が予定されていることから、

同締約国会議に向けた議論に積

極的に貢献していきます。 

 

●バーゼル条約、国際貿易の対

象となる特定の有害な化学物質

及び駆除剤についての事前のか

つ情報に基づく同意の手続に関

するロッテルダム条約（PIC 条

約）、残留性有機汚染物質に関す

るストックホルム条約（POPs

条約）の 3 条約に、2013 年（平

成 25 年）に採択された水銀に関

する水俣条約（以下「水俣条約」

という。）を加えた、4 条約の連

携強化に係る活動を引き続き推

進していきます。 

 

●バーゼル条約で採択された水
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象となる特定の有害な化学物

質及び駆除剤についての事前

のかつ情報に基づく同意の手

続に関するロッテルダム条約

（PIC 条約）、POPs 条約の 3 条

約に、2013 年（平成 25 年）

に採択された水銀に関する水

俣条約を加えた 4 条約の連携

強化に係る活動も推進しまし

た。水銀廃棄物の環境上適正な

管理に関する技術ガイドライ

ン等、バーゼル条約における取

組で得られた知見は、水俣条約

の実施に活用できることから、

特にこれら 2 条約についての

連携強化に取り組みました。

【環境省】 

のかつ情報に基づく同意の手

続に関するロッテルダム条約

（PIC 条約）、POPs 条約の 3 条

約に、2013 年（平成 25 

年）に採択された水俣条約を加

えた 4 条約の連携強化に係る

活動も推進しました。水銀廃棄

物の環境上適正な管理に関す

る技術ガイドライン等、バーゼ

ル条約における取組で得られ

た知見は、水俣条約の実施に活

用できることから、特にこれら

2 条約についての連携強化に取

り組みました。【環境省】 

 

銀廃棄物の環境上適正な管理に

関する技術ガイドラインは水俣

条約の実施に活用できることか

ら、特にこれら 2 条約について

の連携強化に引き続き取り組み

ます。 

 

 

⑧ OECD、UNEP 持続可能

な資源管理に関する国際パ

ネル、UNEP 国際環境技術セ

ンター（IETC）（注 36）、短

寿命気候汚染物質削減のた

めの気候と大気浄化のコア

リション（CCAC）（注 37）、

バーゼル条約の活動等に積

極的に参画し、３Ｒ・廃棄物

処理に関する制度・技術や、

リユース製品やリサイクル

製品等をはじめとする持続

可能な消費と生産に関する

取組、物質フロー指標等に関

する我が国の最新の知見・取

組を反映させるなど国際的

な情報発信を強化する。 

また、SAICM 国内実施計画に

基づいて、バーゼル条約につ

いては、ストックホルム条

約、ロッテルダム条約等の化

学物質及び廃棄物の適正管

理に係る条約との連携強化

に係る活動を推進する。 

2012 年６月ブラジルにて開

催された Rio+20 の成果とし

て今後交渉プロセスに着手

することが合意された持続

可能な開発目標（SDGs）や

2015 年以降の国際開発目標

 ●G8 環境大臣会合の際には、

日本として、アジア等における

循環型社会の構築に向けて進

めていく国際的取組を列挙し

た「新・ゴミゼロ国際化行動計

画」を発表しました。【環境省】 

 

●平成 23 年 5 月にドーヴィル

（フランス）で開催された G8

サミットでは、首脳宣言におい

て「神戸 3R 行動計画」への支

持が再確認され、同年 5 月に

OECD が発表した神戸 3R 行動

計画に基づく報告書「G8 及び

OECD 諸国における資源生産

性」が歓迎され、OECD がこの

問題に引き続き取り組むこと

が奨励されました。【環境省・

外務省】 

 

●平成 24 年にリオデジャネイ

ロで行われた国連持続可能な

開発会議（リオ＋20）では、成

果文書「我々の望む未来」が採

択され、分野別取組のなかで廃

棄物や持続可能な消費と生産

が取り上げられています。特

に、持続可能な消費と生産につ

いては 10 年取組枠組に合意さ

れ、我が国はその実施のための

●国連環境計画（以下「UNEP」

という。）国際資源パネルへの

支援については、環境省は平成

26 年 5 月にチリのサンチアゴ

で開催された UNEP 国際資源

パネル第 14 回会合に参加し、

推進中の調査・研究の進捗を確

認しました。また、同年 9 月に

は、UNEP 国際資源パネルの物

質フロー分析作業部会を東京

に誘致し、環境省、専門家、民

間企業で資源効率等を議論し

たほか、同年 11 月にオランダ

のロッテルダムで開催された、

UNEP 国際資源パネル第 15 回

会合に参加し、推進中の調査・

研究の進捗確認を実施しまし

た。今後も毎年複数の世界経済

の持続的発展に資する報告書

の公表が予定される等、UNEP

国際資源パネルの活動は着実

に進捗しています。【環境省】 

 

●外務省は、国際的な情報発信

を強化するため、UNEP 国際環

境技術センター（UNEP/IETC）

の活動について、エネルギー利

用のためのバイオマス廃棄物

プロジェクトに関するセミナ

ーや同省の支援により作成し

●国連環境計画（UNEP）国際

資源パネルへの支援について

は、環境省は平成 27 年 5 月に

ベトナムのハノイで開催され

た UNEP 国際資源パネル第 16

回会合及び平成 27 年 10 月に

スイスのダボスで開催された

UNEP 国際資源パネル第 17 回

会合に参加し、推進中の調査・

研究の進捗を確認しました。今

後も毎年複数の世界経済の持

続的発展に資する報告書の公

表が予定されるなど、UNEP 国

際資源パネルの活動は着実に

進捗しています。また、外務省

は、我が国に誘致した UNEP 国

際 環 境 技 術 セ ン タ ー

（UNEP/IETC）の活動につい

て、エネルギー利用のためのバ

イオマス廃棄物プロジェクト

に関するセミナーや我が国の

産業廃棄物処理政策と実践を

取りまとめた報告書刊行のサ

イドイベント等に参加しまし

た。【環境省】 

 

●経済協力開発機構（OECD）

については、平成 27 年 6 月と

12 月にフランスのパリで開催

された OECD 資源生産性・廃棄

●平成 28 年５月に開催された

G7 環境大臣会合において、資

源効率性・３R に関する G7 の

枠組みとして、「富山物質循環

フレームワーク」が合意され、

UNEP 国 際 資 源 パ ネ ル 及 び

OECD からそれぞれ資源効率

性向上に向けた統合報告書と

政策ガイダンスが提出されま

した。【環境省】 

 

●持続可能な消費と生産に関

する 10 年計画枠組み（10YFP）

について、本枠組みの 6 つのプ

ログラムのうち、環境省は「持

続可能なライフスタイルと教

育」プログラムの共同リード国

を務め、本枠組みの推進に積極

的に貢献しました。【環境省】 

 

●平成 28 年５月に開催された

Ｇ７富山環境大臣会合のコミ

ュニケにおいて、SDGs の環境

側面の実施についてＧ７で協

調行動を進めていくことが合

意されました。【環境省】 

●UNEP 国際資源パネルへの支

援として、引き続き、我が国か

ら専門家の派遣を行うととも

に、UNEP 国際資源パネルにお

けるアジア出身のメンバーの増

員等を通じ、アジアへ UNEP 国

際資源パネルの関心を誘導して

いくことが課題です。加えて、

我が国が誘致した UNEP 国際環

境技術センター（UNEP/IETC）

の活動の支援を通じ、国連を始

めとする国際社会における我が

国の環境政策・技術の普及に引

き続き努めます。 

 

●経済協力開発機構（OECD）

資源生産性・廃棄物作業部会に

は、今後も引き続き参画し、調

査・研究の推進を図っていくほ

か、2014 年（平成 26 年）に東

京で開催された環境に関するグ

ローバル・フォーラムでの議論

を踏まえ、OECD 資源生産性・

廃棄物作業部会にて、拡大生産

者責任に関する情報を取りまと

めていきます。 

 

● 引 き 続 き UNEP ／ IRP や

OECD の取組を支援し、わが国

の知見・取組を反映させる必要
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（Post-MDGs）、持続可能な

消費と生産に関する 10 年計

画枠組みの検討（10YFP）に

おいて、世界規模での循環型

社会の形成に向けて積極的

に貢献するとともに、資源の

環境効率に関する我が国の

知見が生かされるよう努め

る。 

理事会メンバーを務めること

になっています。【環境省・外

務省】 

 

●環境省は、国連環境計画

（UNEP）が天然資源の利用に

よる環境への影響の科学的評

価などを目的に平成 19 年に設

立した「国際資源パネル」（持

続可能な資源管理に関する国

際パネルから名称を変更）につ

いても、資金拠出や科学的知見

の提供等の支援を行っていま

す。【環境省】 

 

●「短寿命気候汚染物質削減の

ための気候と大気浄化のコア

リション（CCAC）」のイニシア

チブの一つである都市廃棄物

イニシアチブにおいても、我が

国はリードパートナーを務め

ています。【環境省】 

 

●OECD の廃棄物・資源生産性

作業部会（WPRPW）において

進められている物質フロー及

び資源生産性のプロジェクト

を重視し、積極的に議論をリー

ドしています。平成 26 年 6 月

には、WPRPW のグローバル・

フォーラムを国内にて開催す

る予定です。【環境省】 

 

た、我が国の産業廃棄物処理政

策と実践を取りまとめた報告

書のサイドイベント等に参加

しました。【外務省】 

 

●経済協力開発機構（以 下

「OECD」という。）については、

平成 26 年 6 月に OECD 資源生

産性・廃棄物作業部会と連携

し、環境に関するグローバル・

フォーラムを東京に誘致し、拡

大生産者責任に関する議論を

行いました。また、同年 12 月

にフランスのパリで開催され

た同作業部会第 5 回会合へ参

加し、推進中の調査・研究の進

捗を確認しました。【環境省】 

 

●持続可能な開発目標（SDGs）

に関する活動についても 、

2014 年（平成 26 年）3 月～7

月に開催された持続可能な開

発目標オープン・ワーキング・

グループ（以下「SDGsOWG」

という。）の報告書作成交渉に

積極的に参加しました。【環境

省・外務省】 

 

●持続可能な消費と生産に関

する 10 年計画枠組み（10YFP）

について、本枠組みの 6 つのプ

ログラムのうち、環境省は「持

続可能なライフスタイルと教

育」プログラムの共同リード国

を務め、本枠組みの推進に積極

的に貢献しました。【環境省】 

物作業部会第 6 回会合及び第 7

回会合へ参加し、推進中の調

査・研究の進捗を確認しまし

た。【環境省】 

 

●持続可能な消費と生産に関

する 10 年計画枠組み（10YFP）

について、本枠組みの 6 つのプ

ログラムのうち、環境省は「持

続可能なライフスタイルと教

育」プログラムの共同リード国

を務め、本枠組みの推進に積極

的に貢献しました。【環境省】 

 

●2015 年 9 月に合意した、持

続可能な開発目標（SDGs）を

策定した「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」につい

ては，我が国は、MDGs フォロ

ーアップ会合、非公式な政策対

話（コンタクト・グループ）、

国連総会サイドイベントの開

催等を通じて、真に効果的な新

しいアジェンダの策定を主導

してきました。【外務省】 

 

● Ｇ７エルマウ・サミットに

おいて設立が合意された資源

効率性のためのＧ７アライア

ンスに関し、平成 27 年に独議

長国の下３回開催されたワー

クショップに参加し、関係者と

の意見交換を実施しました。個

別分野のワークショップ等に

ついてもフォローアップしま

した。平成 28 年 2 月には、日

本の議長国の下、国際協力をテ

ーマにしたＧ７アライアン

ス・ワークショップを開催し、

関係者との意見交換を実施し

ました。【環境省・経済産業省】 

があります。（環境基本計画点検

調査票） 

 

●マイクロプラスチックによる

海洋汚染について、生態系や人

の健康への影響が懸念されてお

り、Ｇ７や日中韓三カ国環境大

臣会合（ＴＥＭＭ）等の国際的

な枠組みも活用しつつ、国内外

において、リデュースの推進、

調査研究の推進等に取り組む必

要があります。（環境基本計画点

検本文） 

 

●持続可能な消費と生産に関す

る 10 年計画枠組み（10YFP）

について、引き続き、環境省は

「持続可能なライフスタイルと

教育」プログラムの共同リード

国を務め、本枠組みの推進に積

極的に貢献します。 

 

●Ｇ７富山環境大臣会合コミュ

ニケにおいて、協調行動の分野

として、ゴール 12 や食品廃棄物

の削減に言及されており、これ

らを念頭に、G7 間で調整を進め

ます。 

（２） 循環資源の輸出入に係る対応 

① 有害廃棄物等の国際的

な移動による環境汚染を防

止するため、有害廃棄物の不

法輸出入防止に関するアジ

アネットワークにおける参

  ●3R 推進月間の活動の一環と

して、地方環境事務所において

廃棄物等の不法輸出入の監視

強化のための取組を関係省庁

と連携して行う等、有害廃棄物

●地方環境事務所において廃

棄物等の不法輸出入の監視強

化のための取組を関係省庁と

連携して行うなど、廃棄物等の

不法輸出入防止に関する水際

●地方環境事務所において廃

棄物等の不法輸出入の監視強

化のための取組を関係省庁と

連携して行うなど、廃棄物等の

不法輸出入防止に関する水際

●有害廃棄物の不法輸出入防止

に関するアジアネットワーク等

を通じて、アジア太平洋地域の

関係国・関係国際機関との連携

強化に、引き続き取り組みます。
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加国・関係国際機関との連携

強化や、バーゼル条約の規制

対策を明確化するための告

示の改正などを行い、水際対

策を強化する。 

の不法輸出入防止に関する水

際対策に取り組みました。【環

境省・経済産業省】 

 

●平成 26 年 11 月には、岡山

市でアジア 11 か国・関係国際

機関の参加を得て、有害廃棄物

の不法輸出入防止に関するア

ジアネットワークワークショ

ップを開催し、不法輸出入防止

のための連携強化を図りまし

た。また、廃棄物等の輸出入を

行う事業者に対しては、平成

26 年 11 月以降に全国 9 か所

でバーゼル法等の説明会を開

催する等、事業者への手続き案

内等の拡充を図りました。【環

境省】 

 

 

対策に積極的に取り組むとと

もに、このための国際的な連携

強化を図るため、平成 27 年 11

月に、シンガポールでアジア太

平洋地域の 12 か国・関係国際

機関の参加を得て、有害廃棄物

の不法輸出入防止に関するア

ジアネットワークワークショ

ップを開催しました。【環境省】 

 

対策に積極的に取り組んでい

ます。【環境省・経済産業省】 

 

●不法輸出入に係る国際的な

連携強化を図るため、毎年度ア

ジア太平洋地域（１０か国程

度）のバーゼル条約担当官によ

る有害廃棄物の不法輸出入防

止に関するアジアネットワー

クワークショップを開催しま

した。【環境省】 

 

●循環資源の越境移動をめぐ

り近年生じている課題に対応

するため、有識者による検討会

（「廃棄物等の越境移動等の適

正化検討会」（平成 27 年 9 月

～28 年３月））を実施。今後の

取組の方向を示した報告書を

とりまとめ、平成 28 年４月に

公表しました。【環境省】 

また、税関等とも協力して、廃

棄物等の不法輸出の防止のため

の水際対策の強化を進めていき

ます。さらに、循環資源の越境

移動をめぐり近年生じている課

題に適切に対応するための取組

について、引き続き検討を進め

ます。 

 

●不法輸出入監視強化について

は、関係省庁による連携及びア

ジア太平洋地域の関係国・関係

国際機関との連携を一層進める

必要があります。（環境基本計画

点検本文） 

 

●水際対策の現場で客観的かつ

短時間で規制対象物か否かを判

断できる適切な基準を整備する

ことにより、取締りの実効性を

確保する必要があります。（環境

基本計画点検本文） 

② 途上国では適正な処理

が困難であるものの我が国

では処理可能な国外廃棄物

等を、我が国の対応能力の範

囲内で受け入れ、途上国にお

ける環境・健康への悪影響の

低減と資源としての有効活

用を図る。 

このため、そのような有害廃

棄物等の輸入手続に対する

事業者理解が促されるよう、

ホームページ等を通じた手

続案内等を拡充するととも

に、バーゼル条約の枠内での

手続の簡素化等により、手続

に要する期間の短縮に努め

る。 

   ●廃棄物等の輸出入を行う事

業者に対しては、平成 27 年 11

月以降に全国 11 か所でバーゼ

ル法等の説明会を開催するな

ど、事業者への手続案内等の拡

充を図りました。さらに、循環

資源の越境移動をめぐり近年

生じている課題に対応し、適正

な資源循環の実現に向けた今

後の取組の在り方等について

検討するため、有識者からなる

検討会を開催しました。【環境

省、経済産業省】 

 

●廃棄物等の輸出入を行う事

業者に対して、全国でバーゼル

法等の説明会を開催するなど、

事業者への手続き案内等の拡

充を図りました。【環境省、経

済産業省】 

 

●環境負荷の低減や資源の有

効利用に資する循環資源につ

いて、バーゼル法規制対象物の

輸入に係る各種手続きの迅速

化・簡素化のため、バーゼル法

施行規則等の関係省令等を改

正、施行しました。【環境省・

経済産業省】 

 

●【再掲】循環資源の越境移動

をめぐり近年生じている課題

に対応するため、有識者による

検討会（「廃棄物等の越境移動

等の適正化検討会」（平成 27 年

9 月～28 年３月））を実施しま

した。今後の取組の方向を示し

た報告書をとりまとめ、平成

28 年４月に公表しました。【環

●国内外で発生した二次資源

（使用済鉛蓄電池、電子部品ス

クラップ等）について、我が国

の誇る環境技術の先進性を活か

しつつ非鉄金属のリサイクルを

着実に進めるため、バーゼル法

における規制の在り方等につい

て検討を行い、その結果を踏ま

え、早期に必要な措置を講じる

必要があります。（環境基本計画

点検本文） 
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境省】 

③ 石炭灰、高炉水砕スラグ

（注 38）など、我が国での

利用量に限界がある一方で、

他国における安定的な需要

のある循環資源においては、

輸出先での再生利用等にお

いて環境汚染が生じないこ

とが担保できる場合につい

ては、物品に応じた必要な輸

出後の処理手続の確認を行

いつつ、手続の迅速化を講じ

ることなどにより、輸出の円

滑化を図る。 

    ●【再掲】循環資源の越境移動

をめぐり近年生じている課題

に対応するため、有識者による

検討会（「廃棄物等の越境移動

等の適正化検討会」（平成 27 年

9 月～28 年３月））を実施しま

した。今後の取組の方向を示し

た報告書をとりまとめ、平成

28 年４月に公表しました。【環

境省】 

 

④ 国際的な循環資源の移

動に当たっては、玄関口とし

ての港湾が果たす役割の重

要性に鑑み、円滑な資源輸送

に必要な港湾施設の整備や

受入体制の確保を図る。 

  ●港湾における循環資源の取

扱いにおいては、循環資源の積

替・保管施設等を活用しまし

た。【国土交通省】 

 

●港湾における循環資源の取

扱いにおいては、循環資源の積

替・保管施設等を活用しまし 

た。【国土交通省】 

 

●港湾における循環資源の取

扱において積替・保管施設等を

活用しました。【国土交通省】 

●国際的な循環資源の移動に当

たっては、玄関口としての港湾

が果たす役割の重要性に鑑み、

円滑な資源輸送に必要な港湾施

設の整備や循環資源の受入体制

の確保を引き続き図っていきま

す。 

 

●国際的な循環資源の移動に当

たっては、玄関口としての港湾

が果たす役割の重要性を考慮

し、引き続き積み替えや保管の

効率化を進める必要がありま

す。（環境基本計画点検調査票） 
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１０ 東日本大震災への対応 
（第三次循環基本計画第５

章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 

（平成 26 年版白書「講じた」 に

追記） 

平成 26 年度に講じた施策 

（平成 27 年版白書「講じた」

に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 

（平成 28 年版白書「講じた」 

に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施

策（環境基本計画第４回点検に

追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）

及び第４次環境基本計画第 4 回

点検（調査票含む）に追記） 

（１）災害廃棄物の処理 

東日本大震災で生じた災害

廃棄物については、関係する

各主体と連携しながら、東日

本大震災に係る災害廃棄物

の処理指針（マスタープラ

ン。平成 23 年５月 16 日環境

省公表）、復興施策に関する

事業計画と工程表、東日本大

震災に係る災害廃棄物の処

理工程表（平成 25 年５月７

日改定）等に基づき、着実に

処理を進める。 

大 量 に 発 生 し た 災 害 廃 棄

物・津波堆積物は、関係者の

協力を得て、海岸防災林の再

生など復旧・復興事業として

整備する事業の建設資材等

に活用するなど、できる限り

その再生利用を図り、地域に

おける循環型社会の構築を

進める。 

また、被災地では廃棄物の処

理能力が不足していること

から、被災地以外の施設を活

用した広域処理についても

着実に実施する。 

さらに、災害廃棄物の迅速な

処理の観点から、東日本大震

災により生じた災害廃棄物

の処理に関する特別措置法

（平成 23 年法律第 99 号）に

基づき、市町村から要請があ

り、かつ、必要があると認め

られるときは、国が当該市町

村に代わって災害廃棄物の

処理を行う。 

 ●東日本大震災における被災地の

復旧・復興のため、災害廃棄物の

適正かつ円滑・迅速な処理を行う

ために必要な一般廃棄物処理施設

の緊急整備に対して支援を行いま

した。【環境省】 

 

●東日本大震災により生じた災害

廃棄物の処理に関する特別措置法

（平成23 年法律第 99 号。以下「災

害廃棄物処理特別措置法」とい

う。）に基づき、災害廃棄物の処理

に関する基本的な方針、工程表を

定め、被災した自治体の災害廃棄

物処理について、きめ細かな進捗

管理を実施し、目標として設定し

た平成 26 年 3 月末までに、福島

県の一部地域を除いて災害廃棄物

等の処理を完了しました。東日本

大震災における災害廃棄物等につ

いては積極的な再生利用が実施さ

れており、災害廃棄物は約 82%、

津波堆積物はほぼ全量が再生利用

されています。【環境省】 

 

●福島県については、災害廃棄物

処理特別措置法に基づき災害廃棄

物（可燃物）の処理について、い

わき市を除く太平洋沿岸 4 市町か

ら代行処理の要請を受け、国が処

理を進めています。相馬市に設置

した仮設焼却炉により、新地町の

可燃物については焼却が完了、相

馬市の大部分の可燃物については

平成 25 年度末に焼却が完了しま

した。広野町及び南相馬市につい

ては、早期に仮設焼却炉を整備し、

処理完了を目指します。また、避

難区域については、帰還の妨げと

なる廃棄物を撤去し、仮置場へ搬

入することを最優先目標として着

実な処理の推進に全力をあげま

●災害廃棄物処理特別措置法

に基づき、災害廃棄物の処理に

関する基本的な方針、工程表を

定め、被災した自治体の災害廃

棄物処理について、きめ細かな

進捗管理を実施し、目標として

いた平成 26 年 3 月末までに、

福島県の一部地域を除いて災

害廃棄物等の処理を完了しま

した。平成 26 年度は、処理の

完了していない福島県の一部

地域において、引き続き、きめ

細かな進捗管理を継続して行

いました。【環境省】 

 

●災害廃棄物処理特別措置法

に基づき災害廃棄物（可燃物）

の代行処理の要請を受けてい

る福島県の 4 市町のうち、処理

が完了してない 3 市町につい

て、国がその処理を引き続き実

施しました。相馬市は平成 26

年 11 月に処理を完了し、広野

町は仮設処理施設の建設工事

中です。また、南相馬市は仮設

処理施設の建設に向けて準備

中です。【環境省】 

 

●東日本大震災により発生し

たコンクリート殻・津波堆積土

砂を、被災した海岸堤防の復旧

工事の盛土材に活用する取組

では、平成 26 年度に災害廃棄

物由来の再生資材として仙台

市で発生した津波堆積土等約

5.0 万 m3 を活用しました。【国

土交通省】 

 

●災害廃棄物処理特別措置法

に基づき、災害廃棄物の処理に

関する基本的な方針、工程表を

定め、被災した自治体の災害廃

棄物処理について、きめ細やか

な進捗管理をしてきました。

【環境省】 

 

●東日本大震災により発生し

たコンクリート殻・津波堆積土

砂を、被災した海岸堤防の復旧

工事の盛土材に活用する取組

では、平成 27 年度に災害廃棄

物由来の再生資材として仙台

市で発生した津波堆積土等約

4.3 万 m3 を活用しました。【国

土交通省】 

 

●災害廃棄物処理特別措置法

に基づき災害廃棄物（可燃物）

の代行処理の要請を受けてい

る福島県の 4 市町のうち、処理

が完了していない 2 市町につ

いて、国がその処理を引き続き

実施しています。【環境省】 

 

●平成 28 年度以降についても、

処理の完了していない福島県の

一部地域については、きめ細か

な進捗管理を継続しつつ、市町

と連携し国の代行処理等による

支援を通じて、できるだけ早期

の処理完了を目指していきま

す。 
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す。【環境省】 

（２）放射性物質に汚染された廃棄物の処理 

東日本大震災に伴う東京電

力福島第一原子力発電所の

事故に伴い放出された放射

性物質によって汚染された

廃棄物については、平成二十

三年三月十一日に発生した

東北地方太平洋沖地震に伴

う原子力発電所の事故によ

り放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に

関する特別措置法（平成 23

年法律 110 号。以下「放射性

物質汚染対処特別措置法」と

いう。）、放射性物質汚染対処

特別措置法に基づく基本方

針（平成 23 年 11 月 11 日閣

議決定）、指定廃棄物（注 39）

の今後の処理の方針（平成 24

年３月環境省公表）等に基づ

き、適正かつ安全に処理を進

める。 

また、廃棄物の再生利用時

に、放射性物質による汚染に

留意しつつ安全性を十分に

確保するとともに、廃棄物以

外の循環資源を含めて、安全

性が十分に確保されるよう、

引き続き、関係府省間の緊密

な連携を図る。 

なお、放射性物質を含む廃棄

物の処理を法制上どのよう

に恒久的に位置付けるかに

ついては、放射性物質汚染対

処特別措置法等に基づき現

在行われている廃棄物処理

の実施結果を十分検証した

上で、検討を行う。 

 ●平成二十三年三月十一日に発生

した東北地方太平洋沖地震に伴う

原子力発電所の事故により放出さ

れた放射性物質による環境の汚染

への対処に関する特別措置法（平

成 23 年法律第 110 号。以下「放

射性物質汚染対処特措法」とい

う。）に基づき、事故由来放射性物

質による汚染状態が 8,000 ベクレ

ル/kg を超えるものであって環境

大臣が指定した廃棄物（以下「指

定廃棄物」という。）と、平成 23

年 12 月 28 日「汚染廃棄物対策地

域及び除染特別地域を指定する

件」によって指定された福島県の

汚染廃棄物対策地域内における災

害廃棄物等（以下「対策地域内廃

棄物」という。）は国が処理するこ

ととなっています。【環境省】 

 

●（福島県内）対策地域内廃棄物

については、平成 24 年 6 月 11 日

に「対策地域内廃棄物処理計画（以

下「処理計画」という。）を策定し、

これに基づく仮置場の整備や仮置

場への廃棄物の搬入を進めてきま

したが、これらの処理の進捗を踏

まえて、対策地域内廃棄物の量等

の見込みや処理計画の目標につい

て見直す必要が生じたこと、また、

双葉町を加えた対策地域内のすべ

ての市町村において避難指示区域

の見直しが完了したことも踏まえ

て、処理計画について見直しを行

い、平成 25 年 12 月 26 日に改定

を行いました。【環境省】 

 

●（福島県内）対策地域内の災害

廃棄物等については、避難されて

いる方々の円滑な帰還を積極的に

推進する観点から、避難指示解除

準備区域及び居住制限区域におい

て、帰還の妨げとなる廃棄物を速

やかに撤去し、仮置場に搬入する

ことを優先目標として進めていま

●福島県内の国直轄で処理を

進める汚染廃棄物対策地域で

は、平成 25 年 12 月の対策地

域内廃棄物処理計画の見直し

において、帰還の妨げとなる廃

棄物の仮置場への搬入完了目

標を市町村ごとに設定しまし

た。【環境省】 

 

●福島県内の放射性物質汚染

対処特別措置法に基づく指定

廃棄物のうち、放射能濃度 10

万ベクレル/kg 以下のものにつ

いては、既存の管理型処分場で

あるフクシマエコテックを活

用して埋立処分する計画であ

り、地元の富岡町及び楢葉町の

当局や議会への説明を経て、平

成 26 年 4 月に楢葉町、6 月に

富岡町に対し住民説明会を開

催しました。【環境省】 

 

●（福島県内）放射能濃度 10

万ベクレル/kg 超の指定廃棄物

を搬入する予定の中間貯蔵施

設の整備については、平成 26

年 5 月から 6 月にかけて、福島

県、候補地の大熊町・双葉町に、

住民説明会の意見等を踏まえ

た財政措置を含む、国の考え方

の全体像を提示しました。同年

9 月に知事より中間貯蔵施設の

建設受入れを容認する旨、両町

長より地権者への説明を了承

する旨が伝達され、同年 9 月末

から 10 月中旬にかけて地権者

を対象にした説明会を開催し

ました。【環境省】 

 

●減容化事業のうち、福島市堀

河町終末処理場については、平

成 26 年 10 月末をもって運転

を終了しました。また、鮫川村

内で発生し処理が滞っている

農林業系副産物等の処理実証

●福島県内の汚染廃棄物対策

地域では、対策地域内廃棄物処

理計画（平成 25 年 12 月一部

改定）に基づき処理を進めてい

ます。平成 27 年度には、帰還

困難区域を除いて、帰還の妨げ

となる廃棄物の仮置場への搬

入を完了しました。仮設焼却施

設については、8 市町村 9 施設

において設置を予定しており、

6 施設が稼働中です。【環境省】 

 

●福島県内の指定廃棄物及び

対策地域内廃棄物について、放

射能濃度が 10 万ベクレル/kg

以下のものは、既存の管理型処

分場を活用して埋立処分する

計画です。平成 27 年 6 月に同

処分場の国有化を含めた国の

考え方を福島県・富岡町・楢葉

町に提示しました。これに対し

て、平成 27 年 8 月に県・両町

から申入れを受け、同年 11 月

にその申入れを踏まえた国の

考え方を再度提示し、その後、

平成 27 年 12 月に県・両町か

ら、当該処分場の活用の容認が

なされました。【環境省】 

 

●福島県で実施している減容

化事業に関し、鮫川村における

農林業系副産物等処理実証事

業については、平成 27 年 7 月

末をもって焼却を完了しまし

た。また、県中・県南等の 24

市町村の農林業系廃棄物につ

いては、田村市・川内村におけ

る減容化事業において処理す

ることとしており、仮設焼却施

設の設置に向けて手続を進め

ました。飯舘村の蕨平地区にお

いては、平成 28 年 1 月に仮設

焼却施設、4 月に資材化施設の

運転を開始しました。【環境省】 

 

 ●福島県内の汚染廃棄物対策地

域では、対策地域内廃棄物処理

計画（平成 25 年 12 月一部改定）

に基づき着実に処理を進めてい

きます。 

 

●指定廃棄物については、放射

性物質汚染対処特措法に基づく

基本方針において、指定廃棄物

の処理は当該指定廃棄物が発生

した都道府県内で行うこととと

しており、引き続き、各都県ご

とに早期の処理に向け取り組ん

でいきます。 

 

●福島県内の指定廃棄物等のう

ち、放射能濃度 10 万ベクレル

/kg 以下のものについては、既

存の管理型処分場であるフクシ

マエコテッククリーンセンター

を活用して埋立処分する計画で

す（10 万ベクレル/kg 超の指定

廃棄物等については、中間貯蔵

施設へ搬入する予定）。平成 27

年 12 月に、福島県・富岡町・楢

葉町から当該処分場の活用が容

認されましたが、引き続き、安

全・安心の確保に万全を期する

とともに、地元住民の不安や懸

念を解消できるよう引き続き努

力していきます。 

 

●放射能濃度が 10 万ベクレル

/kg 超の指定廃棄物を搬入する

予定の中間貯蔵施設について

も、その整備に向けて最大限努

力していきます。 

 

●また、保管が長期化すると腐

敗や臭気等のおそれがある下水

汚泥や農林業系廃棄物等につい

ては、焼却等の減容化事業を行

うことになっています。減容化

事業のうち、飯舘村蕨平地区に

おいては、平成 28 年 1 月に仮
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す。市町村毎にこれらの仮置場へ

の搬入完了目標を定め、平成 25

年度末時点で、楢葉町、川内村、

大熊町の 3 町村については帰還の

妨げとなる廃棄物の仮置場への搬

入を一通り完了しました。また、

南相馬市についても目標通り、一

部を除き搬入しました。仮置場へ

の搬入後の災害廃棄物等の処理に

ついては、その発生量や発生の時

期、処理施設の立地場所の確保の

状況等を踏まえて、各市町村と随

時調整を行いつつ、処理のスケジ

ュールを設定します。既にいくつ

かの市町村で仮設処理施設の設置

場所を確保し、建設を進めている

ところです。【環境省】 

 

●（福島県内）福島県内の指定廃

棄物については、8,000 ベクレル

/kg を超え、10 万ベクレル/kg 以

下のものは既存の管理型処分場、

10万ベクレル/kg超のものは中間

貯蔵施設に搬入する方針であり、

平成25年 12 月に管理型処分場の

活用と中間貯蔵施設の設置につい

て、計画案を提示し、受け入れの

要請を行いました。この案につい

て、平成 26 年 2 月に福島県知事

より、配置計画を見直すよう申入

れがあったのに対し、3 月に管理

型最終処分場内に計画していた固

形化施設等の設置場所を見直すな

どの回答をしました。【環境省】 

 

●（福島県内）下水汚泥や農林業

系廃棄物などの指定廃棄物につい

ては、保管が長期化すると、腐敗

や臭気などのおそれがあることか

ら、性状を安定させ、保管スペー

スを確保する観点から、焼却等の

減容化事業を行っています（表

3-5-1）。【環境省】 

 

●（福島県外）福島県以外の指定

廃棄物については、既存の廃棄物

処理施設の活用について引き続き

事業については、平成 26 年度

も継続して行いました。【環境

省】 

 

●福島県外の放射性物質汚染

対処特別措置法に基づく指定

廃棄物については、一時保管が

ひっ迫している宮城県、栃木

県、千葉県、茨城県、群馬県の

5 県において、国が各県内で早

期に処理するための調整を行

っています。このうち、宮城県

については、平成 26 年 1 月に

3 か所の詳細調査候補地（栗原

市深山嶽、大和町下原、加美町

田代岳）を公表し、同年 8 月に

詳細調査を開始しました。ま

た、栃木県については、平成

26 年 7 月に 1 か所（塩谷町寺

島入）を、千葉県については、

平成 27 年 4 月に 1 か所（千葉

市中央区蘇我）を、それぞれ詳

細調査候補地として公表しま

した。【環境省】 

 

●再生利用可能な廃棄物につ

いては、放射線量の測定を行

い、処理業者が受入れ可能と確

認した物について引渡しを行

いました。また、飼料中の放射

性セシウムについては、その暫

定許容値を定め、引き続き都道

府県等に周知徹底等を図って

います。肥料については、汚泥

肥料を含めた全ての肥料の放

射性セシウム暫定許容値 を

400 ベクレル/kg と定め、引き

続き都道府県等に周知徹底を

図るとともに、16 都県で生産

される汚泥肥料の放射性セシ

ウム濃度の測定を実施しまし

た。【環境省】 

●福島県外の指定廃棄物につ

いては、特に保管状況がひっ迫

している県において、国が各県

内で早期に処理するための調

整を行っています。宮城県にお

いては、平成 27 年 4 月・5 月・

10 月に宮城県民を対象とした

フォーラム、10 月・11 月に有

識者を交えた環境省と加美町

の意見交換会、12 月には市町

村長会議を開催し、丁寧な説明

に努めてきました。加えて、平

成 28 年 2 月には、同県内の指

定廃棄物の放射能濃度の再測

定結果を公表するとともに、同

年 3 月の市町村長会議におい

て、［1］比較的濃度が高いもの

については、災害等のリスクの

観点から県内 1 か所に集約し

て安全に管理、［2］自然減衰に

より8,000ベクレル/kgを下回

ったものについては、指定解除

の仕組みも活用しながら順次

処理するという環境省の考え

方を説明しました。栃木県にお

いても平成 27 年 5 月・6 月・

9 月に、栃木県民を対象とした

フォーラムを開催するなど、指

定廃棄物の処理に関し、丁寧な

説明に努めてきました。千葉県

では、平成 27 年 4 月に、詳細

調査を実施する候補地を 1 か

所提示しました。その後、地元

自治体に説明するほか、5 月・

6 月に地元自治体の市議会全員

協議会で 2 回、6 月～8 月に住

民を対象とした説明会を 5 回

開催しました。【環境省】 

 

●茨城県においては、平成 27

年 4 月、平成 28 年 2 月に「一

時保管市町長会議」を開催し、

8,000 ベクレル/kg 以下となる

のに長期間を要する指定廃棄

物については、災害等のリスク

の観点から、引き続き県内 1 か

所に集約して安全に管理する

設焼却施設運転を開始したとこ

ろであり、引き続き早期の処理

に向けて取り組みます。また、

県中・県南等の 24 市町村の農林

業系廃棄物を減容化する事業に

ついて、平成 29 年３月の仮設焼

却施設の稼働に向け、準備を進

めます。このほか、安達地方の

３市町の農林業系廃棄物等を減

容化する事業についても、発注

に向け、引き続き調整を進めて

いきます。 

 

●福島県外の指定廃棄物につい

ては、一時保管がひっ迫してい

る宮城県、栃木県、千葉県、茨

城県、群馬県の 5 県において、

各県内で早期に処理するための

調整を引き続き丁寧に行ってい

きます。 

 

●自治体の浄水場又は終末処理

場において保管されている放射

性濃度の高い汚泥については、

放射性物質汚染対処特措法や廃

棄物処理法に基づく処理が着実

に前進するよう、引き続き取り

組むべきです。（環境基本計画点

検本文） 
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検討を行いつつ、指定廃棄物が多

量に発生し、保管がひっ迫してい

る都道府県においては、国がそれ

ぞれの県内に集約して、必要な最

終処分場等を確保する方針です。

【環境省】 

 

●平成 25 年 2 月に、自治体との

意見交換を重視した候補地の選定

プロセスに大幅に見直すという方

針を公表し、これまで関係 5 県（宮

城県、茨城県、栃木県、群馬県、

千葉県）において市町村長会議を

開催するとともに、有識者会議で

の議論を重ねてきました。平成 25

年 10 月の有識者会議では、処分

場の候補地を各県で選定するため

のベースとなる基本的な案を取り

まとめました。【環境省】 

 

●その後、宮城県、栃木県におけ

る選定手法について確定し、候補

地の選定作業に入っています。宮

城県においては、平成 26 年 1 月

に、詳細調査を実施する候補地を

提示しました。【環境省】 

方針を堅持しつつ、8,000 ベク

レル/kg 以下となるのに長期間

を要しない指定廃棄物につい

ては、現地保管を継続し放射能

濃度の減衰後に段階的に処理

を進めていく方針を決定しま

した。【環境省】 

 

●上記の各種廃棄物への対応

に加えて、飼料については、定

められた暫定許容値を超える

飼料の利用、生産及び流通が行

われないよう、関係者に周知徹

底を図りました。また、肥料に

ついても、平成 23 年 8 月に汚

泥肥料を含めた全ての肥料の

放射性セシウム暫定許容値を

400 ベクレル/kg と定めてお

り、同様に引き続き都道府県等

に周知徹底を図るとともに、汚

泥肥料の放射性セシウム濃度

の測定を実施しました。【農林

水産省】 

 

●放射性物質汚染廃棄物に関

する安全対策検討会にて検討

を行い、特定一般廃棄物・特定

産業廃棄物の要件（対象となる

地域等）を見直し、省令改正を

行いました。【環境省】 
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○第４次環境基本計画第４回点検において、上記以外に以下の事項についても今後の課題とされた。 
●ＳＤＧｓにおける 17 の Goal のうち、資源効率の向上（Target 8.4）、持続可能な生産と消費（Goal12）など、その達成基盤として資源と環境に直接的に言及している 12 の Goal を平成

42 年度（2030 年）に達成できるよう、循環型社会形成の取組を戦略的に進めるべきである。 
●循環型社会形成の取組を、経済・社会課題としても扱い、分野横断的・分野別政策に統合すべきである。具体的には、富山物質循環フレームワークに基づき、循環型社会と気候変動、異常

気象、有害物質、災害廃棄物、自然環境保全、海洋ごみ、原材料へのアクセス、産業競争力その他の課題に関する政策を包括的に統合し、促進すべきである。循環型社会の形成が、雇用創
出や経済成長、地域の活性化に繋がるよう、取組を強化すべきである。 

●廃棄段階のみならず、生産・消費段階を含む物質のライフサイクル全体を通じて循環型社会形成の取組を行政、事業者、消費者、ＮＧＯ・ＮＰＯ等の各主体が連携して強化することとし、
その際には、拡大生産者責任（ＥＰＲ）やグリーン公共調達（ＧＰＰ）、ビジネスとのパートナーシップ等のポリシーミックスを適用すべきである。特に、規制的措置に加え、透明性や説明
責任を確保しつつ、事業者による自主的な行動や情報的措置等の適切な政策及び措置を最大限活用すべきである。 

●富山物質循環フレームワークに基づき、地域における文化等の特性、人と人とのつながり、中小企業の果たす役割等に着目し、地域の各主体が連携して、地域での循環型社会形成を進める
べきである。また、環境配慮型製品に関する情報を消費者（最終需要者）に提供するとともに、環境配慮型製品に関する消費者の認識を持続可能な消費行動に結びつけるための検討を行い、
実践を促すべきである。 

●より良いデータ及び分析に基づいた政策立案と評価を強化すべきである。特に、富山物質循環フレームワークに基づき、各取組について、適切かつ科学に基づき、広く認知された国内指標
を検討するとともに、他の国々が参考とできるよう、算定方法や指標、レビュー結果の共有を含む透明性のあるフォローアッププロセスを国内で構築すべきである。 

●国際的なサプライチェーンや貿易・投資、政府開発援助（ＯＤＡ）、ラべリング、データ改善や経済分析等において、Ｇ７間を含む国際レベルでの協力を強化すべきである。特に、我が国と
して、富山物質循環フレームワークに基づき、ベストプラクティスや適用可能な最良技術（ＢＡＴ）等の共有、途上国における循環型社会形成政策の能力構築支援、激甚な自然災害を経験
する国・地域への支援等を進めるべきである。 

●富山物質循環フレームワークで示された共通ビジョン（関連する概念やアプローチを尊重しつつ、地球の環境容量内に収まるように天然資源の消費を抑制し、再生材や再生可能資源の利用
を進めることにより、ライフサイクル全体にわたりストック資源を含む資源が効率的かつ持続的に使われる社会を実現する。）の達成のために、例えば平成 62 年（2050 年）の我が国のビ
ジョンを設定し、そこからバックキャスティングによって上記の取組を戦略的に進めるべきである。 

●循環分野においても、費用対効果や社会全体で負担する費用の低減という点に留意し、効率的に施策を講じていく必要がある。 
●適正な資源循環を確保するため、資源の持ち去り対策を一層強化する必要がある。 
●「廃棄物処理施設や最終処分場は、循環型社会形成や大規模災害対応に必要不可欠な施設であり、長寿命化等のストックマネジメントも含め、今後一層、支援を行う必要がある。また、当

該施設の整備等に当たっては、災害拠点としての施設整備の観点が重要であることから、これまでにも増して計画段階から地域住民等の理解及び協力を得ながら推進すべきである。なお、
廃棄物処理施設の整備を含む処理全体の体制構築に当たっては、将来の人口減少等の社会状況の変化を考慮する必要がある。」 

●「人口減少により過剰となるストック資源の評価・活用について検討する必要がある。」 
●「資源効率性については経済政策、産業政策の位置づけも大きく、産業界も重要なステークホルダーであることから、環境政策としても事業者の取組のフォローアップや支援を行う必要が

ある。」 
●「国や県、市町村、事業者等の各主体の役割と責任を社会の変化に応じて見直していく必要がある。そのような中で、既存概念にとらわれず、新たな構想力と実行力をもつ各主体での人材

育成が求められる。」 
 


